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論

説

二法
曹
法
の
歴
史
的
基
礎
づ
け

ー

i

エ
l
ル
リ
ッ
ヒ
の
法
源
論
|
| 〆-、

一

八

日

次

〉

序
論

l
問
題
の
所
在
|

本
論

I

ェ
l
ル
リ
ツ
ヒ
の
法
源
論

l

一
官
。
胃
Z
B
Z
m
n
-
i
z

二
刀
円
。
胃
2
5
2印
円
一
え
]
巾
と
そ
れ
以
外
の
法
源
と
の
関
係

三

℃

g
胃
2
5
-
5
2
4
-
Z
の
外
延
と
内
包

-

6
苅
)

石
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I
 

I
1
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真

人
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説論

四
官
。
℃
門
戸
口
g
z
m
n
-
i
-巾
の
通
用
領
域

五
-
巾
区
民

HHM5
と

n
-
i
r

六

日

】

吋

O
胃
2
5
2
m
n
-
i
g
の
前
史
推
定
(
以
上
本
誌
四
一
巻
三
号
)

七

古

田

巳

i
z
と
円

5
m巾
5
2
5
(以
下
本
号
)

八

円

5
n
z
z
と
冨
印

y
o
ロ。

E
ユ
ロ
ヨ
ー
そ
の
一
対
立
の
始
ま
り
|

(
二
対
立
の
成
立

(
二
)
同
門
丘
O

丘
三
口
凹
と
白
門
広
o
y
。ロ。

E
1白

九

一

5
広
三
}
巾
と
吉
間

F
8
2
R
2
5
ー
そ
の
二
訴
権
法
と
相
続
法
|

(
二
訴
権
法

(
二
)
相
続
法

一O
Z
Z
E
5
2
1
m
n
-
i
r

(
二
法
律
訴
訟
手
続
に
つ
い
て

つ
己
方
式
書
訴
訟
手
続
に
つ
い
て

一
一
古
典
期
以
降
の
発
展

(
二
勅
法

(
二
)
法
学
提
要

一
二
宮
田
宮

Z
-
2
5
と
古
田
宮

-
S
E
B

(
二
「
刑
事
裁
判
」
に
つ
い
て

(
二
)
「
新
工
事
通
知
」
に
つ
い
て

一
三
「
国
家
組
織
法
」
な
い
し
寸
国
家
制
定
法
」
と
し
て
の

-5
吉
豆
町

2
5

(
二

1

国
家
組
織
法
」
と
し
て
の

-5
七己豆一

2
5

(
一
一
)
「
国
家
制
定
法
L

と
し
て
の

-5
匂ロ
σロ
E
B

(
三
)
両
義
の
関
係
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一
四
「
山
口
印
℃
己
豆
一
2
5
は
私
人
の
合
意
に
よ
っ
て
は
変
更
さ
れ
え
な
い
」

一
五
一

5
巳
i
z
-
-
5
℃ロ
E
-
2
5
と
一

5
買
ぞ
白

E
B

一
六
ロ

l
マ
以
降
の
発
展

一
七
私
法
と
公
法

結
論

l
本
稿
の
成
果
と
今
後
の
課
題

七

Eω

巳
己
『
と
宮
ω
問
。
ロ
江
戸

HE

法曹法の歴史的基礎づけ(2・完)

]
日
は
、
慣
習
法
が
ず
っ
と
以
前
か
ら
ロ

1
マ
市
民
に
の
み
通
用
し
て
い
た
の
と
同
様
、

}
誌
の
解
釈

ロ
ー
マ
市
民
に
の
み
通
用
し
た
。

と
い
う

E
m
丘
三
宮
の
形
式
か
ら
い
っ
て
も
、
共
和
政
期
に
、
法
学
を
営
ん
だ
り
法
律
を
制
定
す
る
の
は
外
国
人
の
た
め
だ
、

る
者
は
誰
も
い
な
か
っ
た
と
い
う
実
質
的
理
由
か
ら
い
っ
て
も
、

な
ど
と
考
え

E
印
広
三
-o
も
ま
た
ロ

l
マ
市
民
に
の
み
通
用
す
る
法
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、

一
口
∞
丘
三
宮
は
ロ

l
マ
市
民
に
の
み
通
用
す
る
法
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
は
自
明
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
自
明
な
こ
と
の
故
に
こ
の

法
が
吉
∞
丘
三
ぽ
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、

ロ
ー
マ
人
は
、
外
国
人
の
法
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す

る
た
め
に
、
自
分
達
の
法
を
最
初
か
ら
宮
印
丘
三
]
ゆ
と
呼
ん
で
い
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、

北法41(4・3)1463

一戸】吋-∞の
7
1
山}{印印
A
H

円。口氏
ω・日ロ印
n-〈ロ
σ

門出回

B
R・
-zユ
印
円
以
三
-
一
印
同
)
ぬ
円
一
言
少
。
自
己
印
門
由
民

E
R
E
-
D
E
B
巳〈一]一円)ぬ円一

2
]
g
p
B
m
z
E
(
E
Z。・
ω叶
m
c
E
g
E
B
)
一
ロ
ユ
印
丘
三
宮
、
あ
る

い
は
こ
れ
ら
と
同
種
の
用
語
法
に
お
け
る

E
由
巳
三
万
を
宮
印
有
o胃
E
5
丘
三
口
g
m
o
E
ω
ロ。

E
B
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。



説

す
な
わ
ち
、

E
国
問
。
旦
吉
田
な
い
し
外
国
人
の
法
と

E
田
丘
三
ぽ
の
対
置
は
宮
田
丘
三
万
が
本
来
も
っ
て
い
た
意
味
(
法
学
、
法
の
知
識
)

は
ま
っ
た
く
関
係
な
い
の
で
あ
る
。
リ
ウ
ィ
ウ
ス
や
サ
ル
ス
ト
に
お
い
て
も
、

と

北法41(4・4)1464

論

意
味
す
る
。

吉田

m
o
E吉
田
は
「
国
際
法
」
と
り
わ
け
「
使
節
の
法
」
を

お
そ
ら
く
、
そ
れ
ま
で
国
際
法
上
外
国
人
に
認
め
ら
れ
て
い
た
権
利
が
準
則
と
な
り
何
ら
か
の
確
実
な
法
規
範
が
形
成
さ
れ
て

吉∞

m
g己
Z
B
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。

は
じ
め
て
、

生
じ
た
。
す
な
わ
ち
、

E
m
m州
g
p
E
の
諸
原
則
は
法
務
官
法
と
法
曹
法
に
よ
っ
て
早
く
か
ら
ロ

l
マ
人
の
聞
の
権
利
関
係
に
適
用
さ
れ
て
い
た
。

E
∞
m
g
tロ
ヨ

は
法
学
者
に
よ
っ
て
ロ

l
マ
市
民
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

E
m
丘
三
ぽ
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

{E己5∞
m
ぬ
州
命
2H

あ
る
が
故
に
通
用
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が

E
∞
丘
三
ぽ
に
取
り
込
ま
れ
な
い
限
り
ロ

l
マ
市
民
に
と
っ
て
は
伺
の
意
味
も
な
か
っ
た
。
と

E
m
m向。
E
E
S
が
吉
田
巳
i
z
に
取
り
込
ま
れ
た
後
は
、

E
田
丘
三
-o
の
中
に
併
存
す
る
二
つ
の
構
成
要
素
を
区
別
す
る
必
要
が

ロ
ー
マ
市
民
に
の
み
適
用
さ
れ
る
本
来
の
宮
∞
丘
三
ぽ

(
Z
M
の
解
釈
)
と
、
少
な
く
と
も
帝
政
期
に
は
吉
∞
丘
三
ぽ

吉田

m
g己
ロ
ヨ
と
呼
ば
れ
ロ

l
マ
市
民
お
よ
び
外
国
人
の
事
件
に
適
用
さ
れ
た
法
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
宮
田

こ
ろ
が
、

と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ハリ町三
-m
の
中
に
両
者
が
併
存
し
て
い
た
こ
と
は
奇
妙
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、

吉田

m
m
E
E
E
が
入
り
始
め
た
当
時
の
解
釈
(
吉
∞
丘
三
ぽ
)

は
非
常
に
硬
直
し
て
お
り
、
新
し
い
素
材
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
の
で
第
二
の
層
が
浮
び
上
が
っ
て
き
た
、

と
想
定
し
な
け
れ
ば
理
解
で
き

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
普
通
は

E
印
丘
三
]
ぬ
と
い
う
用
語
で
両
方
の
構
成
要
素
が
理
解
さ
れ
た
が
、

れ
、
前
者
は

E
m
己
丘
】
ゆ
と
、
後
者
は

E
m
m
g片
山
己
目
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

と
き
お
り
古
い
層
と
新
し
い
層
が
対
置
さ

き
て
、

z
m
m
g
M片
山
己
目
と
百
∞
丘
丘
町
の
最
古
の
対
立
は
次
の
史
料
に
み
ら
れ
る
。

(
川
)

c
n
q
p
己巾。片岡
E
U
口
-
Sい
だ
か
ら
こ
そ
父
祖
達
は
、

2
m
m
g
H
2
5
と

E
2
L〈
奈
川
は
異
な
る
法
だ
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、

ち
に
日
出

m
m
2
2
5
で
は
な
い
が
、
山
口
回
向
巾
口
同
2
5
は
同
時
に
一
己
∞
丘
三
宮
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

c
n
m
g唱
件
。
立
円
白
由
一
一

5
n
-
i
z
と
は
、
自
分
の
物
を
保
持
す
る
た
め
に
同
じ
国
家
に
属
す
る
者
の
間
で
定
め
ら
れ
た
衡
平
で
あ
る
。 吉

田
【
け

7N-Z
は
直



エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
こ
の

E
∞
丘
三
万
は
前
節
で
み
た
他
の
箇
所
の
吉
田
丘
三
ぽ
と
は
違
う
も
の
を
意
味
す
る
、
と
考
え
る
の
は
早

計
で
あ
り
、
こ
の
吉
田
丘
三
ぽ
も
他
の
箇
所
と
同
様
に
裁
判
所
、
訴
訟
手
続
、
法
学
、
法
曹
法
、
慣
習
法
と
い
う
意
味
を
も
っ
。
す
な
わ
ち
、

「
父
祖
達
」
は
す
で
に
ロ

l
マ
市
民
に
の
み
適
用
さ
れ
る

E
由
巳

i
r
と
外
国
人
の
法
曹
法
、
慣
習
法
(
お
そ
ら
く
裁
判
所
、
訴
訟
手
続
も

(
叶
色
。
E
1
2
2♀
問
。
冨
叶
宮
)
、
歴
史
の
偶
然

含
む
)

と
し
て
の
吉
田
想
再
E
B
を
対
置
し
て
い
た
が
、
キ
ケ
ロ
は
自
然
法
論
者
で
あ
り

寸
父
祖
達
L

の
考
え
方
を
承
認
し
て
、

に
左
右
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、

J
s
m
h
ω
E
E
E
は
同
時
に

E
印
の
町
三
]
ぬ
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
箇
所
か
ら
、

「
父
祖
達
L

な
い
し
キ
ケ
ロ
自
身
が
ロ

l
マ
市
民
の
法
全
体

(}2n一
も
含
め
て
)
を

E
m
n
-
i
r

いBと
。呼

ん
で
しミ

る
と
は
し〉

え
ず

ロ
ー
マ
市
民
で
な
い
者
を
拘
束
す
る
個
々
の
法
律
を
キ
ケ
ロ
が
吉
田

mOE--』
自
に
数
え
て
い
る
と
も
い
え
な

さ
ら
に
、
こ
の
二
箇
所
か
ら
、

吉印

m
o
Z
E
E
が
ロ

l
マ
市
民
間
の
取
引
に
も
適
用
さ
れ
て
い
た
と
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

リ
ア
ヌ
ス
帝
以
前
の
法
学
者
は
吉
田

m
o
E
E
B
を
考
慮
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
帝
政
期
に
、

E
m
m
g江
戸
田
日
は
ロ

l
マ
市
民
に
も
直
接

法曹法の歴史的基礎づけ(2・完)

適
用
さ
れ
う
る
法
で
あ
る
、

吉
印
。
一
三
ぽ
は
ロ

l
マ
市
民
に
の
み
通
用
し
ロ

l
マ
市
民
に
の
み

吉田
m州

g同
E
S
の
概
念
規
定
に
も
現
れ
て
い
る
。

と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、

与
え
ら
れ
た
法
で
あ
る
、

と
い
う
考
え
方
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

。田一

5
・ご
(
l
-
-
H

・M
-
H
)

い
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
自
身
が
自
ら
の
た
め
に
制
定
し
た
法
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
に
固
有
な
も
の
で
あ
り
、
一

5
円
一
三
]
叩
と
呼

ば
れ
、
い
わ
ば
国
家
に
固
有
な
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
白

E
E
E
E丘
O

が
す
べ
て
の
人
間
の
聞
に
制
定
し
た
法
は
、
す
べ
て
の
国
民
に
よ
っ

て
等
し
く
遵
守
さ
れ
、
宮
田

m
g
Z
H
B
と
呼
ば
れ
、
い
わ
ば
す
べ
て
の
国
民
が
用
い
る
法
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ロ

l
マ
国
民
は
、
ロ
ー
マ
国
民
に
固
有

な
法
と
す
べ
て
の
人
間
に
共
通
す
る
法
を
用
い
る
。

。・
H

・H
-

H

H

(
司

gzm)一
-5
〔
と
い
う
用
語
〕
は
、
:
:
:
第
二
に
「
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
属
す
る
国
民
全
員
ま
た
は
大
多
数
の
役
に
立
つ
法
」
と
い
う

意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
一
5
n
-
i
r凶
と
い
う
よ
う
に
。

こ
れ
に
対
し
て
、

キ
ケ
ロ
も
古
典
期
の
法
学
者
も
吉
田

a
i
z
と
他
国
民
の
法
を
並
置
な
い
し
対
置
し
て
い
な
い
。
次
の
箇
所
は
例
外
に
み

ノ、

ド

北法41(4・5)1465



説

え
る
か
も
し
れ
な
い
。

論

Q
9
8唱門同巾

2
R
o
z
-
H
S一
君
達
は
法
学
の
勉
強
か
ら
喜
び
と
楽
し
み
を
得
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
君
達
が
リ
ク
ル
グ
ス
、
ド
ゥ
ラ
コ
、
ソ
ロ

ン
と
い
っ
た
人
々
と
我
が
父
祖
逮
の

r
m
g
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
我
が
父
祖
達
が
法
学
に
関
し
て
い
か
に
他
民
族
よ
り
も
優
っ
て
い
る
か
、
が
容

易
に
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
我
が
父
祖
達
の
古
田
門
町
三
]
巾
を
除
く
す
べ
て
の
一

5
丘
三
]
巾
は
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
雑
然
と
し
て
い
て
、
ほ
と
ん

ど
笑
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
代
物
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
箇
所
は
例
外
で
は
な
く
、
実
は
注
目
に
値
す
る
箇
所
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
キ
ケ
ロ
は
法
学
の
勉
強
を
推
奨
す
る
た

め
に
外
国
法
と
比
較
し
て
ロ

l
マ
法
が
卓
越
し
て
い
る
こ
と
を
称
賛
し
て
い
る
が
、
彼
が
本
当
に
外
国
法
と
ロ

l
マ
法
を
並
置
す
る
場
合
は
、

こ
の
箇
所
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
(
他
の
す
べ
て
の
箇
所
も
同
様
)
、

宮
印
丘
三
]
ぬ
と
は
い
わ
ず
に

Z
m
g
と
い
う
か
ら
で
あ
る
。

}mmg
と
い
う

用
語
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
ギ
リ
シ
ア
の
都
市
国
家
の
法
を
指
す
と
き
で
あ
る
。

キ
ケ
ロ
が
「
我
が
父
祖
達
の
古
∞
己
丘
町

を
除
く
す
べ
て
の
宮
田
丘
三
Z
は
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
雑
然
と
し
て
い
て
、

ほ
と
ん
ど
笑
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
代
物
で
あ
る
」
と

い
う
と
き
、

g
m
g
と
吉
田
の
円
三
]
ゆ
が
同
じ
も
の
を
意
味
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
比
較
さ
れ
て
い
る
の
は
、

ロ
ー
マ
人
の

r
m
g
と
ギ
リ
シ
ア
人
の

Z
m
g
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
人
の

r
m
g
に
基
礎
を
置
く
、
ギ
リ
シ
ア
人
の

~gai-m
と
ロ

l
マ
人

(
山
)

の

E
∞
丘
三
一
ぬ
だ
か
ら
で
あ
る
。

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、

ロ
ー
マ
人
の

E
m
丘
三
ぽ
と
他
国
民
の

E
∞
巳
J
L
Z
が
関
係
づ
げ
ら
れ
る
最
初
の
文
献
は
法
学
提
要
で
あ
る
。

門

戸

N
-
N
一】

5
門
町
三
-
巾
は
、
た
と
え
ば
ア
テ
ナ
イ
人
の
吉
田
内
リ
{
〈
奈
川
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
名
で
呼
ば
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ド
ゥ
ラ
コ
の
法
律
を
ア
テ
ナ
イ
人
の
宮
田
広
三
宮
と
呼
ん
で
も
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
人
が
用
い
る
法
を
宮
田
丘
三
日
巾
岡
山
。
吉
田
口
。

E
B

と、

ρ
z
E
H
2
が
用
い
る
法
を
古
田

ρ日
ユ
F
H
B
と
呼
ぶ
O
i
-
-
-
こ
れ
に
対
し
て
、

-
5
m
g
t
z
B
は
す
べ
て
の
人
種
に
共
通
す
る
法
で
あ
る
。

ソ
ロ
ン
や

し
か
し
な
が
ら
、
他
の
箇
所
と
同
様
こ
の
箇
所
に
お
い
て
も
、

吉
凹
円
山
丘
町
周

0
5山口
0
2
5
に
対
置
さ
れ
て
い
る
の
は
、

ア
テ
ナ
イ
人
の

北法41(4・6)1466



E
m
己
丘
町
一
月
。
自
白
ロ
。

E
E
は
、
他
国
民
の
法
と
対
立
す
る
ロ
!
マ
人
の
法
で
は
な
く
、

宮
印
官
毛
江
戸
M
E
n
-
i
c日
間
N
O
E
S。円
C
E
と
同
様
に
ロ

l
マ
人
に
固
有
な
法
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
置
さ
れ
る
の
は
他
国
民
と
共
通
の
法
で
あ

吉
田
丘
三
}
ゅ
で
は
な
く
、

E
∞
mmw同

る
。
す
な
わ
ち
、

吉
田
巳

irMNOHH岡山口
0
2
5
に
対
置
な
い
し
並
置
さ
れ
る
の
は
シ
シ
リ
ア
人
の

E
m
己
i
z
や
ア
テ
ナ
イ
人
の
吉
田
丘
三

Z

で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
に
固
有
な

E
m
丘
三
ぽ
が
百
印
ぬ
σ
E
E
B

ロ
ー
マ
人
が
自
分
の
法
を
外

に
対
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

国
の
法
と
直
接
対
置
す
る
場
合
は
、
彼
ら
は

E
印
丘
三
]
ぬ
同
N
O
E
S。
E
E
と
は
い
わ
ず
に
宮
印
列
。
自
州
E
C
E
-
-
5
H
N。
B
N
5
0
2
5・
吉
田

D
Eユ
片
山
口
同
国
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

キ
ケ
ロ
以
来
の

E
∞
己
i
F
の
概
念
規
定
は
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
る
。

一
方
は
キ
ケ
ロ
の
『
ト
ピ
カ
』

の
そ
れ
で
あ

り
、
他
方
は
ガ
イ
ウ
ス
の
『
法
学
提
要
』

の
そ
れ
で
あ
る
。

キ
ケ
ロ
に
よ
れ
ば
、

E
出
【
比
三
ぽ
と
は
「
同
じ
国
家
に
属
す
る
者
の
間
で
定
め

ら
れ
た
衡
平
L

で
あ
る
。

キ
ケ
ロ
が
用
い
る
「
衡
平
L

(山命。口一昨印凹)

は
必
ず
制
定
法
の
対
立
物
を
意
味
す
る
が
、
彼
が
こ
の
表
現
を
無
目

的
で
用
い
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
明
ら
か
に
法
律
を
除
外
す
る
目
的
で
用
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ガ
イ
ウ
ス
の
場
合
は
、

法曹法の歴史的基礎づけ(2・完)

に
制
定
法
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

-
Z
由。門戸ふ]巾

(
問
)

キ
ケ
ロ
と
ガ
イ
ウ
ス
の
聞
に
何
ら
か
の
変
化
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

エ
ー
ル
リ
ツ
ヒ
に
よ
れ
ば
、

-
Z
印
m
o
E
E
B
と

E
m
n
-丘
町
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
は
、
吉
田
口
ω
Z
E
Z
と
吉
田
丘
三
ぽ
に
つ
い
て
も
あ

て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
、

ム口、

E
m
m
o
E
E
E
の
準
則
に
よ
っ
て
判
決
さ
れ
る
べ
き
問
題
に
つ
い
て
吉
田

m
o
E
E
B
の
準
則
が
欠
触
し
て
い
る
場

ロ
l
マ
人
は

E
立
。
の
衡
平
を
拠
り
所
と
し
た
が
、
こ
れ
が
吉
凶

E
E
E
Z
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
次
の
史
料
に

吉田

m
o
E
E
B
と

E
m
E
g
g
-ぬ
の
境
界
線
は
暖
昧
で
あ
る
。

北法41(4・7)1467

み
ら
れ
る
よ
う
に
、

U

-

H

・H
A

凶・買・

(
C
-
u
gロロ印)一

-
5
a
i
z
は

E
凹ロ白

E
E
Z
や
宮
田

m
m
E
E
S
と
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
ら
の
下
に
立
つ

も
の
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
〔
万
民
と
自
然
に
〕
共
通
の
法
に
何
か
を
加
え
あ
る
い
は
削
れ
ば
、
そ
れ
は
〔
ロ

1
マ
〕
固
有
の
法
、
す
な
わ
ち
宮
田

丘
三
芯
と
な
る
。



説

え
Z
り
に
、

(
お
よ
び
そ
れ
以
降
の
著
者
)
の
一

5
a
i
z
の
概
念
規
定
に
は
別
の
点
で
重
要
な
相
違
が
あ
る
。
す
な

キ
ケ
ロ
に
お
け
る
宮
田
丘
三
ぽ
は
寸
国
家
に
属
す
る
者
の
間
で
定
め
ら
れ
た
衡
平
」
で
あ
り
、
ガ
イ
ウ
ス
に
お
け
る
吉
田
巳

i
z
は

キ
ケ
ロ
と
ガ
イ
ウ
ス

北法41(4・8)1468

わ
ち
、

論

「
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
自
身
が
自
ら
の
た
め
に
制
定
し
た
法
」
で
あ
る
が
、
法
の
国
家
性
が
キ
ケ
ロ
に
と
っ
て
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
ガ
イ
ウ
ス
に
と
っ
て
は
、
い
わ
ば
実
定
法
に
よ
る
命
令
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
パ
ウ
ル
ス
に
お
け
る

E
凹
丘
三
宮
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
国

に
属
す
る
国
民
全
員
ま
た
は
大
多
数
の
役
に
立
つ
法
L

で
あ
る
。

つ
ま
り
、

パ
ウ
ル
ス
は

E
Z。
に
よ
っ
て
法
の
国
家
性
を
基
礎
づ
け
よ
う

キ
ケ
ロ
に
は
、
法
は
諸
国
民
の
法
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
ま
だ
残
っ
て
い
た
が
、

観
念
が
芽
生
え
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

パ
ウ
ル
ス
に
は
領
域
国
家
の

と
こ
ろ
で
、

E
∞
m
o
E
E
E
と

E
印
丘
丘
町
の
対
立
が
扱
わ
れ
て
い
る
個
別
的
な
史
料
は
例
外
な
く
教
科
書
類
(
と
り
わ
け
法
学
提
要
)

に
出
て
く
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら
教
育
の
た
め
に
法
全
体
が
吉
田
町
刷
ぬ

E
E
E
と

E
∞
丘
三
]
め
に
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
第
一
に
、
法
学
的
事
実
を
有
効
に
区
分
す
る
基
準
を
得
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
あ
る
法
制
度
が
ロ

l

(

悶

)

(

山

)

で
あ
る
。
次
の
法
文
は
第
一
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
。

マ
市
民
に
の
み
適
用
さ
れ
る
の
か
、
外
国
人
に
も
適
用
さ
れ
る
の
か
、

。
包

5
・
口
忠
一
し
た
が
っ
て
、
右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
あ
る
物
は

-
5
S
E
E
-巾
に
従
っ
て
処
分
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
引
渡

に
よ
っ
て
処
分
さ
れ
る
物
の
よ
う
に
。
ま
た
あ
る
物
は

z
m
o
i
g
に
従
っ
て
処
分
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
握
取
行
為
、
法
廷
譲
渡
、
使
用
取
得
に

関
す
る
法
は
ロ

l
マ
市
民
に
固
有
な
法
で
あ
る
。

ロ・

2
・H
・H
-

胃
・
(
の
白
山
口
印
)
一
あ
る
物
は
、
ロ
白

EE--∞
E
昨
日
。
に
よ
り
す
べ
て
の
人
々
の
間
で
守
ら
れ
る
宮
間

m
g
p
H
B

は
、
我
が
国
に
固
有
の
法
で
あ
る
宮
∞
丘
三
F
に
従
っ
て
、
そ
の
所
有
権
を
取
得
し
う
る
。

次
の
法
文
は
第
二
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
。

に
従
っ
て
、
ま
た
あ
る
物

(
問
)

の即日

5
・円四一一

5
n
-
i
g
上
の
婚
姻

(-gg
ロ
ロ
古
江
田
)
か
ら
生
ま
れ
た
我
々
の
子
は
我
々
の
権
力
に
服
す
る
。
こ
れ
は
ロ

l
マ
市
民
に
固
有
の
法
で

あ
る
。



例
外
は
次
の
二
箇
所
だ
け
で
あ
る
。

。白-5噂
H

H

O

∞
一
さ
て
、
手
権
に
服
す
る
者
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
こ
の
〔
手
権
に
関
す
る
〕
法
も
ロ

l
マ
市
民
に
固
有
の
法
で
あ
る
。

U-
主

・

品

目

同

(

司

E
E由
)
一
法
務
官
が
〔
悪
意
の
〕
抗
弁
を
定
め
た
の
は
、

口同

Z
E
-巾
に
反
し
て
悪
意
が
他
人
に
及
ば
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

U
・

5
・
H

・
巴

(ds-25)一
奴
隷
は
債
務
者
に
も
債
権
者
に
も
な
り
え
な
い
。

し
な
い
で
、
債
務
を
宮
印
丘
三
宮
に
関
係
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

吉
田
丘
三
一
巾
に
よ
る
手
段
〔
が
限
定
さ
れ
て
い
る
〕
た
め
に
、

し
か
し
、

こ
の
こ
と
ば
を
誤
用
す
れ
ば
、
請
求
原
因
の
事
実
を
表
示

明
ら
か
で
あ
る
が
、

ガ
イ
ウ
ス
以
降
は
宮
田
問
。
旦
E
E
に
対
置
さ
れ
る
吉
凶
丘
三
]
め
が
ロ

l
マ
市
民
に
固
有
な
法
全
体
(
制
定
法
を
含
む
)
を
意
味
す
る
こ
と
は

そ
れ
だ
け
に
、
制
定
法
に
規
定
さ
れ
た
法
制
度
が
吉
∞
丘
三
-o
と
呼
ば
れ
(
し
か
も
右
の
史
料
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
明

瞭
に
そ
う
い
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

)
E∞
m
o
E
E
B
に
対
置
さ
れ
て
い
る
の
が
こ
の
二
箇
所
だ
け
で
あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

こ
の
こ
と
は

E
由
巳
i
r
の
概
念
史
を
通
し
て
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
教
科
書
等
の
書
物
に
お
い
て
は
、

ロ
i
マ
人
は
彼
ら

法曹法の歴史的基礎づけ(2・完)

い
て
も

E
印
巳
己
】
巾
が

の
法
全
体
(
制
定
法
も
含
む
)
を
ロ

l
マ
人
に
の
み
適
用
さ
れ
る
法
(
吉
田
丘
三
宮
)
と
し
て
吉
印
唱
ロ
江
戸
自
に
対
置
し
た
が
、
帝
政
期
に
お

(
た
と
え
お
決
ま
り
の
言
い
回
し
で
あ
っ
て
も
)
本
来
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
場
合
は
吉
印
丘
三
]
め
が
も
と
も
と
何

を
意
味
し
た
か
を
彼
ら
は
忘
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
彼
ら
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
制
定
法
を
吉
田
三
i
g
と
呼
ぶ
こ
と
を
避

(
凹
)

け
た
の
で
あ
る
。

吉
田
明
E
E
E
と

E
由。

-iz
の
対
立
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
な
の
は
、
時
の
経
過
と
と
も
に
両
概
念
の
意
味
が
一
度
な
ら
ず
変
選
し

た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ー
マ
市
民
に
の
み
適
用
さ
れ
る
法
と
、
市
民
と
非
市
民
の
間
あ
る
い
は
非
市
民
の
間
の
取
引
に
適
用
さ
れ

る
法
は
、
共
和
政
期
に
す
で
に
存
在
し
て
お
り
、
法
律
、
宮
印
。

-iz、
告
示
は
前
者
に
属
し
、
吉
田
明
E
E
S
は
後
者
に
属
し
た
。
制
定
法

が
市
民
と
非
市
民
間
あ
る
い
は
非
市
民
間
の
関
係
に
例
外
的
に
適
用
さ
れ
て
も
自
明
の
こ
と
な
が
ら

-
5
m
g
z
z
B
で
は
な
い
が
、

zm
同ロ印

北法41(4・9)1469



説

丘
三
]
ぬ
や
告
示
に
取
り
込
ま
れ
て
市
民
間
の
取
引
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
法
も

E
印
唱
E
E
E

ば、

E
∞
丘
三
-o
と
は
市
民
間
の
私
的
な
関
係
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
非
制
定
法
で
あ
り
、

-
5
m
g
z
c
E
と
は
市
民
と
非
市
民
間
あ
る
い

は
非
市
民
間
の
取
引
に
適
用
さ
れ
る
非
制
定
法
の
諸
原
則
で
あ
る
。
キ
ケ
ロ
に
お
い
て
は

E
∞
mm旦
E
E
と
吉
田
広
三
ぽ
は
こ
の
意
味
で
対

置
さ
れ
て
い
る
。
ガ
イ
ウ
ス
お
よ
び
古
典
期
の
法
学
者
に
お
い
て
は
、
狭
義
の
吉
印
江
三
宮
は
も
っ
ぱ
ら
ロ

l
マ
市
民
の
私
的
な
関
係
を
規

律
す
る
法
で
あ
り
、
非
市
民
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
そ
れ
を
規
定
し
て
い
る
の
が
法
律
か
、

E
由。

-ir一
か
、
そ
れ
以
外
の
法
源
か
、
は
関
係

な
い
。

E
m
m
g
z
z
g
は
市
民
間
の
取
引
に
も
市
民
と
非
市
民
間
あ
る
い
は
非
市
民
間
の
取
引
に
も
適
用
さ
れ
る
非
国
家
制
定
法
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
今
や

E
印
丘
三
ぽ
は
制
定
法
を
含
み
、
吉
田

m
g江
戸
回
目
は
ロ

l
マ
市
民
に
適
用
さ
れ
る
法
の
一
構
成
部
分
に
な
っ
た
の
で
あ

お
そ
ら
く
古
典
期
以
降
の
こ
と
で
あ

北法41(4・10)1470

と
は
呼
ば
れ
な
い
。

一
言
H

で
い
〉
え

呈A
a岡

る@る

E
m
丘
三
-o
が
他
国
民
の
法
と
対
置
さ
れ
る
法
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

(
山
)
エ

l
ル
リ
ッ
ヒ
が
引
用
す
る

E
iロタ

-z-Y-〈
ロ
・
品

-
S・印
w

〈

8
・
∞
・
日
ド
〈
H

H

・
少
〈
口
町
・
口
¥
〈
口
同
日
-
M

忌
-

H

H

凶

E
・
g
-
M円申・
ω
・

凶
凶
-
H
O
w
酌

w
ω

白]]由同
O
w

】ロぬ

ω叶

ω
・ω
巾ロ巾

2
・
虫
色
〈
日
・
印
・
を
参
照
。

(山

)ω
・室町内

(旧

)ω
・∞
2
・

(
凶
)
第
二
節
で
引
用
し
た
部
分
と
重
複
す
る
が
、
参
考
の
た
め
に
直
前
の
部
分
を
翻
訳
し
て
お
く
。

C
2
5・
己
巾
。

B
n
-
u
E
S一
私
の
考
え
で
は
、
一
般
の
風
習
が
乱
れ
て
い
る
た
め
に
人
は
こ
れ
〔
狭
滑
な
や
り
方
〕
を
見
苦
し
い
こ
と
だ
と

思
っ
て
い
な
い
し
、
法
律
に
よ
っ
て
も

-
5
2
i
z
に
よ
っ
て
も
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
が
、
自
然
法
が
こ
れ
を
禁
止
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人

と
人
の
結
び
つ
き
は
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
何
度
も
述
べ
た
が
、
さ
ら
に
繰
り
返
し
て
述
べ
る
必
要
が
あ
る
)
非
常
に
広
い
範
囲
に
及
ん

で
お
り
、
す
べ
て
の
人
々
が
す
べ
て
の
人
々
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
同
じ
氏
族
に
属
し
て
い
る
人
々
の
間
で
は
よ
り
緊
密
で
あ
り
、
同

じ
国
家
に
属
す
る
人
々
の
聞
で
は
さ
ら
に
緊
密
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
父
祖
達
は
:
:
:
。

(
山
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
(
第
一
節
注
お

)
C
2
5・
骨
-
品
目

σ
5
-
5
1
E
を
参
照
。
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説

吉
師
向
日
三
]
巾
に
基
礎
を
も
っ
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
、

と
い
う
の
が
エ

l
ル
リ
ツ
ヒ
の
見
解
で
あ
る
が
、
史
料
に
お
い
て
支
配

的
な
の
は
こ
の
よ
う
な
区
別
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
、

宮
印
巳
i
z
(の
ぞ
巳
印
)
が

E
印
F
。ロ。

E
江
口
百
(
町
。
ロ
。
日
ユ
ロ
印
)
と
対
置
さ
れ
る
場

エ
ー
ル
リ
ツ
ヒ
は
、
こ
の
よ
う
な
用
語
法

論

合
に
は
す
べ
て
、

E
印
丘
三
-
o
(の
ぞ
己
目
的
)
は
制
定
法
と
慣
習
法
を
同
時
に
意
味
す
る
。
し
か
し
、

が
セ
ウ
エ
ル
ス
朝
以
前
の
法
学
者
に
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
の
に
対
し
て
、

セ
ウ
ェ
ル
ス
朝
時
代
の
法
学
者
に
お
い
て
は
非
常
に
し
ば
し
ば

ロ
ー
マ
人
は
い
つ
か
ら
法
全
体
を

E
印
a
i
Z
2
v。ロ。
E
ユロ
B
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の

z
m
a
i
g
は
い
つ
か
ら
法
務
官
告
示
に
基
礎
を
も
た
な
い
法
全
体
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
し
、

史
料
を
時
代
願
に
検
討
す
る
。
あ
ら
か
じ
め
結
論
を
述
べ
る
な
ら
、
こ
の
用
語
法
は
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
に
杢
る
ま
で
み
ら
れ
な
い
。

、
初
尚
}

通
説
は
、
キ
ケ
ロ
に
お
い
て
す
で
に
吉
田
丘
三
ぽ
と

E
∞
y
oロ
o
gユ
ロ
自
の
対
立
の
最
初
の
痕
跡
が
み
ら
れ
る
、
と
す
か
。

み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
重
要
な
の
は
、

カ〉

c
n巾吋
0
・
官
。
ゎ
白
巾
門
戸
口
同

ω
品
一
た
し
か
に
、
私
は
君
が
述
べ
た
こ
と
を
す
べ
て
行
な
っ
た
。
:
:
:
し
か
し
、
そ
れ
が
何
だ
と
い
う
の
だ
。
私
は
そ
れ
を

行
な
っ
た
が
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
門
戸
田

n
-
i
g
に
よ
っ
て
も

2
m
gロ
2
R
2
5
に
よ
っ
て
も
、
君
は
私
を
被
告
と
し
て
訴
訟
を
提
起
す
る
手

段
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
通
説
が
成
り
立
っ
た
め
に
は
、
こ
の
吉
印
巳
丘
町
が
後
の
時
代
の
吉
田
丘
三
-o
と
同
じ
意
味
を
も
つ
こ
と
が
前
提
と
な
る
の
で
あ

り
、
こ
の
箇
所
だ
け
か
ら
は
、
あ
る
訴
権
が
吉
町
丘
三
】
ゆ
か

E
印

}
5
8
3ユロ
E
か
の
ど
ち
ら
か
に
基
礎
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

換
言
す
れ
ば
、
法
務
官
告
示
に
基
礎
を
も
た
な
い
訴
権
は
す
べ
て
古
白
色
i
r
に
基
礎
を
も
っ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
逆
に
、
通
説

に
対
す
る
反
証
と
な
る
史
料
も
あ
刻
。

c
n巾円
0
・
吋
。
立
円
由
民
一
日

5
n
E
Z
は
法
律
、
元
老
院
議
決
、
判
決
、
法
学
者
の
権
威
、
政
務
官
告
示
、
習
律
、
衡
平
か
ら
成
り
立
つ
、
と
定
義
す
る

場合・・・

も
し
キ
ケ
ロ
が
吉
田
丘
三
}
ぬ
と
い
う
表
現
で
吉
∞
町
。
ロ
O
H
・ωユ
ロ
日
と
対
立
す
る
法
を
考
え
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
は
書
か
れ
な
か
っ

北法41(4・12)1472



(
山
)

た
で
あ
ろ
う
。

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば

E
m
丘
三
万
と
吉
田
宮
口
。

E
円
吉
自
の
対
立
は
ガ
イ
ウ
ス
に
お
い
て
も
ま
だ
み
ら
れ
な
い
。

。
白
山
口
夕
日

ωN
一
な
ぜ
な
ら
、
法
務
官
は
相
続
人
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
相
続
人
は
、
法
律
あ
る
い
は
法
律
と
同

等
の
規
定
、
た
と
え
ば
元
老
院
議
決
、
皇
帝
の
勅
法
に
よ
っ
て
の
み
作
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

。回一

5
・
目
〈
ロ
∞
一
抗
弁
の
有
無
は
、
法
律
あ
る
い
は
法
律
と
同
等
の
効
力
を
も
っ
規
定
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
、

て
創
出
さ
れ
る
。

b
h
ー
乍
」
斗
」
匹
、

i
j
l
 
法
務
宮
の
裁
判
権
に
よ
っ

も
し
ガ
イ
ウ
ス
が
、
法
務
官
に
起
源
を
も
た
な
い
法
は
す
べ
て

E
m
丘
三
ぽ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
な
ら
ば
、
別
の
表
現
を
し
た

官
法
以
外
の
法
を

E
m
n
-
i
r
と
表
現
し
た
)
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
後
述
の
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
の
有
名
な
法
文

(
U
-
H
・
H

・
3

(
出
)

と
は
異
な
る
法
源
論
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
法
務

こ
の
用
語
法
は
、

吉
凶
の
円
三
-o
と

E
m
y
oロ。吋
ωユ
ロ
ヨ
を
対
置
な
い
し
並
置
し
て
い
る
史
料
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

(
国
)

と
り
わ
け
ガ
イ
ウ
ス
に
み
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
帝
政
初
期
に
お
い
て
も
、

法曹法の歴史的基礎づけ(2・完)

。同一

5
唱口
H

弓
一
〔
家
外
相
続
人
の
〕
相
続
承
認
は
す
べ
て
一
定
の
期
間
の
制
限
を
受
け
る
。
〔
そ
れ
は
一

O
O日
が
適
当
と
認
め
ら
れ
た
が
〕
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
吉
田
広
三
ぽ
上
は
、
よ
り
長
い
あ
る
い
は
よ
り
短
い
期
聞
が
与
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
法
務
宮
は
長
期
間
の
方
を
制
限
す
る
こ
と

が
あ
る
。

。白山口

P
E
印
?
注
意
す
べ
き
こ
と
は
:
:
:
現
在
は
ユ
ニ
ア
法
上
の
ラ
テ
ン
人
(
戸
丘
町
三
』
ロ
E
E
C
と
呼
ば
れ
る
者
は
、

上
は
奴
隷
で
あ
っ
た
が
法
務
官
の
救
済
に
よ
り
自
由
人
と
同
じ
身
分
を
も
っ
者
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

か
つ
て
は
吉
印
。
丘
三
片
山
口
日

北法41(4・13)1473

し
か
し
、

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
の
史
料
は
通
説
に
与
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
史
料
に
お
い
て
は
法
務
官

の
活
動
が
法
曹
の
活
動
と
し
て
の

E
∞
丘
三
ぽ
に
対
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
文
言
上

E
由。

-iz
と
吉
田

}
g
D
2常
吉
百
の
最
初
の
対
立
が
み
ら
れ
る
の
は
次
の
法
文
で
あ
る
。



説

ロ・

8
・H
・
2
・ω
(
冨白
onEロ
5
)
一
あ
る
者
が
未
成
年
者
〔
で
あ
る
相
続
人
〕
に
相
続
財
産
を
返
還
せ
よ
と
求
め
ら
れ
た
が
:
:
:
相
続
人
は
相
続
す
る

こ
と
を
拒
否
し
た
と
い
う
場
合
に
、
こ
の
種
の
ケ

i
ス
の
解
決
は
困
難
で
あ
る
が
、
:
:
:
私
は
〔
未
成
年
者
で
あ
る
〕
相
続
人
が
保
護
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
こ
と
に
疑
問
は
な
い
と
考
え
る
。
ま
た
、

2
2
L
i
g
あ
る
い
は
宮
印

yoロ
R
R
2
5
の
類
推
か
ら
い
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
〔
未
成
年
者
が

-5
巳
丘
町
に
よ
っ
て
〕
相
続
人
に
指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
彼
が
後
見
人
の
承
認
の
も
と
で
相
続
人

と
し
て
ふ
る
ま
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
〔
吉
田

}5ロ
2
R
2
5
に
よ
っ
て
〕
遺
産
占
有
が
行
な
わ
れ
て
い
る
場
合
に
も
、
彼

は
後
見
人
を
通
じ
て
〔
相
続
財
産
を
〕
請
求
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

;:::..d、
両岡

こ
の
法
文
の
用
語
法
は
セ
ウ
ェ
ル
ス
朝
時
代
の
法
学
者
の
そ
れ
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
は
、

ガ
イ
ウ
ス
と
同
時
代

人
で
あ
る
マ
エ
キ
ア
ヌ
ス
が
吉
∞
丘
三
ぽ
と

E
m
y。
ロ
ミ

R
E
E
の
対
立
を
す
で
に
知
っ
て
い
た
こ
と
の
確
実
な
証
拠
と
は
な
ら
な
い
、

マ
エ
キ
ア
ヌ
ス
文
の
「

E聞
の

円

i
r
あ
る
い
は
宮
田
町
。
ロ

2
R
E
E
の
類
推
か
ら
」
と
い
う
部
分
は
、

(
川
)

ア
リ
ス
ト
、
ガ
イ
ウ
ス
の
法
文
と
同
じ
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
マ
エ
キ
ア
ヌ
ス
は
こ
こ
で
、
場
合
に
よ
っ
て

E
∞
巳

i
z

(
叩
)

あ
る
い
は
吉
印
E
C
ロ
2
R
E
B
に
属
す
る
一
つ
の
方
策
を
推
薦
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
る
。
す
な
わ
ち
、

ユ
リ
ア
ヌ
ス
や

ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
、

エ
ー
ル
リ
ツ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
疑
問
の
余
地
な
く
吉
田
巳

i
z
と
吉
印
『

S
2
R
E
E
を
対
立
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
最
初
の
法
学
者
は

パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
で
あ
る
。

ロ
-

H

・H
・
吋
・
官
-
w
H
(
句

8
E
Eロロ凹)一一
5
n
F
i
z
の
淵
源
は
法
律
、
民
会
決
議
、
元
老
院
議
決
、
皇
帝
の
勅
法
、
法
学
者
の
権
威
で
あ
る
。
法
務
官
法

は
、
法
務
官
が
公
の
利
益
を
考
慮
し
て
、
一

zmn-iz
を
補
助
し
補
充
し
修
正
す
る
た
め
に
導
入
し
た
法
で
あ
る
。

こ
の
法
文
に
お
い
て
は
じ
め
て
吉
印
丘
三
ぽ
か

E
∞
yoロ
2
R
E
B
か
と
い
う
寸
法
源
の
二
重
性
L

の
理
論
が
登
場
す
る
。
す
な
わ
ち
、

イ
ウ
ス
に
お
い
て
は
ま
だ
法
務
官
告
示
は
法
律
、
民
会
決
議
、
元
老
院
議
決
、
勅
法
、
法
学
者
の
権
威
と
並
ぶ
一
法
源
で
あ
り
、

は
法
務
官
の
活
動
に
対
置
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
に
お
い
て
は
、
告
示
は
他
の
法
源
と
個
別
的
に
対
置
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
他
の
す
べ
て
の
法
源
の
総
体
と
対
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

山
口
出
の
71--mM

北法41(4・14)1474
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(二

)
ω
2
E円
Li--m
と

ω
2
E
F。ロ。
E
円目白

吉
田
己
i
r
と
吉
∞

7
8
0
5江
戸
】
自
の
対
立
が
帝
政
初
期
に
お
い
て
す
で
に
あ
っ

こ
の
よ
う
に
史
料
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
通
説
は
、

た
と
考
え
る
が
、
そ
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、

時
代
人
に
知
ら
れ
て
い
た
、

mn己
O

丘
三
]
山
田
と
却
の
円
宮
町
。
ロ
。

E
円
宮
の
対
立
が
す
で
に
ガ
イ
ウ
ス
の
同

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
エ

1
ル
リ
ッ
ヒ
は
、
こ
の
問
題
を
史
料
に
即
し
て
検
討
す
る
。

問。昨日。

(OZ一m
m
z。
)
巳
i
r
と
い
う
表
現
が
セ
ウ
エ
ル
ス
朝
以
前
の
法
学
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、

次
の
二
つ
の
場
合
だ
け
で
あ
る
。
第
一
に
、

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、

2
2
Z
E
F
2ロ
自
己
〈
呂
田
)
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
場

ま
ず
第
一
に

J
g
n
-
i
g
上
の
事
実
訴
権
L

「
有
効
な
(
訴
求
し
う
る
)
訴
権
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
O

R
Z
O
丘
三
宏
は

ω
2
Z
E
E
2
z
E
n
E
r
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
針
。

合
で
あ
り
、
第
二
に
、

法曹法の歴史的基礎づけ(2・完)

0

5
印

-
H
-
Y
N
(
司
山
門
誌
巳
白
ロ
ロ
印
)
一
船
主
は
船
を
賃
借
し
て
い
た
の
か
運
送
さ
れ
る
べ
き
荷
物
を
賃
借
し
て
い
た
の
か
、
が
不
明
な
場
合
、
荷
物
の

所
有
者
に
は
船
主
に
対
す
る
白
2
z
n
-
i
r
宮
町
田
口
E
B
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
ラ
ベ
オ
は
書
い
て
い
る
。
同
様
に
、
あ
る
者
が
あ
る
物

の
価
値
を
調
べ
る
た
め
に
そ
の
物
を
引
き
渡
し
た
と
い
う
場
合
に
も
、
寄
託
訴
権
や
使
用
貸
借
訴
権
で
は
な
く
、
信
頼
が
顕
著
な
の
で
あ
る
か
ら
、
白
円
作
目
。

n
-
i
r
z
P
2ロ
ヨ
が
与
え
ら
れ
る
(
と
ラ
ベ
オ
は
書
い
て
い
る
〕
。

こ
の
訴
権
が

R
Z。
丘
三
}
目
的
と
呼
ば
れ
る
理
由
は
、
次
の
法
文
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

Q. ti 
〈

ド~

5 由

上~
の∞
不合
確 U
定 E
訴邑
警告
のが

請別

委g
FZ 
Z壁
つヲ巨

てす
吉F子会3

訟と
がり
摂つ
記条
さ件

E 4 
6は
れ青
ば V<-
かイ昔
S家
な"<r
τ土r

~， ?TI 
、却

とし
解そ
当主

'" さ?，介、ー
た議
.L>. 
口

は

でK

?TI 
却
で
は
な
く

す
な
わ
ち
、

ωの丹
E
E
F
2ロ
自
の
守
口
町
と
は
、

吉
凶
【
比
三
-m
上
の
請
求
表
示
を
も
っ
た

ω
2
Z
E
E
2ロ
ヨ
で
あ
り
、
こ
の
請
求
表
示
が
考

慮
さ
れ
て
い
る
た
め
に

R
t。
巳
i
r
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

ω丘一
C

の
-
i
r
と
い
う
短
縮
さ
れ
た
表
現
は
吉
田
丘
三
宮
と
吉
田

[吉田]
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説

{
叩
)

}己ロ

O
B円
E
E
の
対
立
に
は
ま
っ
た
く
関
係
な
い
。

=-A a聞

第
二
に
、

R
t。
(
。
豆
町
巳
古
)
円
比
三
]
肢
は
寸
有
効
な
(
訴
求
し
う
る
)
訴
権
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、

ス
朝
以
前
の
法
学
者
に
お
い
て
は

o
z
-
m
E
Z
ロ
巳
号
丘
町
田
が
そ
の
対
立
物
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

セ
ウ
エ
ル

。即日

5w
回目

HHE一
保
証
人
に
は
:
:
:
あ
ら
ゆ
る
債
務
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
が
負
っ
て
い
る
債
務
が
。
巴
百
三
芯
巳

ir
に
よ
る
の

か
、
。
立
回
関
白
昨
日
。
口
出
EE--m
に
よ
る
の
か
、
は
問
わ
な
い
。

ωの
己
。
【
Li--∞
を
非
常
に
し
ば
し
ば
こ
の
意
味
で
用
い
る
法
学
者
は
ユ
リ
ア
ヌ
ス
で
あ
る
。
た
し
か
に
ユ
リ
ア
ヌ
ス
に
は
次
の
よ
う
な
表

現
も
み
ら
れ
る
。

。
・
怠
-

H

・
己
(
』
巳
釘
ロ

5
r
元
老
院
議
決
に
違
反
し
て
家
子
に
金
を
貸
し
た
者
は
、
家
子
が
死
亡
し
た
と
き
家
父
か
ら
保
証
を
得
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
者
は
家
父
に
対
し
て
山
門
片
山
。

ai--m
も

R
巴

o
v。ロ

R
R
U
も
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
こ
の
法
文
は
通
説
に
与
す
る
も
の
で
は
な
い
。

0
・
E-
∞・

5
(〈
巾
ロ
丘
四
吉
田
)
一
家
子
の
債
権
者
は
家
子
が
死
亡
し
た
と
き
に
保
証
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
な
ぜ
な
ら
彼
は
保
証
人
が
引
き
受
け
る

べ
き

o
Z紅
白
昨
日
。
丘
三
口
出
も
。
豆
一
問
主
宮
口
巳
ロ
z
z
m
も
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
書
い
て
い
る
。

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
は
、

ユ
リ
ア
ヌ
ス
の
法
文
よ
り
も
ウ
ェ
ヌ
レ
イ
ウ
ス
の
法
文
の
方
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、

と
す
る
。
そ
れ

は
次
の
理
由
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、

マ
ケ
ド
ニ
ア
ヌ
ス
元
老
院
議
決
の
抗
弁
に
よ
っ
て
家
子
に
対
し
て
。
E
釘

E
Z
ロ
E
R丘
町
を
も
つ
に

す
ぎ
な
い
債
権
者
は
、
家
父
に
対
し
て
。
E
応
巳
芯
丘
三
宏
も
。

E
m白色。
S
E
E
-
2
も
も
た
な
い
、

に
対
し
て
、
債
権
者
は

と
い
う
主
張
に
は
意
味
が
あ
る
の

印。件目。

n
-
J
L
Z
m

も
も
た
な
い
、

と
強
調
す
る
こ
と
は
余
計
な
こ
と
で
あ
る
。

も

R
Z
O
F。ロ
O
B門広

。
σ--mω
昨日。

ロ向洋己

E
-
S
の
保
証
に
つ
い
て
は
、

ユ
リ
ア
ヌ
ス
も
そ
の
ほ
か
の
法
学
者
も
論
じ
て
い
る
が
、

R
色。}戸。口。

E
吋
広
の
保
証
に
つ
い
て
は
誰
も

論
じ
て
お
ら
ず
、

ま
た
論
じ
る
意
味
も
な
い
。
不
必
要
に
多
く
の
こ
と
ば
を
費
や
す
の
は
ユ
リ
ア
ヌ
ス
ら
し
く
な
い
こ
と
あ
る
。

ユ
リ
ア
ヌ

北法41(4・16)1476



ス
に
は

c
E広
州
民
古
内
Li--m
山
口
一
昨
(
尽
)
ロ
巳
号
丘
町
と
い
う
用
語
法
が
二
度
み
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、

う
用
語
法
は
こ
の
法
文
以
外
に
は
み
ら
れ
な
い
。

山の件
E
n一三
-
2
2
F。
口
。
円
山
吋
目
白
と
い

m
w
n
巴
。
丘
三
{
目
的
は
、
ユ
リ
ア
ヌ
ス
に
お
い
て
は

R
色
。
口
三
日
色
町
と
対
立
し
法
務
官
法
に
よ
っ
て
の
み
保
護
さ
れ
る
訴
権
を
も
含
む
も
の

(
川
)

で
あ
る
が
、
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
に
お
い
て
は
、
次
の
法
文
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
拘
束
力
の
あ
る
す
べ
て
の
訴
権
を
意
味
し
、

ユ
リ
ア
ヌ
ス
と

同
様
に
法
務
官
法
に
よ
っ
て
の
み
保
護
さ
れ
る
訴
権
を
含
み
、
法
的
に
無
効
な
訴
権
が
そ
の
対
立
物
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
針
。

ロ・

5
・
H

・
怠
-

N

(

司
。
ョ
宮
口
古
田
)
一
奴
隷
が
〔
彼
の
〕
主
人
に
対
す
る
債
務
者
な
の
か
、
主
人
が
〔
彼
の
〕
奴
隷
に
対
す
る
債
務
者
な
の
か
、
は

2
5白
n
Z口
広
〔
が
あ
る
か
ど
う
か
〕
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
人
は
彼
の
奴
隷
に
債
務
を
負
っ
て
い
る
と
考
え
て
い

た
が
、
〔
実
際
に
は
〕
借
金
は
し
て
お
ら
ず
、
債
務
を
発
生
さ
せ
る
原
因
〔
と
な
る
事
実
〕
も
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
場
合
に
は
、
〔
自
分
は
奴
隷

に
債
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
〕
主
人
の
計
算
に
よ
っ
て
彼
が
債
務
者
と
な
る
こ
と
は
な
い
。

ア
リ
ス
ト
に
お
い
て
も

ω
2
E
巳

irは
「
有
効
な
訴
権
し
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。

法曹法の歴史的基礎づけ(2・完)

。・

N
・
Z
・4
・
N
(
d
q
E
ロ
5)
一
し
か
し
、
特
定
の
契
約
に
入
ら
な
い
行
為
で
あ
っ
て
も
一
定
の
原
因
が
存
在
す
る
場
合
に
は
債
務
が
発
生
す
る
、
と
ア

リ
ス
ト
は
ケ
ル
ス
ス
に
適
切
に
解
答
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
君
が
私
に
あ
る
物
を
与
え
る
よ
う
に
と
私
が
君
に
別
の
物
を
-
与
え
た
場
合
、
君
が
何
か

を
す
る
ま
う
に
と
私
が
君
に
あ
る
物
を
与
え
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
契
約
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
。
Z
応
白
江
c
a
i
-
-
m
が
生
じ
る
、
と

ア
リ
ス
ト
は
い
っ
て
い
る
。

他
方
、

セ
ウ
ェ
ル
ス
朝
以
前
の
法
学
者
に
お
い
て
は
、

四
つ
の
例
外
を
除
い
て
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
や
パ
ウ
ル
ス
が
用
い
る

R
巴
C

丘
三
巴
印
と

R
Z
o
y。ロ
2
R
U
の
対
立
は
み
ら
れ
な
い
。
第
一
の
例
外
は
す
で
に
述
べ
た
ユ
リ
ア
ヌ
ス
の
法
文
(
ロ
怠
・
「
口
)

で
あ
る
。
第
二
、
第

三
の
例
外
は
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
と
ア
リ
ス
ト
の
法
文
(
巴
・
品
・
匂
・

ω
-
Y
0・
包
-
N
∞
・
胃
・
)

よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
第
四
の
例
外
は
次
の
法
文
で
あ
る
。

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
に

遺
産
占
有
者
は
、
占
有
的
遺
産
請
求
に
よ
っ
て
〔
相
続
財
産
を
〕
請
求
し
う
る
。
こ
れ
に
対
し
て
相
続
人
は
、

ロ・印・日
-

M

(

の白一己凹)

印ロ℃巾吋同
C
『巾印
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説

円
一
三
]
巾
印
虫
色
。
ロ

g
に
よ
っ
て
〔
相
続
財
産
を
〕
請
求
し
う
る
。

こ
の
法
文
は
前
の
三
つ
の
法
文
と
は
異
な
り
、
引
用
で
は
な
く
直
接
伝
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
法
文

論

も
却
の
件
目
。
巳

irと
町
民
巴
。
町
。
ロ
。

E
ユω
の
対
立
を
ガ
イ
ウ
ス
が
す
で
に
知
っ
て
い
た
こ
と
の
証
拠
に
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
法

文
が
真
正
な
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
周
知
の
よ
う
に
争
い
が
あ
る
が
、
仮
に
真
正
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
断
片
的
な
伝
承
に

は
不
明
な
こ
と
が
多
い
。
少
な
く
と
も
『
法
学
提
要
』
に
は

R
巴
O丘
三
匠
と

R
Z
O
Eロ
O
B門
広
の
対
立
の
痕
跡
が
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な

い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
文
は
通
説
に
与
す
る
も
の
で
は
な
吋
。

以
上
の
よ
う
な
セ
ウ
エ
ル
ス
朝
以
前
の
法
学
者
の
用
語
法
と
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
や
パ
ウ
ル
ス
の
用
語
法
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
す
な

ω
2
E
丘
三
}
目
的
は
、
後
者
に
お
い
て
は
通
常
、

わ
ち
、

「
法
律
、
元
老
院
議
決
お
よ
び

E
m
三
丘
町
に
基
礎
を
も
っ
訴
権
」
と
い
う
意
味
で

ユ
リ
ア
ヌ
ス
や
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
に
み
ら
れ
る
寸
法
的
に
拘
束
力
の
あ
る
有
効
な
訴
権
L

と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
の
は
ご
く

例
外
的
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
山
己
目
。
丘
三
-
B
の
意
味
の
変
化
が
セ
ウ
エ
ル
ス
朝
時
代
の
前
後
(
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
は
、
ガ
イ
ウ
ス

と
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
の
間
と
推
定
す
る
)
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
の
変
化
は
偶
然
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、

ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
や
パ
ウ
ル
ス
が
用
語
法
を
意
識
的
に
継
続
形
成
し
て
い
っ
た
結
果
で
あ
る
。

用
い
ら
れ
、

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
に

よ
れ
ば
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
は
以
上
の
考
察
を
ま
と
め
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
我
々
が
よ
く
知
っ
て
い
る
法
務
官
が
創
造
し
た
法
以
外
の
す
べ
て
の
法

を
総
称
す
る
も
の
と
し
て
の

E
m
丘
三
ぽ
も
、
法
務
官
が
創
設
し
た
訴
権
以
外
の
す
べ
て
の
訴
権
を
含
む
も
の
と
し
て
の

も
、
セ
ウ
エ
ル
ス
朝
時
代
の
発
明
で
あ
る
、
と
。

問。昨日。。一〈己目的

(印

)ω

呂
ロ

(
問
)
ヨ
担
問
凹
呉
氏
円
E
R
Z
自
民
一
巾
ロ
ム
e

M
・
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説

同
)
ω
-
H
N
H

三A
旨聞

九

吉
ω
巳〈一
-o
と

吉

ω
}
5ロ
。
円
山
門

2
5
ー
そ
の
こ

訴
権
法
と
相
続
法
|

前
節
で
は
、
す
べ
て
の
法
制
度
は
吉
田
丘
三
芯
か
吉
田

FCロ
ミ

R
2
5
の
ど
ち
ら
か
に
属
す
る
、

と
す
る
通
説
に
対
し
て
、

エ
ー
ル
リ
ツ

ヒ
は
、

そ
れ
は
セ
ウ
ェ
ル
ス
朝
時
代
に
つ
い
て
の
み
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

そ
れ
以
前
の
時
代
に
つ
い
て
は
妥
当
し
な
い
こ
と
を
例
証
し

た。

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
通
説
は
さ
ら
に
別
の
制
限
を
受
け
る
。

セ
ウ
ェ
ル
ス
朝
時
代
の
法
学
者
が
、
す
べ
て
の
現
行
法
が
必
ず
ど

ち
ら
か
に
含
ま
れ
る
か
の
ご
と
く
、

E
印
丘
三
]
巾

2
F
2
2
R
E
S
と
い
う
表
現
を
用
い
る
の
は
、
問
題
が
訴
権
法
か
相
続
権
に
か
か
わ
る

場
合
だ
け
で
あ
る
が
、
も
し

E
印
丘
三
ぽ
と

E
m
y
oロ
R
R
E
E
の
対
立
が
法
全
体
を
貫
徹
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
対
立
は
そ
の

ほ
か
の
法
領
域
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
説
は
訴
権
法
と
相
続
法
に
つ
い
て
し
か
妥
当
し
な
い
の
で
あ
る
。
し

そ
の
訴
権
法
と
相
続
法
に
つ
い
て
も
、
通
説
が
全
面
的
に
妥
当
す
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
。

か
も
エ

l
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、

(
二
訴
権
法

訴
権
法
に
お
い
て
は
吉
田
巳
三
Z
と

E
m
Zロ
2
R
E
S
は
し
ば
し
ば
仰
の
円
安
)
巳

irと
町
民
江
。
ぎ
ロ
2
R
E
に
置
き
換
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

U
・
S
・
日
・
「

ω(cfuロ
ロ
印
)
一
〔
荷
物
を
盗
ま
れ
た
者
は
〕
船
主
を
被
告
と
す
る
場
合
は
一
E
F
C口。
E
吋

E
g
に
よ
っ
て
、

合
は

Z
印
巳
丘
町
に
よ
っ
て
訴
訟
を
提
起
し
う
る
。

窃
盗
者
を
被
告
と
す
る
場

北法41(4・20)1480



ロ
-
Z
-
H・日
-H(匂
E
E
m
)
一
私
の
奴
隷
が
船
を
動
か
し
私
は
彼
の
船
長
と
契
約
し
て
い
た
と
い
う
場
合
に
も
、
私
は
船
長
を
被
告
と
し
て
訴
訟
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
訴
権
は
宮
田
口
一
三
ぽ
あ
る
い
は

E
印
FCロ
2
R
E
B
に
よ
っ
て
私
に
与
え
ら
れ
る
。

こ
の
場
合
宮
山
丘
三
]
ぬ
と

E
m
E
D。
E
ユ
ロ
ヨ
が
そ
れ
ぞ
れ
仰
の
昨
日
。
口
一
三
官
と

m
E
E
F。一口。
E
吋
広
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
次
の
法
文
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
法
務
官
法
上
の
法
手
段
で
あ
る

ω
2
E
E
Fの
E
E
-
号

号
-
c
L
2
q色
。
片
山
も

mn巴
c
n
Z
E
m
に
対
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

り
お
-N品
工
(
句
白
巳

5
)
一
一
ロ
ユ

mn-iz印
白
円
件
目
。
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
容
仮
占
有
に
関
す
る
特
一
亦
命
令
が
正
当
に
導
入
さ
れ
た
。

0
・
NH・
H・
ωH-N品・
ωω
・
℃
円
・
(
百
日
比
自
己
凹
)
い
こ
れ
ら
の
〔
按
察
官
〕
訴
権
に
お
い
て
は
、
(
奴
隷
女
か
ら
生
ま
れ
た
〕
子
、
果
実
、
附
合
、
さ
ら
に
死
者

〔
奴
隷
〕
の
取
戻
に
つ
い
て
述
べ
た
の
と
同
じ
こ
と
が
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
:
:
:
す
な
わ
ち
、

-
5
n
-
i
g
に
お
い
て
は
、
附
合
す
る
で

あ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
物
に
対
し
て
買
主
は
訴
権
を
も
つ
が
、
:
:
:
。

こ
れ
ら
の
法
文
に
お
い
て
は
、

吉
田
丘
三
ぽ
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
法
手
段
が
法
務
官
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
法
手
段
に
対
置
さ
れ
て
い

そ
れ
と
同
じ
意
味
で

R
t。ロ
g
n守
口
日
が

R
t。ロ
g

Z
口。
E
吋
広
巾
に
対
置
さ
れ
て
い
る
。

る
が
、
次
の
法
文
に
お
い
て
は
、

法曹法の歴史的基礎づけ(2・完)

U
H∞・印・∞

(
ω
S
2
0
E
)
一
セ
イ
ウ
ス
の
委
託
事
務
管
理
人

8
2
2
5
Z吋
)
で
あ
る
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
セ
イ
ウ
ス
が
死
亡
し
た
と
き
彼
に
よ
り

相
続
人
に
指
定
さ
れ
た
が
、
相
続
財
産
に
属
す
る
奴
隷
が
土
地
を
売
却
し
た
際
に
は
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
委
託
事
務
管
理
人
と
し
て
〔
売
買

契
約
書
に
〕
署
名
し
た
。
:
:
:
〔
こ
の
場
合
に
つ
い
て
〕
次
の
よ
う
に
解
答
さ
れ
た
。
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
自
分
自
身
が
売
却
し
た
の
で
は
な
い
の
だ

か
ら
、
奴
隷
が
売
却
し
た
際
に
彼
が
署
名
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
は
、
出
円
安
)
円
一
三
]
{
印
の
被
告
に
は
な
ら
な
い
が
、
奴
隷
を
被
告
と
す
る
同
2
S

FO口。
E
ユ
白
の
被
告
に
な
る
、
と
。

ロ
品

-
P
ω
H
(
d
S
U
D
5
)
一
そ
れ
故
(
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
は
〕

:
:
:
F
2
5ロ
g
]
a
i
z印
が
存
在
す
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
故
国

nzcyoロ
ミ
R
U

が
導
入
さ
れ
た
の
か
を
疑
問
と
す
る
。

北法41(4・21)1481 

さ
ら
に
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
に
は
、
複
数
の
法
務
官
法
上
の
法
手
段
が

R
巴

O
D
g
丘
三

-
2
に
対
置
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。
ま
た
、

ω
2
z
n
-
i
r

の
代
わ
り
に
用
い
ら
た
と
考
え
ら
れ
る
。
z-mmzo
巳
i
r
-
-
z
z
丘
三
目
。
豆
町
民

-
L
g
q
r
骨
Z
E
-
-
5
0
5ユ
等
の
表
現
も
、
法
務
官
法



説

上
の
法
手
段
で
あ
る

ω
2
Z
F
Oロ
2
R
F
E
E
Z
P
2
3昨
日
。
等
と
対
置
さ
れ
て
い
る
。

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
は
訴
権
法
に
関
す
る
以
上
の
考
察
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。
ロ
ー
マ
人
が
問
題
に
し
て
い
た
の
は
、
法
体
系
の
対
立
で

は
な
く
法
手
段
の
違
い
で
あ
り
、
吉
田
丘
三
-o
と
宮
印

F
8
2
R
E
S
が
対
置
さ
れ
て
い
る
の
は
、
実
体
法
と
訴
訟
法
が
厳
格
に
は
区
別
さ

(
印
}

れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
。

論

(
二
)
相
続
法

相
続
法
に
お
い
て
は
、

宮
印
。
円
三
巾
は
、
法
律
、
元
老
院
議
決
、
勅
法
、
有
名
江
戸
田
5
2
m
丘
三
-m
に
基
礎
を
も
っ
準
則
の
総
体
を
意
味
し
、

し
ば
し
ば
相
続
権
の
す
べ
て
の
可
能

法
務
官
告
示
の
規
定
と
対
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

E
由
巳

i
z
R
Y。ロ
2
R
E
B
と
い
う
表
現
は
、

(
印
)

な
場
合
を
意
味
す
る
。
こ
の
用
語
法
は
と
く
に
勅
法
に
お
い
て
よ
く
み
ら
れ
る
。

門
戸
お
・
∞
-

H

一
君
は

z
m
a
i
g
に
よ
っ
て
も
一
5
y
oロ
R
R
E
B
に
よ
っ
て
も
そ
の
者
の
相
続
財
産
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
o

n-
∞・

8
・
E
一
君
の
弟
が
古
田
丘
三
ぽ
か
古
田
町
。
ロ

2
R
5
5
に
よ
っ
て
妹
の
遺
産
を
承
継
し
た
場
合
、
:
:
:
。

個
別
的
に
は
、
次
の
も
の
が
吉
田
丘
三
ぽ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。

①
法
定
相
続
に
関
す
る
十
二
表
法
の
規
定

。ω吋・]「∞
-

H

(

司出口]口出)一

場
合
で
も
、
:
:
:
。

。ω吋・品
-

H

-

H

(

己
]
玄
白
ロ
己
的
)
一

る
遺
産
占
有
に
召
喚
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
頭
格
の
減
少
に
よ
っ
て
自
権
相
続
人
で
な
く
な
っ
た
子
が
宮
田
氏
i
z
に
よ
っ
て
相
続
人
と
な
り
え
な
い

し
か
し

-cmn-丘
町
に
従
っ
て
相
続
に
召
喚
さ
れ
る
の
と
同
じ
法
、
同
じ
原
則
に
よ
っ
て
、
子
は
遺
言
書
に
反
す

②
遺
言
相
続
に
関
す
る
規
定

北法41(4・22)1482



〔
の
相
続
人
で
い
る
こ
と
に
〕
満
足
し
て
占
有

ロ・ω吋・印
-
N
N
(
司
国
立
ロ

-E5)一
相
続
人
に
指
定
さ
れ
て
占
有
を
も
っ
別
の
子
、
ま
た
は
山
口
印
n
-
i
z
上

を
も
た
な
い
子
は
:
:
:
。

ロ
-
N
N
・印

-zcrg)一
管
見
に
よ
れ
ば
、
姦
通
罪
の
判
決
を
受
け
た
者
は
遺
言
の
作
成
に
関
与
し
う
る
か
ど
う
か
、
が
問
題
に
な
っ
た
。
こ
の
場
合
、

そ
の
者
が
証
人
と
な
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
ま
っ
た
く
正
当
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
証
人
が
関
与

し
た
遺
言
書
は
、
古
田
丘
三
宮
に
よ
っ
て
も
古
田
丘
三
万
一
を
補
う
法
務
官
法
に
よ
っ
て
も
有
効
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
相
続
財
産
は
承
継
さ
れ
え

ず
、
遺
産
占
有
も
与
え
ら
れ
え
な
い
、
と
。

③
遺
言
の
作
成
、
撤
回
に
関
す
る
伝
来
の
慣
習
法
上
の
形
式

c
e
-
S
5・
M
M自
由
一
遺
言
書
が
七
人
の
証
人
の
捺
印
で
封
織
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
古
田

n
-
s
z
上
は
破
棄
さ
れ
あ
る
い
は
無
効
な
遺
一
言
で
あ
っ

て
も
、
指
定
さ
れ
た
相
続
人
に
対
し
て
法
務
官
は
遺
言
書
に
従
っ
た
遺
産
占
有
を
与
え
る
。

百
七
一
白
ロ

5
・
}
円
以
〈
呂
∞
一
遺
言
室
田
が
古
田

n
-
i
z
に
よ
れ
ば
:
:
:
無
効
で
あ
る
場
合
に
も
:
:
:
遺
産
占
有
が
与
え
ら
れ
る
。

④
官
。
匂
江
戸

HE
吉
田
丘
三
宮
に
基
礎
を
も
っ
必
然
相
続

古
田
円
守
口
巾
上
は
必
要
で
は
な
い
が
、
法
務
官
は
、
彼
が

法曹法の歴史的基礎づけ(2・完)

d
f
zロ
5
・×
U

向日目
N
W
解
放
さ
れ
た
子
を
相
続
人
に
指
定
し
あ
る
い
は
廃
除
す
る
こ
と
は
、

相
続
人
に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
:
:
:
廃
除
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。

ロ・

ω
吋・品・∞・胃・

(
C
S
Uロ
ロ
印
)
一
相
続
人
か
ら
廃
除
さ
れ
た
者
に
は
遺
言
書
に
反
す
る
遺
産
占
有
は
与
え
ら
れ
な
い
、

遺
言
に
文
句
を
い
え
な
い
の
と
同
様
に
、
と
法
務
官
は
考
え
て
い
る
。

-cmn-ig
に
よ
っ
て
尊
属
の

⑤
望
。
℃
門
戸
口
E

E凹
わ
さ
め
に
基
礎
を
も
っ
相
続
法
上
の
諸
原
則
(
と
く
に
相
続
財
産
の
取
飾
)

C
8
5ロ
5
・
M
Mハロ
N

作
必
然
相
続
人
:
:
:
お
よ
び
自
権
者
で
あ
る
必
然
相
続
人
:
:
:
は
、
{
口
明
広
三
日
巾
上
何
ら
違
い
は
な
い
。
:
:
:
し
か
し
、
自
権

者
で
あ
る
必
然
相
続
人
は
宮
田
町
。
ロ

2
R
E
S
に
よ
っ
て
自
分
の
尊
属
親
か
ら
相
続
財
産
を
取
得
す
る
こ
と
を
拒
否
し
う
る
の
に
対
し
て
、
:
:
:
。

ハ
リ
品
詔
-
N
一
汝
の
父
が
汝
の
宗
族
で
あ
り
無
遺
言
で
死
亡
し
た
近
親
の
従
兄
の
相
続
財
産
を
宮
田
円
一
三
ぽ
に
よ
っ
て
相
続
し
あ
る
い
は
慣
習
上
許
さ
れ

て
い
る
遺
産
相
続
に
よ
っ
て
相
続
し
た
場
合
、
:
:
:
。

北法41(4・23)1483

す
な
わ
ち
、
相
続
法
に
お
い
て
吉
田
巳
i
z
と
し
て

E
m
ぎ
ロ
。

E
ユ
ロ
ヨ
に
対
置
さ
れ
て
い
る
の
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
法
曹
法
で
あ
る
。
唯
一
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Q
g霊
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当
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Q
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畑
Ill
I
f
I
牢
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澱
む
む
や
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為
'
外
J
Q
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2ミ
ム
~
V
'
ぐ
心
4二
時
?
ト
千
村
、
ふ
!
ト
ヤ
ト
t
>
<
，
K
悔
Q
藤
誕

2ミ
~
n
ぜ
択
J~二

~
宮
乞
.
Q
<
J
司
や
ば
与
二
百
羽
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O 

山
口
一
応
ロ
昨
日
。
日
ロ
ユ
ω
〈日目〈口一
ω

ガ
イ
ウ
ス
と
ネ
ラ
テ
イ
ウ
ス
の
法
文
に
お
い
て

E
Z
E
Z
E江
田
丘
三

]
F
E
Z
E
Z
丘
三
】
肢
が
扱
わ
れ
て
い
る
。

。同一

5
・-〈

8
・
怠
一
我
々
は
〔
請
求
の
原
因
と
な
る
〕
法
が
書
か
れ
て
い
る
方
式
書
を
「
法
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
方
式
書
」

2
2
5
Z
E
E
-
5

2
5岳
g)
と
呼
ぶ
。
:
:
:
古

Z
D
Fニ
ロ
ユ
凹
円
一
三
一
一
m
は
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
そ
れ
以
外
の
方
式
書
を
「
事
実
に
基
づ
い
て
作
成
さ

れ
た
方
式
書
」

2
2
5
z
z
z
p
n
E
5
2
5
3
g
)
と
呼
ぶ
。

。回一

5
・H
ぐ
!
H
O

叶
一
法
定
の
訴
訟
に
お
い
て
宮
芯
E
5
2『
ぽ
巳
〈
己
目
印
を
も
っ
方
式
書
に
よ
っ
て
対
人
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
は
、
訴
訟
提
起
後
は

同
一
物
に
つ
い
て
法
上
当
然
に
訴
訟
を
提
起
し
え
ず
、
こ
れ
に
対
す
る
抗
弁
の
必
要
も
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
対
物
訴
訟
ま
た
は
事
実
訴
訟
が
提
起

さ
れ
た
場
合
は
、
訴
訟
提
起
後
も
〔
同
一
物
に
つ
い
て
〕
法
上
当
然
に
訴
訟
を
提
起
し
う
る
。

ロ・

5
・日
-
a
(
Z
m
E江
戸
』
印
)
い
君
が
別
の
借
家
を
建
築
す
る
と
い
う
条
件
で
私
は
君
に
借
家
を
売
却
し
た
と
い
う
場
合
、
売
却
〔
と
い
う
事
実
に
基
づ

く
請
求
表
一
さ
で
は
な
く

E
Z
E芯
巳
〈
自
由
に
よ
っ
て
訴
訟
が
提
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
解
答
さ
れ
た
。

法曹法の歴史的基礎づけ(2・完)

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、

宮
古
耳
目
。

E
ユ
∞
丘
三
-
U
は

ω
2
z
n
E目
的
と
州
克
己
。
宮
口
o
gユ
ω
の
対
立
に
は
関
係
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、

後
者
は
寸
法
に
基
づ
く
請
求
表
示

L
(宮
古
耳
目

o
E
吉田

8
2
8
E
)
と
「
事
実
に
基
づ
く
請
求
表
示

L
(
E
Z己
Z
E
F
2ロ
ヨ

g
R
3
g
)

の
対
立
よ
り
は
る
か
に
新
し
い
の
で
あ
る
が
、
第
八
節
で
み
た
よ
う
に
、
ガ
イ
ウ
ス
は
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
の
意
味
で
の

ω
2
E
丘
三
ロ
印
と

R
Z。

し
た
が
っ
て
、
「
法
に
基
づ
く
請
求
表
示
」
と
「
事
実
に
基
づ
く
請
求
表
示
L

の
対
立
は
、

(
出
)

少
な
く
と
も

R
Z。
丘
三
宏
と

R
門
戸

O

F
。ロ
2
R
E
の
対
立
よ
り
新
し
い

E
印
丘
三

-o
と
宮
田
町
。
ロ
。

E
江
口
自
の
対
立
に
は
関
係
な
い
。

げ。ロ。

E
ユ
ω
の
対
立
を
ま
だ
知
ら
な
い
の
で
あ
り
、

そ
れ
で
は
宮
古
再
吉
宮
ユ
印
丘
三
]
町
田
と
は
何
か
。
ま
ず
、
法
務
官
法
上
の
訴
権
が
「
法
に
基
づ
く
請
求
表
示
L

を
も
ち
え
た
こ
と
は
ま
ち

が
い
な
い
が
、
他
方
、
法
定
訴
権
(
虫
色
。
ぽ
松
江
田
山
)
も
常
に
吉
Z
E
Z
E
E∞
丘
三
巴
加
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、

ま
た
「
法
定
の
請
求
表
示
」

北法41(4・25)1485 



説

(
宮
古
ロ
巳
c
z
m
E
H
H
M
m
y
E
Z
E
z
a
z
m巾
)
な
る
も
の
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
「
法
定
の
請
求
表
示
L

な
る
も
の

は
、
単
に
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
こ
の
請
求
表
示
の
体
系
全
体
に
合
致
し
な
い
が
故
に
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
法
定
訴
権
の
請
求
表
示
の
内
容
は
、
同
)
円
。
胃
E
E
E∞
丘
三
-m
に
基
礎
を
も
っ
訴
権
の
請
求
表
示
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
っ
た
。
方
式

書
に
お
い
て
は
法
律
の
名
は
挙
げ
ら
れ
ず
、
そ
の
文
言
が
引
用
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
重
要
な
の
は
、
法
律
自
体
で
は
な
く
、
維
持
さ
れ

(
陥
)

反
復
可
能
な
法
定
訴
権
の
書
式
か
ら
引
き
出
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
ウ
ラ
サ
ク
は
、

R
H
Z
丘
三
}
山
田
す
な
わ
ち

E
Z
E
Z
E吋
目
的
丘
三
医
師
を

も
っ
た
訴
権
は
(
法
律
だ
け
で
な
く
)
元
老
院
議
決
や
勅
法
に
よ
っ
て
も
導
入
さ
れ
え
た
で
あ
ろ
う
、
と
す
る
が
、
そ
の
点
に
は
賛
成
し
な

(
同
)

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

論

す
な
わ
ち
、

巳
5
2印
ク
円
宮
司
命
。
句
。
円
円
。
円
ぬ
と
い
っ
た
請
求
表
示
の
形
式
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
ど
の
法
源
に
基
づ
く
か
、

問
題
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

E
Z
E
E
E円
-mai--∞
と
い
う
用
語
を
納
得
で
き
る
よ
う
に
説
明
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、

リ
ツ
ヒ
は
、
あ
る
程
度
の
推
定
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
す
刻
。

通
説
は
、
法
律
訴
訟
に
お
い
て
も
方
式
書
訴
訟
に
お
い
て
も
訴
権
行
使
の
種
類
は
限
定
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
出
発
点
に
す
る
。

す
な
わ
ち
、
法
律
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
太
古
に
お
い
て
す
で
に
訴
権
の
種
類
が
確
定
し
て
お
り
、
通
常
は
、
法
律
訴
訟
手
続
が
存
在
し
て
い

る
限
り
で
、
た
と
え
ば
十
二
表
法
の
時
代
に
確
定
し
た
法
律
訴
訟
の
書
式
が
用
い
ら
れ
た
。
方
式
書
は
法
律
訴
訟
の
書
式
を
修
正
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
新
し
い
方
式
書
は
、

R
c
c
n
Z
E切
に
つ
い
て
も

ω
2
z
gロ。
E
門
広
に
つ
い
て
も
、
法
務
官
が
告
示
板
に
掲
示
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
有
効
な
も
の
と
な
り
え
た
。
も
ち
ろ
ん
法
務
官
は
告
示
板
に
掲
示
さ
れ
な
い
「
事
実
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
方
式
書
L

を
与

え
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
こ
れ
は
例
外
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
告
示
板
に
掲
示
さ
れ
て
い
な
い

R
己
O

丘
三
宏
は
ま
っ
た
く
許
さ
れ
な
か
っ

と
。
ェ
!
ル
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
よ
う
な
通
説
の
考
え
方
に
反
対
す
る
。

エ
ー
ル

た、

北法41(4・26)1486
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(
二
法
律
訴
訟
手
続
に
つ
い
て

法
律
訴
訟
の
書
式
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
実
務
上
利
用
す
る
に
は
高
度
の
技
巧
を
要
し
た
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
数
が
少
な
す
ぎ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
訴
訟
の
書
式
に
お
い
て
は
、
契
約
の
方
式

書
が
広
く
個
別
化
し
て
い
っ
た
の
と
同
様
、
事
案
が
個
別
化
さ
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
法
律
に
よ
る
変
更
を
別
に

し
て
、
た
と
え
ば
十
二
表
法
の
時
代
に
確
定
し
た
法
律
訴
訟
の
書
式
が
何
百
年
間
も
同
文
で
適
用
さ
れ
て
き
た
、
と
す
る
通
説
の
考
え
方
は

(
附
)

空
想
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
ガ
イ
ウ
ス
と
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
は
、
法
律
訴
訟
の
書
式
が
法
律
の
文
言
に
厳
格
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
法

(
川
)

律
自
体
が
い
か
に
不
変
で
あ
っ
た
か
、
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
報
告
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
は
別
に
し
て
も
、
法
律
訴
訟
の
多
く
は
伝

法曹法の歴史的基礎づけ(2・完)

来
の
、
硬
直
し
、
恋
意
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
疑
問
が
な
い
。
し
か
し
、
補
充
的
変
更
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
法
律
訴
訟
の
書
式
を
理
解
す
る
鍵
は
、
イ
ェ
!
リ
ン
グ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
法
律
の
文
言
へ
の
適
応
」

(
f
m
E
m
z
m
2

5
岳
町

R
8
5
0仏
印
仲
間
巾
)
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
律
は
文
言
ど
お
り
引
用
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
当
該
事
案
に
法
律
を
適

応
さ
せ
る
よ
う
に
書
式
を
書
く
こ
と
が
法
学
者
の
技
巧
で
あ
っ
た
。
法
律
は
変
更
不
可
能
な
書
式
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
変
更
可
能
な
書
式

を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
個
々
の
事
案
の
必
要
性
に
応
じ
て
書
式
を
作
成
す
る
こ
と
が
解
釈
の
主
要
な
仕
事
で
あ
り
、
そ
れ
が
最
古

の
吉
田
丘
三
万
の
も
っ
と
も
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
っ
た
、
と
考
え
て
お
い
て
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

こ
と
を
後
に
解
答
権
を
も
っ
法
学
者
が
引
き
継
い
だ
の
で
あ
お
。

以
上
述
べ
た
こ
と
は
次
の
法
文
に
よ
っ
て
直
接
証
明
さ
れ
う
る
。

か
つ
て
神
宮
が
始
め
た

北法41(4・27)1487

0
・
r
N
-
N
叶
(
句
。

B
℃
。
巳

5)
一
ロ

l
マ
国
が
大
き
く
な
っ
た
後
、
あ
る
種
の
訴
権
が
欠
け
て
い
た
の
で
、
ま
も
な
く
セ
ク
ト
ゥ
ス
・
ア
エ
リ
ウ
ス

は
〔
従
来
の
も
の
と
は
〕
異
な
る
訴
権
を
ま
と
め
て
、
こ
の
〔
法
〕
書
を
国
民
に
与
え
た
。
こ
れ
は
ア
エ
リ
ウ
ス
法
と
呼
ば
れ
る
。



説

(
問
)

こ
の
叙
述
は
、
法
律
訴
訟
の
数
は
限
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
古
来
の
幻
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
。

論

会
己
方
式
書
訴
訟
手
続
に
つ
い
て

法
務
官
法
の
領
域
に
お
い
て
は
、
方
式
書
よ
り
も
告
示
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
告
示
板
に
掲
示
さ
れ
た
方
式
書
は
一
つ
の
雛
型
に
す
ぎ

ず
、
告
示
板
に
掲
示
さ
れ
た
方
式
書
か
ら
か
け
離
れ
た
方
式
書
も
告
示
に
よ
っ
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
法
律
あ
る
い
は

同
)
円
。
円
)
吋
同
ロ
ロ
J
戸

に
基
礎
を
置
く
訴
訟
に
お
い
て
は
、
法
務
官
訴
訟
に
お
け
る
よ
り
も
告
示
板
に
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

こ
の
こ
と
を
直
接
証
明
す
る
史
料
は
な
い
が
、
通
説
と
一
致
せ
ず
、
逆
に
、

山
口
印
。
日
〈
一

-m凶

え
ば
次
の
史
料
は
、

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
説
と
一
致
す
る
史
料
は
い
く
つ
か
あ
る
。

(
問
)

と
い
う
通
説
と
矛
盾
す
る
。

す
べ
て
の
方
式
書
が
告
示
板
に
掲
示
さ
れ
て
い
た
、

c
n
q
0・、吋
C
立

g
u
w
列
挙
に
よ
る
定
義
(
百
円
片
山
己
。
)
を
用
い
る
場
合
は
、
君
は
構
成
部
分
を
数
え
残
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
君
が
後
見

人
を
列
挙
に
よ
っ
て
定
義
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
る
種
の
後
見
人
を
見
過
ご
し
た
な
ら
、
そ
の
定
義
は
ま
ず
い
も
の
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
問
答
契

約
や
訴
権
の
方
式
書
を
列
挙
に
よ
っ
て
定
義
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
無
限
の
事
柄
の
中
の
一
つ
を
見
過
し
て
も
不
完
全
で
は
な
い
。

さ
ら
に
通
説
は
、
方
式
書
を
作
成
し
そ
れ
を
告
示
板
に
公
示
す
る
の
が
法
務
官
の
権
限
で
あ
っ
た
、
と
す
る
点
に
つ
い
て
も
問
題
が
あ
る
。

ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
・
ガ
ル
ル
ス
が
法
務
官
と
し
て
で
は
な
く
法
務
官
法
上
の
「
悪
意
訴
権
の
方
式
書
」

2
2自
己
ω
舟

号
F
白
色
。
)
を
作
成

し
た
こ
と
は
一
般
に
承
認
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
あ
る
有
名
な
法
学
者
が
新
し
い
方
式
書
を
導
入
す
る
た
め
に
は
彼
は
必
ず
し
も
法
務
官
で

あ
る
必
要
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
学
説
も
あ
り
、
さ
ら
に
、
法
務
官
法
上
の
「
事
実
訴
権
」
が
法
学
者
の
提
案
に
由
来
す
る
こ
と
を
示
す
史

料
が
数
多
く
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
史
料
に
お
い
て
は
、
方
式
書
の
作
成
は
つ
ね
に
法
学
者
の
仕
事
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。。-n巾『

。
w

∞
『
口
一
戸
回
印

N
叶
印
υ

「
何
に
関
し
て
訴
求
さ
れ
て
い
る
か
」
は
通
常
、
法
学
者
逮
が
作
成
し
た
方
式
書
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
。

北法41(4・28)1488. 

た
と



ωぬ
ぬ
吋
め
は

2
5
2
や
お
印
℃
。
ロ
己
巾
叶
ぬ
と
並
ぶ
法
学
者
の
主
要
な
活
動
領
域
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
は
今
や
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ω
m
O
5

は
、
訴
訟
を
行
な
う
際
の
弁
護
人
の
職
と
は
関
係
が
な
く
、
適
当
な
方
式
書
の
「
選
定
L

で
も
な
く
、
「
方
式
書
の
作
成
」
を
意
味
し
た
の
で

あ
る
。
法
学
者
は
方
式
書
の
作
成
に
よ
っ
て
法
形
成
に
直
接
影
響
を
及
ぽ
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
共
和
政
期
に
多
く
の
方
式
書
が
成
立
し
た

こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
方
式
書
は
、
新
た
に
成
立
し
た

u
g胃
E
E
E
m
丘
三
ぽ
の
諸
原
則
、
と
り
わ
け
「
誠
意
訴
訟

L
S
o
m
D巾

同

Eo--ロ門出
n
U
)
に
基
礎
を
も
ち
、
「
事
実
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
請
求
表
示
」
な
い
し
は
(
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
)
不
当
利
得
訴
権

〔
川
)

か
ら
発
展
し
た
。
こ
の
発
展
は
、
少
な
く
と
も

E
m
巳
三
宮
上
の
事
実
訴
権
に
つ
い
て
は
承
認
さ
れ
て
い
る
。

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
は
、
方
式
書
訴
訟
の
発
展
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
、
と
推
定
す
る
。
訴
訟
を
提
起
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

ま
ず
向
ら
の
請
求
を
伝
来
の
方
式
書
に
適
合
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
方
式
書
が
み
つ
か
れ
ば
問
題
な
い
が
、
み
つ
か
ら
な
け
れ
ば
彼
は
法
学
者

の
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
。
法
学
者
は
、
そ
の
請
求
を
法
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
法
律
や
先
例
を
引
用
で
き
る
か
ど
う
か
、
を
調
べ
、

も
し
そ
う
な
ら

(
い
う
ま
で
も
な
く

E
Z
E
Z
Eユ
由
。

-irを
も
っ
て
い
る
)
方
式
書
を
作
成
し
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
場
合
に
よ
っ
て
法

法曹法の歴史的基礎づけ(2・完)

務
官
法
廷
の
開
廷
を
申
請
し
た
。
法
務
官
は
、
方
式
書
が
告
示
板
に
掲
示
さ
れ
て
い
る
雛
型
に
従
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
ほ
と
ん
ど

検
査
し
な
か
っ
た
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
た
方
式
書
か
、
法
律
や
官
。
胃
E
B
E∞
丘
三
万
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て

い
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
方
式
書
が
名
声
あ
る
法
学
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
検
査
は
形
式
的
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
法
務
官
は
、
方
式
書
が
告
示
板
に
掲
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
あ
る
い
は
名
声
あ
る
法
学
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
な
い
か

ら
、
と
い
う
理
由
で
法
務
官
法
廷
の
開
廷
を
拒
否
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
方
式
書
は
誰
が
書
い
て
も
よ
か
っ
た
。

北法41(4・29)1489

法
学
者
が
書
い
た
方
式
書
と
法
務
官
が
与
え
た
方
式
書
は
表
面
的
に
は
鋭
く
対
立
す
る
。
す
な
わ
ち
、
方
式
書
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ

る
の
だ
が
、
法
務
官
は
場
合
に
よ
っ
て
前
者
の
タ
イ
プ
に
従
っ
て
方
式
書
を
与
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
問
)

ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
前
者
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
方
式
書
を
ロ

l
マ
人
は

E
Z
E
Z
Eユ
印
巳
己
目
印
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

コニ



説

(
胤
)
∞

-
E
0・

(

陥

)

ヨ

白

田

印

白

F
F
E印
n
z
g口
径
巾
ロ
ム
・

3
・
ω-HN由民・

(
胤
)
∞

-
E
0・

(即

)
ω
-
E
H・

(削

)ω

・H
A

ロ・

(瑚

)
ω
-
E
N・

(
問
)
有
名
な
「
葡
萄
の
樹
」
の
ケ
l
ス
(
の
同
日

5
L〈
己
)
を
参
照
。

(m)ω-Eω
・

(山

)
ω
-
z
u・

(
m
)
ω
H
t・
エ
ー
ル
リ
ツ
ヒ
が
引
用
す
る

nwqow
胃。
HNOR-
。
NP
目
、
の
包

5
L〈
お
も
参
照
。

(
山
)
本
稿
第
六
節
を
参
照
。

(悶

)
ω
-
E∞
・
ェ

1
ル
リ
ッ
ヒ
が
引
用
す
る

Cnog-
司

g
冨
戸
司
自
由
民
・
門
戸
土
m
m
{
σ
5
2品
(
前
掲
(
第
一
節
注
拓
)
)

(問

)
ω
-
E
2・

(川

)
ω
-
E∞同・

(問

)
ω
-
E申・

論

古
典
期
以
降
の
発
展

(
二
勅
法

も
参
照
。

(
凶
)

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
の
勅
法
に
は
宮
田
丘
三
ぽ
は
ま
だ
四
度
出
て
く
る
が
、
そ
れ
以
降
の
勅
法
に
は
稀
に
し
か
出
て
こ
な
く
な
る
。

北法41(4・30)1490



新
勅
法
も
含
め
た
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
の
全
勅
法
に
は
、
た
っ
た
一
度
し
か
出
て
こ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

E
m
巳
丘
町
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
、
別
の
用
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
(
と
り
わ
け
吉
凶
山
口
己
A
C
E
B
)
。
し
か
も
、
古
典
期
以
降
に
例

外
的
に
用
い
ら
れ
る

E
m
a
i
g
は
、
二
箇
附
を
除
い
て
す
べ
て
吉
田
町

S
2包

5
の
対
立
ザ
を
意
味
す
る
。

そ
の
理
由
は
、
こ
の
時
代
の
立
法
者
や
法
学
を
教
え
る
教
師
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
ギ
リ
シ
ア
人
で
あ
り
、

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
以
降

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、

彼
ら
に
と
っ
て
ロ

l
マ
伝
来
の
宮
田
丘
三
ぽ
は
理
解
し
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
、

当
時
な
お
実
務
上
重
要
で
あ
っ
た
場
合
(
相
続
法
、
訴
権
法
)
に
限
り
、

z
m
y
oロ
2
m円
Z
B
と
の
対
置
が

{
問
)

E
印
丘
三
ぽ
と
い
う
表
現
を
用
い
た
の
で
あ
る
。

(
二
)
法
学
提
要

法
学
提
要
に
は
勅
法
よ
り
も
数
多
く
の
宮
田
丘
丘
町
が
み
ら
れ
る
。

吉田

n
-
i
g
が
右
に
述
べ
た
よ
う
に
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
の
勅
法

法曹法の歴史的基礎づけ(2・完)

エ
ー
ル
リ
ツ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
法
学
提
要
が
学
校
で
用

い
ら
れ
る
基
本
書
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
。
学
校
で
吉
田
丘
三
ぽ
が
教
え
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
と
り
わ
け
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
の
勅
法

に
は

E
∞
丘
三
ぽ
は
も
っ
と
出
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
法
学
提
要
は

E
印
丘
三
-
ぬ
と
い
う
用
語
を
至
る
所
で
そ
れ
が
模
範

と
し
た
書
物
か
ら
引
き
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
チ
オ
が
明
ら
か
な
箇
所
で
は
、
古
典
期
の
法
学
者
が
用

い
た
ラ
テ
ン
語
に
よ
っ
て
古
典
期
以
降
に
起
源
を
も
っ
法
が
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
法
学
提
要
は
(
お
そ
ら
く
そ
の
他
の
教
科
書
類
も
)

に
は
一
度
し
か
出
て
こ
な
い
の
に
、
法
学
提
要
で
は
数
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
な
書
物
で
は
な
く
、
共
和
政
期
の
模
範

(
C
C
・
冨
ロ
n
E丸
)
を
基
に
し
て
、

応
じ
て
変
更
し
、
現
在
伝
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
形
に
な
っ
た
書
物
で
あ
る
、

そ
の
後
さ
ま
ざ
ま
な
著
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
必
要
に

(
出
)

と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

問
)
エ

l
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば

。・叶
}M-N
・Z
-
N
-
P
(
U
円
F
・N
N
品

-
Y
(
い・、
H
，F
・由
-
b
-
N
W
(
U
C
ロ
a
E
H片山
O
D
B
ω
-
5
0口
径
回
の
四
箇
所
で
あ
る
。
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ち
、
自
然
の
、
万
民
の
、
そ
し
て

[一口凹]

口
一
三
}
巾
の
旋
が
そ
れ
で
あ
る
。

ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
は
、
公
益
を
促
進
す
る
法
を

E
印匂
C
E
F
2
5
と
、
私
益
に
奉
仕
す
る
法
を

E
∞
官

-szgと
考

、
同
ω
d

と
す
る
(
利
益
動
)
が
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
利
益
説
は
成
立
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
個
人
の
利
益
に
か
か
わ
る
法
と

し
て
の

E
m
耳
目
〈
包
ロ
ヨ
に
対
置
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ロ
ー
マ
国
の
利
益
に
か
か
わ
る
法
で
は
な
く
、
ロ
ー
マ
国
の
組
織
に
か
か
わ
る
法
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
「
法
に
は
公
的
に
有
用
な
も
の
と
私
的
に
有
用
な
も
の
が
あ
る
L

と
い
う
部
分
は
通
説
を
支
持
す
る
よ
う
に

も
み
え
る
が
、
そ
れ
に
続
く
「
吉
田
宮

-E円
2
5
は
祭
杷
の
法
、
神
宮
の
法
、
政
務
官
の
法
か
ら
成
り
立
つ
」
と
い
う
部
分
か
ら
、
ウ
ル
ピ

ア
ヌ
ス
が
吉
田
宮
E
-
2
5
と
い
う
表
現
で
「
国
家
組
織
法

L
3
g
m
g円
ゅ
の
宮
)
だ
け
を
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

次
の
史
料
に
お
い
て
も
宮
印
宮
E
W
Z
E
は
寸
国
家
組
織
法
L

と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

通
説
は
こ
の
法
文
か
ら
、

え
て
い
る
、

法曹法の歴史的基礎づけ(2・完)

cnog-
号

C
E
Z「巾同
N
G
H
一
弁
論
家
に
は
国
家
と
統
治
に
固
有
な
一
ロ
ヱ
)
己

E
2
5
や
古
い
事
柄
の
記
憶
、
古
来
の
先
例
が
必
要
で
あ
る
と
私
が
考

え
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
長
い
弁
論
は
い
ら
な
い
。
:
:
:
z
e
n
一
白
匂
己
豆
一
円
白
、
民
会
、
元
老
院
に
か
か
わ
る
訴
訟
に
お
い
て
は
、
弁
論
家
は

公
的
な
事
件
を
扱
う
の
で
あ
る
か
ら
、
古
い
事
柄
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
記
憶
、

Z
目。ロ豆一

2
5
の
権
威
、
国
家
を
支
配
し
て
い
る
道
理
や
原
理
、

そ
れ
に
準
じ
る
重
要
な
事
柄
を
熟
知
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
別
の
箇
所
に
お
い
て
は
、

キ
ケ
ロ
は
一
見
ま
っ
た
く
異
な
る
理
解
を
出
発
点
に
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

(
出
)

C
2
5・
母
宮
邑
位
。
口
町

C
E
Z円U
H

N

U

・
5
0一
そ
の
種
の
事
柄
〔
性
質
が
問
題
と
な
る
事
件
〕
に
お
い
て
は
、
被
告
は
、
告
発
さ
れ
て
い
る
事
柄
を

自
分
が
行
な
っ
た
こ
と
は
承
認
す
る
が
、
そ
れ
は
正
当
に
行
な
っ
た
の
だ
か
ら
〔
無
実
で
あ
る
〕
と
主
張
す
る
。
こ
の
場
合
、
法
〔
正
し
い
関
係
〕
に

か
か
わ
る
す
べ
て
の

E
H
Z
が
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
、
法
は
ま
ず
二
つ
の
部
分
、
す
な
わ
ち
自
然
法
と
実
定
法
に
区
分
さ
れ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
法
は
、
神
の
法
と
人
の
法
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
一
方
は
衡
平
に
、
他
方
は
宗
教
に
属
す
る
0

・
:
:
こ
の
こ
と
〔
衡
平
(
人
の
法
、
実

北法41(4・33)1493



説

定
法
)
に
は
二
つ
も
の
が
あ
り
、
一
方
は
真
理
や
正
義
、
信
義
誠
実
と
直
接
関
連
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
的
に
論
じ
ら
れ
、
他
方
は
個
別
的
に
報

酬
や
罰
金
に
か
か
わ
る
、
と
い
っ
た
こ
と
〕
は
自
然
法
と
実
定
法
に
共
通
の
事
柄
で
あ
る
が
、
実
定
法
に
固
有
な
こ
と
は
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
書
か
れ
て
い
な
く
て
も
万
民
法
あ
る
い
は
古
来
の
慣
行
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
書
か
れ
て
い
る
法
は
さ
ら

に

2
2
)ロ豆一
2
5
と
古
田
胃
芝
山

Z
B
に
分
け
ら
れ
る
。
宮
田
宮
σ--25
と
は
法
律
、
元
老
院
議
決
、
条
約
で
あ
り
、
日
ロ
凹
望
日
〈
白

E
B
と
は
証
書
、

合
意
、
問
答
契
約
で
あ
る
。
書
か
れ
て
い
な
い
法
も
、
慣
習
に
よ
り
、
あ
る
い
は
人
々
の
合
意
に
よ
り
、
あ
る
い
は
一
種
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
よ
り
遵

守
さ
れ
る
。

論

キ
ケ
ロ
の
叙
述
は
非
常
に
個
性
的
で
あ
る

(
法
を
書
か
れ
て
い
る
も
の
と
書
か
れ
て
い
な
い
も
の
に
分
類
し
そ
れ
を

E
m
℃ロ豆町
n
z
E
と
宮
田

胃

{
g
E
B
の
対
置
に
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
、

-
O
M
を
一
般
的
な
概
念
と
し
て
、

吉
田
を
個
別
的
な
概
念
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
な
ど
)

、
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
キ
ケ
ロ
が
特
定
の
法
領
域
を
吉
田
℃
ロ
豆
町

2
B
と

E
印
有
芝
山
門
己
自
に
分
類
し
て
い
る
こ
と
が
無
価
値
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
条
約
、
証
書
、
合
意
、
問
答
契
約
と
い
っ
た
法
律
行
為
を
別
に
し
て
法
源
だ
け
に
限
定
す
れ
ば
、
書
か
れ
た
法
の
う
ち

E
由
吉
Z
-
2
5

に
属
す
る
の
は
法
律
と
元
老
院
議
決
で
あ
り
、
書
か
れ
た
法
源
は
吉
田
買
芝
山
門
口
自
に
属
さ
な
い
こ
と
、

「
書
か
れ
て
い
な
く
て
も
万
民
法

あ
る
い
は
古
来
の
慣
行
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
L

も
の
は
古
印
宮
σ胃
ロ

E
と

E
m
胃
ぞ
E
Z
B
に
分
類
さ
れ
ず
、

「
慣
習
に
よ
り
・
・
・

遵
守
さ
れ
る
」
法
源
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
難
解
な
箇
所
か
ら
結
論
め
い
た
こ
と
を
引
き
出
し
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
法
律
と

元
老
院
議
決
は
書
か
れ
た
法
と
し
て
そ
の
内
容
と
は
関
係
な
く
宮
田
℃
Z
E一2
5
に
数
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
宮
印
可
ロ
E
~
2
5

で
は
な
い
法
は
す
べ
て

E
m
官
ぞ

ω
E
E
で
あ
る
こ
と
、

し
た
が
っ
て
、

寸
書
か
れ
て
い
な
く
て
も
万
民
法
あ
る
い
は
古
来
の
慣
行
に
よ
っ

て
維
持
さ
れ
」
寸
慣
習
に
よ
り
遵
守
さ
れ
る
」
法
も
ま
た
吉
田
買
ぞ
巳
己
目
で
あ
る
こ
と
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
箇

所
は
、
「
自
然
の
、
万
民
の
、
そ
し
て

[
E印
]
丘
丘
町
の
旋

(
1古
来
の
慣
行
)
」
が

E
m

(
附
)

ス
文
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

円
)
円
山
〈
巳
ロ
自
に
数
え
ら
れ
て
い
た
ウ
ル
ピ
ア
ヌ

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
こ
と
は
、

ロ
ー
マ
の
刑
法
が
法
律
で
制
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
り
で
、

ま
た
新
工
事
通
知
の
法
が

北法41(4・34)1494



法
律
、
元
老
院
議
決
、
勅
法
で
制
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、

そ
の
内
容
と
は
関
係
な
く
吉
田
℃
ロ
E
-
2
5
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
証
明
さ
れ
る
。

(
二
「
刑
事
裁
判

L
(
Z
e
n
-
c
B
匂
C宮山
2
5
)
に
つ
い
て

モ
ム
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、

吉
門
出
巳
ロ
ヨ

は
成
立
時
か
ら
政
務
官
の
陪
審
裁
判
と
い
う
手
続
法
的
観
点
に
立
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ

同

)CE
一2
5

が
、
周
知
の
よ
う
に
、
陪
審
制
度
は
古
典
期
に
は
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
手
続
法
的
意
味
に
代
わ
っ
て
実
体
法
的
意
味
が
一

E
E
Z
E

に
お
い
て
は
、

い
わ
ば
自
発
的
な
検
察
官
と
し
て
、
誰
で
も
訴
追
者
に
な
り
え
た
。

こ
の
見
解
に
対
し
て
エ

l
ル
リ
ッ
ヒ
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
ま
ず
、

い
う
占
一
に
つ
い
て
、

宮
内
出
企
口
百
四
)
戸
ME-ncE
に
お
い
て
は
誰
で
も
訴
追
者
に
な
り
え
た
と

モ
ム
ゼ
ン
の
見
解
は
維
持
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
最
古
の

z
a己ロ
B
u
z
z
-
2
E
で
あ
る
搾
取
金
取
戻
訴
訟
や

R
昨日。

法曹法の歴史的基礎づけ (2・完)

宮
古
ユ

m
E
B
一
品
目
印
打
。
吋
ロ
巳
U
O
は
す
べ
て
の
者
に
訴
追
を
許
し
て
は
い
な
い
し
、

を
法
務
官
法
上
の

R
Z
0
5印
℃
。
匂
己
問

g
と
共
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

一己門出
n
E日
間
)
己
豆
一
円
リ
ロ
ヨ
は
こ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル

ま
た
、

次
に
、
帝
政
期
に
な
っ
て
は
じ
め
て
実
体
法
的
な
意
味
が
古
色

n
E
B
E
t
-
-
2
5
に
与
え
ら
れ
た
と
い
う
点
も
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

キ
ケ
ロ
が
す
で
に
述
べ
て
い
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
キ
ケ
ロ
に
お
い
て
は
、

古
島
江
口
百
℃
c
z
-
2
5
の
手
続
は

2
5
0印
昨
日
。
]
何
色
己
目
白
あ

(
即
)

る
い
は
吉
仏
W
E
E
-ゆ
凶
円
安

HMgβ
と
、
行
為
そ
れ
自
体
は
わ
ユ
S
O
D
-晶
5
5
5
5
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、

g
m
E
5
5
は

「
あ
る
法
律
に
基
礎
を
も
っ

L
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
専
門
用
語
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
キ
ケ
ロ
に
お
け
る
古
住
己

C
B
℃三
)]WCE
が

{
問
)

何
を
意
味
す
る
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
帝
政
期
の
法
文
や
二
世
紀
末
の
勅
答
に
は
、
法
律
で
は
な
く
勅
法
に
よ
っ
て
あ
る
行
為
に

(
山
)

刑
罰
が
課
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
そ
の
行
為
が
口
一

5
8
匂ロ
E
W
C
B
に
数
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。
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(
問
)

さ
て
、
史
料
に
お
い
て
は
少
な
く
と
も

E
佳
巳
ロ
ヨ
℃
ロ

E-n己
目
は
冨
印
匂

cz-の
己
自
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
次
の
箇
所
は
注
目
に
値
す
る
。
と
い
う
の
は
、
キ
ケ
ロ
が
吉
庄
の

E
E
℃ロ

E
-
2
5
は
法
律
に
基
づ
く
が
故
に
吉
田
吉
宮
山

2
5

三ム
日間

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
明
白
だ
か
ら
で
あ
る
。

c
n
R
0・
E
ρ
巳
ロ
E
B
(い
白
巾
口
一
日
目
ロ
ヨ
ロ

-
z
w
E一
シ
シ
リ
ア
人
達
が
私
に
助
力
を
求
め
た
こ
と
は
確
か
な
の
だ
か
ら
、
残
さ
れ
た
問
題
は
、
君
達
は

彼
ら
の
行
為
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
べ
き
か
、
君
達
に
哀
願
し
て
い
る
こ
の
ロ

l
マ
人
の
同
盟
者
達
が
自
ら
の
搾
取
金
取
戻
訴
権
に
つ
い
て
君
達
の
前

で
ど
の
模
範
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
多
く
の
こ
と
を
述
べ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
搾

取
金
取
戻
訴
権
に
関
す
る
す
べ
て
の
法
律
が
同
盟
者
逮
の
た
め
に
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ー
マ
人
が
金

を
奪
わ
れ
た
場
合
は
通
常
白
丘
町
。

n
-
i
r
と
宮
田
宮
守
巳
ロ
ヨ
に
よ
っ
て
そ
の
金
を
取
戻
し
う
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
法
律
は
同
盟
者
達
の
た
め
の

も
の
で
あ
り
、
〔
こ
の
法
律
が
想
定
し
て
い
る
〕
権
利
関
係
は
外
国
人
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
:
:
:
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
は
彼
ら
の
た
め
に
制
定

さ
れ
た
法
律
に
従
っ
て
告
発
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
誰
が
否
定
す
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
箇
所
か
ら
次
の
こ
と
を
結
論
し
う
る
。

キ
ケ
ロ
は
、
搾
取
金
取
戻
訴
権
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
い
て
同
盟
者
達
に
帰
属
す
る
法
は

uzzwロ
ヨ

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
、

で

は

な

く

「

mzz
巳
i
z凹

し
か
も
そ
れ
は

(
モ
ム
ゼ
ン
の
い
う
よ
う
に
)
手
続
の
故
に
、

に
よ
っ
て
」
と
い
う
部
分
を
手
続
だ
け
に
関
連
さ
せ
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
|
、

そ
れ
が
あ
る
法
律
に
基
づ
く
が
故
で
あ

E
m
官
Z
m
g
B

る
、
と
。
し
た
が
っ
て
、
全
体
の
意
味
は
「
こ
の
法
律
は
同
盟
者
達
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
人
に
つ
い
て
は
、

(
醐
)

吉
回
一
胃
芝
山
門
ロ
ヨ
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
L

と
な
る
。
つ
ま
り
、
法
律
は
吉
田

uzz-25
な
の
で
あ
る
。

白内門戸
O

丘
三
口
町
と

会
己
「
新
工
事
通
知
L
(
o
u
q山
田
口
。
丘
ロ
ロ
耳
目
白
色
。
)
に
つ
い
て

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
は
ま
ず
次
の
法
文
を
引
用
す
る
。

。・ぉ
-

N

・8
(
d
-
1
2
5
w
印

N

白
色
旦
-nEB)
一
セ
ク
ト
ゥ
ス
・
ペ
デ
ィ
ウ
ス
の
見
事
な
定
義
に
よ
る
と
、
新
工
事
通
知
の
原
因
に
は
、
自
然
法
に

北法41(4・36)1496 
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よ
る
も
の
、
口

5]
℃ロ豆一

2
B
に
よ
る
も
の
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
る
も
の
と
い
う
三
つ
が
あ
る
。
原
因
が
自
然
法
に
よ
る
の
は
、
我
々
の
家
に
何

か
が
入
り
こ
ん
だ
り
、
我
々
の
土
地
の
上
に
何
か
が
建
て
ら
れ
た
り
し
た
場
合
で
あ
る
。
原
因
が
[
宮
凹
]
℃
ロ
豆
一

2
5
に
よ
る
の
は
、
我
々
が
法
律
、

元
老
院
議
決
、
皇
帝
の
勅
法
に
よ
っ
て
新
工
事
通
知
を
保
護
す
る
場
合
で
あ
る
。
原
困
が
当
事
者
の
合
意
に
よ
る
の
は
、
あ
る
者
が
自
分
の
権
利
を
減

ら
し
他
人
の
権
利
を
増
や
し
た
後
、
た
と
え
ば
自
分
の
土
地
に
役
権
を
設
定
し
た
後
、
そ
の
役
権
に
反
す
る
こ
と
を
行
な
っ
た
場
合
で
あ
る
。

こ
の
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
分
類
は
セ
ク
ト
ゥ
ス
・
ペ
デ
ィ
ウ
ス
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
同
じ
『
告
示
注
解
』
に
は
、

よ
り
古
い
痕
跡
が
み

ら
れ
る
。
ロ-
N
・

Z-吋
-
E
(
C
S
E
E印
咽
土
え
巾

awzg)
一
私
が
新
工
事
通
知
訴
権
を
行
使
し
な
い
旨
の
契
約
を
結
ん
だ
場
合
、
事
柄
が
法
務
官
の
権
限
に
属
す

る
の
で
、
こ
の
契
約
は
無
効
で
あ
る
、
と
考
え
る
者
が
あ
る
。
し
か
し
、
ラ
ベ
オ
は
、
新
工
事
通
知
が
家
の
私
事
に
か
か
わ
る
場
合
に
は
契
約
は
有
効

で
あ
り
、
公
的
な
事
柄
に
か
か
わ
る
場
合
に
は
無
効
で
あ
る
と
い
う
区
別
を
し
て
お
り
、
こ
の
区
別
は
正
当
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
新
工
事
通
知
の
原
因
の
分
類
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
の
が
明
ら
か
な
「
免
除
」

が
引
用
さ
れ
る
。

(
2
5町
田
宮
)

の
根
拠
の
分
類
に
関
す
る
法
文

法曹法の歴史的基礎づけ(2・完)

。
・
色
-
N印
-

H

・ωw
品

w印

(ce-scm)
一
新
工
事
通
知
訴
権
を
も
つ
の
は
所
有
権
者
と
役
権
者
で
あ
る
。
同
様
に
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
、
用
益
権
者
は
役
権
回

復
の
訴
権
を
も
っ
、
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
用
益
権
者
は
隣
人
に
対
し
て
新
工
事
通
知
訴
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
、
免
除
は
有
効
で

あ
る
。
:
:
:
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
、
隣
人
か
ら
何
ら
か
の
役
権
を
得
た
者
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
土
地
を
質
に
と
っ
た
者
に
つ

い
て
も
彼
が
役
権
を
保
持
す
る
の
は
不
当
で
は
な
い
、
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
書
い
て
い
る
。

「
新
工
事
通
知
」
の
原
因
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
「
免
除
」
の
分
類
が

E
m
H
v
c
z
-
2
5
と

E
印刷】ユ〈

m
E
E
の
対
立
に
密
接
に
関
連
す
る

こ
と
は
、
次
の
法
文
か
ら
わ
か
る
。

U
・

s-「
日
広

(
C
6
5ロ
ロ
凹
)
日
新
工
事
通
知
が
な
さ
れ
る
の
は
、
我
々
が
形
成
し
た
権
利
関
係
を
守
る
た
め
、
あ
る
い
は
損
害
の
発
生
を
防
止
す
る

た
め
、
あ
る
い
は
宮
凹
℃
己
Z
-
2
5
を
維
持
す
る
た
め
で
あ
る
。

北法41(4・37)1497



説

0
・
邑

-H・
印
呂
(
弓
玄
白
ロ
ロ
凹
)
不
在
者
の
名
で
免
除
を
要
求
す
る
者
は
、
免
除
が
山
口
∞
℃
ロ
σ
2
2
5
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
宮
印
刷
】
『
守
田

E
B

に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
担
保
問
答
契
約
を
結
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

論

エ
ー
ル
リ
ツ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
新
工
事
通
知
お
よ
び
免
除
の
原
因
は
あ
る
考
え
方
に
基
づ
い
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
は
、

ピ
ア
ヌ
ス
が
セ
ク
ト
ゥ
ス
・
ペ
デ
ィ
ウ
ス
を
引
用
し
、
ラ
ベ
オ
も
同
じ
こ
と
を
い
い
、

ユ
リ
ア
ヌ
ス
も
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
み

る
と

ロ
ー
マ
法
学
の
共
有
財
産
に
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
法
律
、
元
老
院
議
決
、
勅
法
に
基
づ
く
新
工
事
通
知
と
免
除
の

と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

原
因
は

E
印
匂

Z
E
2
5
に
属
し
、
所
有
権
と
役
権
に
基
づ
く
原
因
は
宮
∞
耳
目

g
E
B
に
属
す
る
、

(
胤
)
現
在
の
通
説
は
利
益
説
を
と
ら
な
い
。
冨
・
穴
山
田
巾
〆
河
内
い

B
2
n
y
a
p
-
g門
司
巾
門
戸
口
〉
丘
一
二
冨
ロ
ロ
門
町
巾

P
E∞ω
・
ω
N吋
(
柴
田
光
蔵
訳
『
ロ

l

マ
私
法
概
説
』
(
創
文
社
、
昭
和
五
四
年
)
四
回
頁
以
下
ア
』

oa--ハ
g
w色白巧
g
m巾「
-
P
E
E
H
F
g
m
m
w
n
z・
ω
・
〉
丘
一

-w
∞巾司

-5・
国
巾
広
巾
]
宮
『
m

g
仏
Z
2弓
J

へ2
w
-
E吋∞・

ω・
ω日
を
参
照
。
利
益
説
を
と
る
も
の
と
し
て
は
、
ロ
・
冨

E
r
g
-
〉
--m巾
B
m
E
R
吋
巾
山
]
色
。
∞
∞
の
戸
出
巾
山
門
主

σ巾円
m・

5
∞N
-

∞
印
を
参
照
。

(即

)ω
・
5
u・

(
別
)
本
稿
第
一
節
(
三
)
を
参
照
。

(問

)ω
・

5
2・

(
削
)
、
Hd・
冨
。

5
5
8
p
m
O
B回目円
F
E
E
E吟
RF?ω
・
5
Y
〉ロ

B
-
H・

(山

)
ω
E
N
.

(
即
)
エ

1
ル
リ
ツ
ヒ
が
引
用
す
る

Q
2
5・℃
g
C
5
E
Z
N
w
買
O

〉
R
E白
ω
咽
母
宮
門
吾

5
5
2白
円
。
コ
白
色
を
参
照
。
古
典
期
に
は
「
犯
罪
が

審
理
さ
れ
る
す
べ
て
の
裁
判
が
古
島

n
E
B
匂己豆一

2
5
な
の
で
は
な
く
、
大
逆
罪
に
関
す
る
ユ
リ
ア
法
、
姦
通
罪
に
関
す
る
ユ
リ
ア
法
:
:
:

と
い
っ
た
宮
仏

E
C
B
匂己豆一

2
5
に
か
か
わ
る
法
律
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
る
裁
判
が
宮
島

Q
C
B
℃
c
z
-
2
5
で
あ
る
」
(
巴
お

H・
H-
官
-

(
富
山
門
巾
吋
)
)
と
率
直
に
表
現
さ
れ
る

3
5
3
。

(
問
)
エ

l
ル
リ
ッ
ヒ
が
引
用
す
る
ロ

-h-
ロ・

ω(deuロロ印
)L)・
ぉ
・
呂
-
u
-
N
(
広巾
B)
唱。-
u
・
5
H
を
参
照
。

も
っ
と
も
こ
の
場
合
、

法
律
で

ウ
ノレ

北法41(4・38)1498



定
め
る
構
成
要
件
を
元
老
院
議
決
あ
る
い
は
勅
法
に
よ
っ
て
拡
張
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
芭

-
h・
5
N
(宮
同
門
ぬ
こ
・
ロ
・
ぉ
・

5
・
u
・
育
問

ω

(
広
巾
ヨ
)
)
、
ま
た
手
続
と
犯
罪
の
種
類
も
問
わ
な
い
(
ロ
・
ミ

N-S(ds-25))。
〈
m-・
ω・
5ω
同・

(山

)ω
・

5
N円

(
問
)
前
掲

C
2
5・
母
。
E
Z
B
H
N
E
を
参
照
。

(附

)ω
・

5
日・

(問

)ω
・
5
叶

刑
事
裁
判
と
新
工
事
通
知
を
比
較
す
る
と
、
前
者
が
宮
田
宮

E
2
5
は
法
律
に
よ
っ
て
の
み
生
じ
う
る
と
い
う
共
和
政
期
の
観
念
に
と
ら
わ

れ
、
帝
政
期
に
お
い
て
、
元
老
院
議
決
や
勅
法
に
よ
る
新
し
い
刑
罰
の
導
入
は
も
ち
ろ
ん
、
法
定
の
刑
罰
の
拡
張
解
釈
で
す
ら
跨
踏
し
な
が
ら
し

か
行
な
い
え
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
後
者
に
お
い
て
は
、
法
律
、
元
老
院
議
決
、
勅
法
の
そ
れ
ぞ
れ
が

-
5
u
z
z
-
2
5
に
よ
る
新
工
事
通
知

の
原
因
だ
と
い
う
観
念
が
早
く
か
ら
一
般
化
し
た
、
と
い
う
相
違
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
エ

l
ル
リ
ッ
ヒ
は
、
ロ
ー
マ
の
法
発
展
が
い

か
に
歴
史
の
偶
然
に
影
響
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
い
証
拠
で
あ
ろ
う
、
と
い
う

3
・
5
5
0

法曹法の歴史的基礎づけ(2・完)

「
国
家
組
織
法
」
な
い
し
「
国
家
制
定
法
L

と
し
て
の
吉
ω
℃
己
正
伊
ロ
ヨ

前
節
の
論
述
か
ら
エ

l
ル
リ
ッ
ヒ
は
、

吉田

U
C
E
-
2
5
と
い
う
表
現
が
ロ

1
マ
に
お
い
て
寸
国
家
組
織
法
」
お
よ
び
「
国
家
制
定
法
L

と
し
、
本
節
で
は
こ
の
命
題
を
史
料
に
即
し
て
例
証
す
る
。

と
い
う
こ
重
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
、

(
ご
寸
国
家
組
織
法
」
と
し
て
の
宮
印
匂
Zσ
ロ
2
5
(
閉
)

こ
の
意
味
で
の

E
m
官同一
σ
z
n
c
E
は
次
の
史
料
に
み
ら
れ
る
。

北法41(4・39)1499



説

C
2
5
・∞
E
吉
田

N
S・
彼
は
吉
田
℃
ロ
豆
町
2
g
に
か
か
わ
る
法
律
や
慣
行
を
熟
知
し
て
い
た
。

論

若
き
プ
リ
ニ
ウ
ス
に
お
い
て
吉
田
匂
c
z
-
2
5
が
「
国
家
組
織
法
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
と
り
わ
け
注
目
に
値
す
る
。

(
川
)

明
ら
か
に
慣
習
法
上
の
国
家
組
織
法
が
E
E
E
ユ
印
匂
ロ
E
E
と
呼
ば
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

2

E

5
・
3
u
z
u
〈
E
E
一
君
は
E
印
刷
)
ユ
g
Z
B
と
宮
田
宮
豆
一
2
5
|
元
老
院
の
法
も
そ
の
一
部
で
あ
る
ー
を
熟
知
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
私
が

君
か
ら
特
に
聞
き
た
い
の
は
、
最
近
私
が
元
老
院
で
誤
り
を
犯
し
た
か
否
か
、
に
つ
い
て
で
あ
る
O
i
-
-
-
過
去
に
隷
従
し
た
結
果
、
他
の
最
良
の
知
識

と
同
様
、
元
老
院
の
法
さ
え
も
忘
れ
去
ら
れ
、
誰
も
知
ら
な
い
と
い
う
有
様
だ
。
:
:
:
し
か
し
、
か
つ
て
は
、
我
々
は
父
祖
達
の
言
う
こ
と
を
聞
い
て

学
び
、
父
祖
達
の
行
な
い
を
見
て
学
び
、
我
々
自
身
が
引
き
続
き
何
を
す
べ
き
か
を
知
り
、
我
々
が
老
い
た
と
き
に
は
何
を
子
孫
達
に
伝
え
る
べ
き
か

を
知
っ
て
い
た
も
の
だ
。
:
・
・
:
血
縁
者
は
い
か
な
る
権
力
を
も
つ
か
、
〔
市
民
名
簿
に
登
録
す
る
際
に
〕
査
定
す
る
者
に
と
っ
て
法
と
は
何
か
、
官
職

に
つ
い
て
い
る
者
は
い
か
な
る
権
限
を
も
つ
か
、
そ
れ
以
外
の
者
に
と
っ
て
自
由
と
は
何
か
、
ど
こ
で
譲
り
ど
こ
で
抵
抗
す
べ
き
か
、
い
つ
沈
黙
す
べ

き
か
、
い
か
に
し
て
主
張
す
べ
き
か
、
い
か
に
し
て
矛
盾
す
る
先
例
を
区
別
す
る
か
、
過
去
の
先
例
を
修
正
す
る
に
は
ど
う
す
べ
き
か
、
と
い
っ
た
こ

と
、
要
す
る
に
元
老
院
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
慣
習
が
、
例
示
|
こ
れ
は
教
育
の
や
り
方
と
し
て
は
最
良
の
方
法
で
あ
る
と
い
う
形
で
示
さ
れ
て
い

た
の
だ
。

さ
ら
に
、

吉
印
℃
ロ
E
-
2
5
は
E
∞
g
q
c
B
に
対
置
さ
れ
る
場
合
に
は
必
ず
「
国
家
組
織
法
L

と
い
う
意
味
を
も
っ
と
い
っ
て
よ
叫
が
、

通
常
は
吉
田
凹
R
2
5
は
吉
田
匂
ロ
豆
町
2
5
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
の
吉
印
℃
Z
E
W
C
B
も
明
ら
か
に
「
国
家
組
織

(
叩
)

法
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

z
m
U
ロ
E
2
5
が
「
国
家
組
織
法
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ

(
叩
)

る
こ
と
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
。
例
外
的
な
法
文
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
非
法
学
文
献
と
は
異
な
り
、
法
学
文
献
に
お
い
て
は
、

0
・
8
・H
・
5
・印

(dquロ
ロ
印
)
唱
に
(
国
2
5
0
m
g
一
同
ロ
ロ
印
)
一
家
子
が
あ
る
官
職
に
つ
い
て
い
る
場
合
は
、
彼
が
そ
の
家
長
権
の
中
に
あ
る
父
に
対
し
て
、

彼
は
異
義
を
唱
え
て
相
続
の
開
始
や
取
戻
を
強
制
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
百
回
目
)
ロ
Z
-
2
5
に
か
か
わ
る
事
柄
は
家
長
権
に
優
先
す
る
か
ら

で
あ
る
。

北法41(4・40)1500



会
己
寸
国
家
制
定
法
」
と
し
て
の

E
∞
望
号

E
2
5

「
国
家
制
定
法
」
と
い
う
意
味
で
の

E
m
u
z
z
-
2
5
は
、
非
法
学
文
献
に
お
い
て
は
比
較
的
稀
に
し
か
出
て
こ
な
い
が
、
こ
れ
に
対
し

て
法
学
文
献
に
お
い
て
は
、
次
の
史
料
が
示
す
よ
う
に
、
非
常
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。

(
捌
)

①
寸
法
律
」
と
し
て
の

E
m
u
z
E
Rロ
日

。・

ω印
-

N

-

H

(

可
白
己

5)一
ロ

l
マ
市
民
で
あ
れ
ば
誰
で
も
、
制
定
さ
れ
た
こ
の
法
律
〔
十
二
表
法
〕
に
よ
っ
て
遺
言
を
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
し
、

(
加
)

ロ
l
マ
市
民
で
あ
れ
ば
誰
に
で
も
、
い
か
に
多
く
の
金
で
も
、
古
田
℃
ロ
豆
一

2
5
に
よ
っ
て
贈
与
し
遺
贈
す
る
権
能
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

。・

N
白
・
叶
・
印
・
叶

(
d
f
uロ
ロ
凶
)
一
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
『
デ
イ
ゲ
ス
タ
』
第
一
二
巻
で
次
の
よ
う
な
場
合
を
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
者
が
死
に
際

し
て
彼
の
息
子
達
に
後
見
人
を
指
定
し
、
さ
ら
に
寸
こ
れ
ら
の
後
見
人
達
に
は
計
算
報
告
義
務
が
な
い
よ
う
に
」
と
付
け
加
え
た
、
と
い
う
場
合
で
あ

る
。
ュ
リ
ア
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
後
見
人
が
誠
実
に
管
理
行
為
を
行
な
わ
な
い
場
合
は
、
た
と
え
遺
言
に
計
算
報
告
義
務
が
な
い
と
表
示
さ
れ

て
い
て
も
、
後
見
人
に
は
そ
の
責
任
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
見
人
は
誠
実
に
管
理
行
為
を
行
な
え
ば
よ
い
の
だ
か
ら
、
彼
が
信
託
遺
贈
を
原
因
と

す
る
訴
権
を
も
っ
と
考
え
る
必
要
は
な
い
、
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
ユ
リ
ア
ヌ
ス
の
考
え
は
正
当
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
種
の
担

(
描
)

保
問
答
契
約
に
よ
っ
て
誰
も

-
5
E
E
W
E
B
を
制
限
し
え
ず
、
ま
た
古
来
の
形
式
を
変
更
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

法曹法の歴史的基礎づり(2・完)

②
「
元
老
院
議
決
L

と
し
て
の
宮
印
匂
己
豆
円

2
5

ロ-
N

叶∞
H

由

(
5
3ロ
ロ
印
)
一
政
務
官
の
間
で
、
第
三
者
の
申
立
に
よ
り
後
見
人
が
与
え
ら
れ
る
、
と
の
合
意
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
こ
攻
口
意
は

被
後
見
人
に
対
し
て
は
効
力
を
生
じ
な
い
、
と
神
皇
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
は
解
答
し
た
。
三
頭
政
治
を
行
な
う
二
人
の
合
意
に
よ
っ
て

z
m
uロ豆町
2
5
は

変
更
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ロ
-N-Eω
∞
有
名
Z
E
E
m
)
ニ5
目)ロ
Z
-
2
5
は
私
人
の
合
意
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
え
な
い
。

(
加
)

と
し
て
の

E
m
匂ロ
E
W
C
B

北法41(4・41)1501 

③
寸
告
示
L

ロ・
ω
∞-
H
-
b
(句
目
立
コ

S
E
m
)
一
寸
私
の
奴
隷
ケ
ル
ド
ー
が
私
の
相
続
人
の
た
め
に
こ
の
仕
事
を
す
る
約
束
を
す
れ
ば
、
私
は
彼
を
解
放
し
よ
う
」
と

い
う
意
思
表
示
が
あ
っ
た
場
合
、
被
解
放
者
が
諾
約
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
た
と
え
彼
が
諾
約
し
た
と
し
て
も
、
彼
に
訴
権
を
行
使
し
て
は



説

な
ら
な
い
。
自
由
な
信
託
遺
贈
を
行
な
う
者
は

z
m
u
z
z
-
2
5
を
変
更
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

0
・
己
・
吋
-
N
C
H
】円・

(
C
S
Eロ
ロ
印
)
一
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
問
う
。
す
な
わ
ち
、
妻
の
た
め
に
嫁
資
を
設
定
し
た
者
が
そ
の
三
分
の
二
を
取
り
戻
し
三
分
の

一
を
夫
の
下
に
と
ど
め
る
、
と
い
う
要
約
が
な
さ
れ
て
お
り
、
か
っ
、
妻
の
埋
葬
の
際
に
夫
は
何
ら
の
出
摘
も
し
な
い
旨
の
契
約
が
結
ぼ
れ
て
い
た
場

合
、
夫
に
対
し
て
埋
葬
訴
権
が
提
起
さ
れ
う
る
か
否
か
、
と
。
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
要
約
者
自
身
が
埋
葬
し
た
場
合
に
は
こ
の
契
約
は
有
効
で

あ
り
、
埋
葬
訴
権
は
行
使
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
、
し
か
し
、
別
の
者
が
埋
葬
し
た
場
合
に
は
夫
を
埋
葬
訴
権
の
被
告
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
な
ぜ
な

(
叩
)

ら
、
こ
の
契
約
に
よ
っ
て

-5
切口豆一

2
5
を
破
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
し
て
の

E
m
匂ロ
E
-
n
z
E

論

④
「
勅
法
」

。・

ω印
-

H

・
3
・
ω
(
司
喜
一
口
宮
口
口
問
)
一
ど
の
よ
う
な
意
思
表
示
に
よ
っ
て
も
遺
贈
ま
た
は
信
託
遺
贈
に
関
し
て
担
保
問
答
契
約
を
な
し
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

〔
遺
贈
者
は
受
遺
者
に
〕
担
保
問
答
契
約
の
締
結
を
要
求
し
な
い
旨
の
条
件
が
遺
贈
ま
た
は
信
託
遺
贈
に
付
さ
れ
て
い
て
も
、
こ
の
条
件
は
無
効
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
者
〔
遺
贈
者
〕
が
担
保
問
答
契
約
の
締
結
を
欲
し
た
場
合
は
、
遺
贈
ま
た
は
信
託
遺
贈
は
無
効
に
は
な
ら
ず
、
〔
受
遺
者
は
〕

担
保
問
答
塑
鳴
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〔
遺
贈
ま
た
は
信
託
遺
贈
に
関
し
て
〕
担
保
問
答
契
約
を
な
し
う
る
と
規
定
さ
れ
て
以
来
、
今
日
で

は
吉
田
匂
ロ
ぴ
ロ

2
B
に
よ
っ
て
遺
贈
者
の
遺
思
に
反
し
え
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

U

N

m

-

N

N

由
(
吋
白
立
巳
白
ロ
ロ
印
)
一
リ
ボ
ニ
ア
ヌ
ス
元
老
院
議
決
に
よ
れ
ば
、
遺
言
に
お
い
て
被
後
見
人
に
対
し
自
ら
が
後
見
人
で
あ
る
と
書
い
た
者
は

後
見
人
で
は
な
い
。
家
長
の
意
思
が
署
名
に
よ
り
表
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
思
に
協
需
が
な
い
場
合
に
は
、
自
ら
を
後
見
人
と
書
い
た
者
は
別
に
後

見
人
が
い
た
と
し
て
も
保
佐
人
と
な
る
、
と
私
は
考
え
る
。
た
だ
し
、
彼
は
古
田
匂

c
z
-
2
B
が
認
め
て
い
る
後
見
人
の
免
除
権
は
も
た
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
彼
は
遺
言
に
お
け
る
意
思
表
示
に
よ
っ
て
後
見
人
と
し
て
疑
わ
し
い
者
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
数
多
く
の
法
文
に
対
し
て
、
次
の
法
文
に
お
い
て
は

E
印
宮
E
-
2
5
は
寸
国
家
制
定
法
」
と
い
う
意
味
を
も
た
な
い
。

ロ・品
-
N
-
M
ω

胃・

(
d
q
gロ
5)ワ
自
分
は
高
貴
な
身
分
で
あ
る
と
表
明
し
た
者
が
街
の
中
で
強
迫
さ
れ
、
自
ら
が
負
っ
て
い
な
い
債
務
を
不
当
に
弁
済

し
た
、
と
い
う
事
実
に
は
蓋
然
性
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
宮
田
匂
己

E
2
5
の
助
け
を
求
め
、
そ
し
て
何
ら
か
の
官
憲
に
保
護
を
求
め
て
、
暴
力

を
用
い
て
強
迫
さ
れ
る
の
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
推
定
を
覆
す
に
は
、
暴
力
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
明
白

な
証
拠
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

北法41(4・42)1502



求
め
る
L

(
円

E
E虫
色
m
E
Z
Z
B
H
)
5
2
8門田
05)
、
「
一
己
的
℃
ロ
豆
一

2
5
の
助
け
を

(
宮
田
宮
匡
一

2
5
E〈
0
2
2
)
お
よ
び
最
後
の
文
章
は
古
典
的
と
は
い
い
が
た
く
、
卑
俗
的
な
用
語
法
で
あ
る
。
後
期
の
勅
法
に

エ
ー
ル
リ
ツ
ヒ
に
よ
れ
ば
、

J
両
貴
な
身
分
で
あ
る
と
表
明
す
る
」

こ
れ
と
同
様
の
卑
俗
的
な
用
語
法
が
み
ら
れ
る
。

(
三
)
両
義
の
関
係

以
上
の
よ
う
に
、

E
印
E
E
-
2
B
は
「
国
家
組
織
法
L

と
「
国
家
制
定
法
L

と
い
う
こ
つ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
の
両
義
は
ど

の
よ
う
な
関
係
に
立
っ
か
。

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、

ロ
ー
マ
人
に
と
っ
て

E
m
℃
cz-2ヨ
は
一
個
の
概
念
で
あ
り
、

ロ
ー
マ
人
は
こ
の
表
現
で
ま
ず
「
国
家
組

織
法
」
を
理
解
し
た
。
少
な
く
と
も
概
念
規
定
を
志
向
す
る
箇
所
で
は
、

れ
て
い
る
。
こ
の
「
国
家
組
織
法
」
の
概
念
は
、
も
ち
ろ
ん
近
代
の
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、

E加
古

Z
E円
2
5
は
す
べ
て
「
国
家
組
織
法
L

の
意
味
で
用
い
ら

ロ
ー
マ
で
は
ま
ず
十
二
表
法
が
、
次
に

法曹法の歴史的基礎づけ(2・完)

国
家
が
そ
の
存
立
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
制
定
し
た
す
べ
て
の
法
が

E
印
℃
ロ
E
W
C
B
に
数
え
ら
れ
た
が
、
国
家
制
定
法
に
お
い
て
も
政

治
的
目
標
と
国
家
組
織
法
上
の
諸
問
題
が
扱
わ
れ
た
。

こ
の
こ
と
は
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
概
念
規
定
に
と
り
わ
け
強
く
表
れ
て
い
る
。

H
H
r
H
・
H
-
N
(
C
ザ一回ロロ印)・

2
∞℃ロ豆一

2
5
と
は
ロ

l
マ
国
の
組
織
に
か
か
わ
る
法
で
あ
り
、
一
口
回
目
)
ユ
〈
白
E
B
と
は
個
人
の
利
益
に
か
か
わ
る
法

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
に
は
公
的
に
有
用
な
も
の
と
私
的
に
有
用
な
も
の
が
あ
る
。
百
三
)
ロ
ゲ
ロ
2
5
は
祭
紀
の
法
、
神
宮
の
法
、
政
務
官
の
法
か

ら
成
り
立
つ
。

-gH)門戸
4
R
E
E
に
は
三
つ
の
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
の
、
万
民
の
、
そ
し
て
口

5]
丘
三
Z
の
旋
が
そ
れ
で
あ
る
。

ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、

吉
∞
吉
宮
山

2
5
と
は
国
家
組
織
法
(
正
確
に
は
官
職
法
)

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
置
さ
れ
る
の
は
非
国
家
組

織
法
で
は
な
く
、
「
個
人
の
利
益
に
か
か
わ
る
L

吉
田
宮

Z
E己
目
で
あ
り
、
こ
の

E
回
目
肖
ぞ
え
ロ
ヨ
は
「
自
然
の
、
万
民
の
、

そ
し
て

〔
吉
田
]

北法41(4・43)1503
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丘
三
】
ぬ
の
提
」
か
ら
成
り
立
つ
非
国
家
制
定
法
で
あ
る
。

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
は
宮
田
℃
ロ

Z
-
2
5
の
概
念
史
に
関
し
て
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
次
の
史
料
を
引
用
す
る
。

論

c
n
R
P
骨

B
E
E
-
g
H
N
-
w
国
家
に
法
を
制
定
し
た
者
が
区
別
せ
ず
確
定
し
な
か
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
義
務
心
は
何
に
由
来
し
宗
教
は
誰

に
由
来
す
る
か
、
一

5
m
g
z
z
g
ゃ
い
わ
ゆ
る

E
E
H玄
ぽ
は
何
に
由
来
す
る
か
、
正
義
、
誠
実
、
衡
平
は
何
に
由
来
す
る
か
:
:
:
と
い
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
、
哲
学
者
逮
は
何
も
い
っ
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
正
し
く
誠
実
に
は
い
わ
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
思
う
に
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
あ
る
人
達

に
由
来
す
る
の
だ
。
彼
ら
は
、
教
養
と
い
う
形
で
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
も
の
の
う
ち
、
あ
る
も
の
を
慣
習
法
と
い
う
形
で
確
定
し
、
他
の
も
の

を
法
律
と
い
う
形
で
制
定
し
た
。
す
ぐ
れ
た
哲
学
者
の
一
人
で
あ
る
ク
セ
ノ
ク
ラ

l
テ
ス
で
さ
え
、
彼
の
弟
子
達
が
学
ん
だ
こ
と
は
何
か
、
と
関
わ
れ

た
と
き
、
そ
れ
は
法
律
で
強
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
自
ら
の
意
思
で
な
す
こ
と
で
あ
る
、
と
答
え
た
と
い
う
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
哲
学
者
達

が
弁
論
に
よ
っ
て
と
う
て
い
説
得
し
え
な
い
こ
と
を
命
令
と
法
律
が
規
定
す
る
罰
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
人
に
、
そ
れ
を
研
究
す
る
者
に
さ
え
も
強
制
し

う
る
市
民
は
、
哲
学
者
に
優
っ
て
い
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
彼
ら
の
弁
論
は
、

zm同)ロ豆町
2
5
と
慣
習
法
に
よ
っ
て
き
ち
ん
と
秩
序
づ
け

ら
れ
た
国
家
の
目
標
と
な
る
ほ
ど
究
め
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
両
義
が
互
換
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、

吉印
H
U

ロ
E
-
2
5
が
ど
ち
ら
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
確
定
す
る
の
は
困
難
で
あ

と
い
う
想
定
が
可
能
で
あ
る
。

る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、

エ
ー
ル
リ
ツ
ヒ
は
さ
ら
に
次
の
史
料
を
引
用
す
る
。

。
円
巾
吋

0

・
含
号
B
o
ω
ω
・
ω品
一
私
は
、
山
口
印
刷
淫
豆
町

2
5
す
な
わ
ち
こ
の
国
が
用
い
て
い
る
法
律
に
よ
っ
て
裁
判
を
受
け
ず
に
国
民
が
損
害
を
被
る
こ

と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
、
と
考
え
る
。
こ
れ
が
こ
の
国
で
は
王
達
が
い
た
時
代
で
さ
え
も
法
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
父
祖
達
か
ら
我
々
に
引
き
継
が
れ
て

き
た
こ
と
で
も
あ
り
、
ま
た
'
自
由
な
国
家
に
固
有
な
こ
と
な
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
国
民
は
、
元
老
院
や
民
会
の
裁
判
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
に
つ
い

て
任
命
さ
れ
た
審
判
人
に
よ
る
裁
判
を
受
け
ず
に
頭
格
や
財
産
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
君
は
自
分
が
行
な
っ
た
こ
と
を
す
べ
て
無
に
し
よ
う
と
い

う
の
か
。
公
明
正
大
な
こ
と
を
行
な
っ
て
い
る
つ
も
り
か
。
君
は
正
し
い
こ
と
を
行
な
わ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
君
は
か
つ
て
護
民
官
で
は
な
か
っ

た
か
。
今
は
貴
族
で
は
な
い
か
。
私
は
神
官
遠
の
前
で
弁
論
し
て
い
る
。
鳥
占
師
達
も
列
席
し
て
い
る
。
つ
ま
り
私
は
宮
∞
宮
豆
一

2
B
の
真
中
に
い

る
の
だ
。

北法41(4・44)1504



キ
ケ
ロ
は

E
m
u
z
z
-
2
B
と
い
う
表
現
で
ま
ず
法
律
を
理
解
し
、
次
に
共
和
政
期
の
自
由
を
形
成
す
る
法
全
体
を
理
解
し
、
公
的
な
慣
習

法
を
理
解
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
事
柄
で
あ
る
こ
と
を
キ
ケ
ロ
は
意
識
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

箇
所
が

E
m
吉
正

{
2
5
の
概
念
史
を
理
解
す
る
上
で
の
鍵
と
な
泊
。

法曹法の歴史的基礎づけ(2・完)

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
こ
の

(
削
)
河
上
・
フ

l
プ
リ
ヒ
ト
前
掲
訳
書
(
注
7
)
三
二
二
頁
以
下
は
、
『
法
源
論
』
の
本
節
を
引
用
し
、

ω
g丘
団
吋
巾
円
宮
は
印
門
白
血

E
n
Z印刷
N
R
Z

に
含
ま
れ
る
か
ら
両
者
の
訳
し
分
け
は
不
要
で
あ
る
、
と
す
る
。
し
か
し
、
以
下
の
叙
述
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
『
法
源
論
』
に
関

す
る
限
り
こ
の
見
解
は
不
正
確
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
、
目
白
血
仲
間
叶
R
Z
と
は
成
立
の
仕
方
(
制
定
法
か
慣
習
法
か
)
と
は
関
係
な
く

そ
の
内
容
が
国
家
に
か
か
わ
る
法
で
あ
り
、
色
白
血

E
n
y
g
閉
山

2
Z
と
は
内
容
(
公
法
的
か
私
法
的
か
)
と
は
関
係
な
く
そ
の
形
式
が
国
家
に
由

来
す
る
法
で
あ
る

(ω
・
5
5
0
筆
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
「
国
家
組
織
法
」
「
国
家
制
定
法
」
と
い
う
訳
語
を
つ
け
た
の
も
、
こ
の
理
由
に
よ
る
。
両

者
は
、
同
室
田
が
理
解
す
る
よ
う
に
「
同
心
円
」
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
共
通
す
る
部
分
(
制
定
さ
れ
た
国
家
組
織
法
)
を
も
っ
別
々
の
円

を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
問
)
エ

l
ル
リ
ッ
ヒ
が
引
用
す
る

C
2
5・
骨
号

g
o
a
-
口
1
5・
目

Ew
町
w凶
巳
冨
も
参
照
。

(捌

)
ω
-
H
S・

(加

)ω
・
5
忠
・
心
ロ
山
口
江
戸
円
釦
ロ
ロ
タ
一
口
印
昨
日

E
昨日
O
O
Z
E江
田
M
M
N
-
P
ω
ω
・
〉

5
。巳

5
・
0
弓匂}回口印唱一同
U

内〈

-
2・

(加

)ω
・
口
。
・
。
・

H・
H・
--N(己
]
玄
白
ロ
ロ
凹

)wcn巾
gw
山
口
〈
三
宮

E
g
g
-
門
ぽ
色
。

B
o
z
-
∞
『
ロ
吉
田
民
戸
胃
O

回出血

σ町
一
。
ロ

(
加
)
エ

i
ル
リ
ツ
ヒ
が
引
用
す
る
む
・
品
・
印
・
印

-N(司
白
色
ロ
印
)
ゅ
の
・
由
・
臼
・

5
・
Nn
も
参
照
。

(
加
)
山
口
凹
℃
ロ
Z
-
2
5
が
法
律
を
表
わ
す
例
と
し
て
、
エ
ー
ル
リ
ツ
ヒ
が
引
用
す
る
む
・
邑

-N・
5
・
H(司
印
巳

5
)
・
0
・
担
-
M
・
E
-
H
(司
白
立
口
広
ロ
ロ
印
)
・

C
2
5
w
円凶巾門目。ョ。

HN∞w
5
0・
呂
町
も
参
照
。

(
加
)
こ
の
宮
田
宮
H
Z
-
2
5
は
フ
ア
ル
キ
デ
ィ
ア
法
(
し
か
も
そ
の
文
言
口
そ
の
も
の
)
を
指
す

(ω
・
口

N)
。

(
揃
)
こ
の

zmucσ
ロ
2
5
も
フ
ア
ル
キ
デ
ィ
ア
法
を
指
す

(ω
・
口

N)。

(
加
)
こ
の
宮
田
宮
σロ
2
5
は
元
老
院
議
決
を
指
す

(ω
・
口
品
)

0

次
注
を
参
照
。
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説

(
捌
)
こ
の
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
文
は
「
強
行
法
」
を
論
ず
る
際
に
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
引
用
さ
れ
る
有
名
な
法
文
で
あ
る
が
、
エ
ー
ル
リ
ツ
ヒ
は
レ

l

ネ
ル
(
戸
内
ロ
巾
}

w

可丘一口

m
g
)
を
引
用
し
て
、
こ
れ
は
'
自
治
体
の
政
務
官
が
選
定
し
た
後
見
人
に
対
す
る
彼
の
責
任
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
、
と

す
る
。
す
な
わ
ち
、
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
文
と
直
前
の
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
文
は
同
じ
問
題
を
扱
っ
て
お
り
、
こ
の
二
法
文
に
お
け
る
2
2
U
C
2
r
z
g
は
、

こ
の
政
務
官
の
責
任
が
導
入
さ
れ
た
ト
ゥ
ラ
イ
ア
ヌ
ス
帝
時
代
の
元
老
院
議
決
を
指
し
て
い
る

(ω
・
口
品
)
。
な
お
、
「
強
行
法
L

に
つ
い
て
は
本

稿
次
節
を
参
照
。

(
捌
)
宮
印
匂
ロ
σロ
2
5
が
告
示
を
示
す
例
と
し
て
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
が
引
用
す
る
む
・
民
・
「
∞
(
C
6
2
ロ
ロ
印
)
-
n
-
N
・

8
・
y
h
・
N
-
E
・
ω
-
n
・
N
-
b
-
N

も
参
照
。

(
加
)
こ
の
法
文
は
、
「
自
由
人
に
値
し
な
い
労
務
を
負
わ
せ
る
た
め
の
契
約
」

(
O
匂
向
田
巾
。
ロ
ぬ
吋
田
口
仏
国
巾
民
σ巾
ユ
巳

2
2
5白
-B宮
包

S
巾
)
に
か
か
わ

る
も
の
で
あ
り
、
周
知
の
よ
う
に
こ
れ
に
関
す
る
規
定
が
告
示
に
あ
る
お
目
見
印
)
。

(
加
)
こ
の
法
文
は
、
告
示
に
基
礎
を
も
っ
「
埋
葬
訴
権
」
2
2
2
F
ロ
ロ
巾
『
白
ユ
釦
)
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る

(ω
・口印)。

(
加
)
宮
田
宮
豆
一

2
5
が
勅
法
を
一
不
す
例
と
し
て
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
が
引
用
す
る
り
・
邑
・
ω
-
E
(
冨
R
n日
間
ロ
ロ
凹
)
L
)
N
吋
H
・

s・
ω
(
司
印
刷
比
三
由
ロ
ロ
印
)
唱
。

N
叶
-
H
・
ω
品
(
司
白
巳
ロ
印
)
帽
の
-
H
C
K
H
C
P
P
H
0
・
A
H
ω
-
N
w
h
-
H
0
・
印
(
)
N
W
U
-
M
∞
・
]
{
・
ω
(
H
U
白
円
比
三
国
ロ
ロ
凹
)
w
U
N
A
H
H
・
叶
・
由
(
C
S
E
ロ
ロ
印
)
・
己
目
{
)
・
]
{
吋
-
H
H
∞
-

H
(
広
巾
阿
国
ア
ロ
・
印
(
)
弓
品
目
一
-
H
(
E
O
B
)
唱
。
・
品
-
H
M
-
M
w
h
・
∞
-
N
ω
・

5
・
n
-
A
F
・
ω
ω
・
ω
入
U
・
∞
H
0
・
印
入
U
・
叶
・
ω
申
y
h
-
N
-
H
H
・
H
・
(
い
・
、
H，F
・
ロ
-
H
N
も

参
照
。

(
出
)
被
相
続
人
に
「
遺
産
に
役
権
を
設
定
す
る
担
保
問
答
契
約
」

(
g
E。
]
巾
宮
古
2
5
認
可
〈
自
己
0
2
5
)
の
締
結
を
許
し
た
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ

リ
ウ
ス
帝
の
勅
法
を
指
す

(ω
・
口
∞
)
。
た
だ
し
、
こ
の
勅
答
は
公
の
利
益
(
ロ

E-昨
日
吉
宮
山

g)
に
か
か
わ
る
(
わ
-
m
・
2
・N
)

の
で
、
こ
の
法
文

は
「
利
益
説
」
の
根
拠
に
も
な
り
う
る

(ω
・
ロ
吋
)

0

(
山
)
「
後
見
人
の
免
除
権
」
を
定
め
る
勅
法
を
指
す

(ω

コ叶)。

(出

)ω
・
区
民
・

(
川
)
エ
!
ル
リ
ッ
ヒ
が
引
用
す
る
わ
、
H
d
・
-
出
口
y
n
-
H
申
・
∞
-
y
n
-
H
・
申
-
E
胃
・
を
参
照
。

(
加
)
前
掲
ロ
-
H
・
H
・
r
N
(
g
u
u
E
印
)
唱
百
円
三

5
・
3
2
E
E
〈

E
F
C
n
R
0・
色
町
。

E
Z吋
巾
円
N
O
H
を
参
照
。

(別

)ω

昆
虫
・

(別

)ω
・

5
0・

~A 
H聞
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(加

)ω
・

5
0・四

「
一
己

ω
℃
ロ
巴
片
C
E
は
私
人
の
合
意
に
よ
っ
て
は
変
更
さ
れ
え
な
い
L

法曹法の歴史的基礎づけ(2・完)

通
説
は
吉
田
吉
宮
山

2
5
の
概
念
を
規
定
す
る
た
め
に

J
5
E
E
-
2
5
は
私
人
の
合
意
に
よ
っ
て
は
変
更
さ
れ
え
な
い
」
と
い
う
命

(
叩
)

題
を
し
ば
し
ば
用
い
、

zm℃
CH}
ロ
2
5
を
「
強
行
法
」
と
い
う
意
味
で
理
解
す
る
。
し
か
し
、
ェ

l
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
命
題
は

{
凹
)

史
料
に
お
い
て
は

E
m
℃ロ
E
片己
E
の
概
念
規
定
と
し
て
現
れ
る
の
で
は
な
い
。
一
方
、
強
行
法
で
な
い
吉
田
匂
ロ
Z
-
n
z
B
の
例
も
あ
み
。
こ

の
命
題
が
史
料
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
脈
絡
が
明
ら
か
な
限
り
で
は
、
「
こ
の
種
の
担
保
問
答
契
約
に
よ
っ
て
誰
も

E
印刷}ロ豆町

2
B
を

制
限
し
え
な
い
」
三
頭
政
治
を
行
な
う
二
人
の
合
意
に
よ
っ
て

E
m
℃
与

-
5
5
は
変
更
さ
れ
え
な
凶
L

「
自
由
な
信
託
を
行
な
う
者
は

E由

吉

E
-
2
5
を
変
更
し
え
な
い
L

と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
命
題
は
一
般
的
に
述
べ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
い
つ
も
具
体
的
な
ケ

l
ス
を
念
頭

(
悶
)

に
お
い
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
史
料
に
お
い
て
は
、
こ
れ
と
類
似
の
用
語
法
、
す
な
わ
ち
一
定
の
法
領
域
に
お
い
て
私
人
の
意
思
を
介
入
さ
せ
ま
い
と
す
る
用
語

(
悶
)

法
が
非
常
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。

ロ
-N・
Z
-
N吋
・
品
(
司

E
Z凹
)
一
要
す
る
に
、
私
的
な
事
柄
に
か
か
わ
ら
な
い
合
意
は
守
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

U
-
N
E
b
(
E立
三
自
己
的
)
い
債
権
者
と
債
務
者
の
間
で
、
債
権
者
は
質
入
し
た
土
地
に
か
か
る
租
税
の
義
務
を
負
わ
ず
、
債
務
者
が
こ
れ
を
支
払

う
、
と
の
合
意
が
成
立
し
た
と
い
う
場
合
に
つ
い
て
、
私
は
次
の
よ
う
に
解
答
し
た
。
こ
の
契
約
は
国
庫
に
対
し
て
は
無
効
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
、
国

庫
に
関
す
る
法
規
定
は
私
人
の
合
意
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
え
な
い
の
だ
か
ら
、
と
。

ロ-
M
・

E-ω
・
胃
・

3
2
2
0
E
)
い
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
帝
と
ウ
エ
ル
ス
帝
は
次
の
よ
う
に
勅
答
し
た
。
私
人
の
合
意
に
よ
っ
て
他
人
の
権
利
を
侵
害
し
え
な
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説

い
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
被
相
続
人
の
母
と
相
続
人
の
間
で
な
さ
れ
た
和
解
に
よ
っ
て
遺
言
が
無
効
に
な
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
ま
た
、

こ
れ
に
よ
っ
て
被
解
放
者
あ
る
い
は
受
遺
者
が
自
ら
の
訴
権
を
失
う
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。

論

こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
あ
る
法
命
題
が
強
行
法
か
否
か
を
(
そ
れ
が
吉
田

u
z
z
-
2
E
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
は
な
く
)
一
般
的
な
原
則

(
事
柄
が
公
的
な
も
の
に
か
か
わ
る
か
、
私
的
な
も
の
に
か
か
わ
る
か
)
か
ら
導
出
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
際
も
っ
と
も
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
だ
さ
れ
た
の
が
宮
田
匂

z
z
-
2
5
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

zmuzz-nロ
自
は
そ
れ
が
有
効
な
新

し
い
皇
帝
法
を
含
ん
で
い
る
限
り
で
通
常
は
強
行
法
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
解
釈
法
規
(
補
充
法
、
任
意
法
)
は

E
m
丘
三
宮
固
有
の
領

(
問
)

域
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

(
加
)
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ヤ
イ
ト
(
切
・
巧
片
足
m
n
y刊
五
円
、
各
円
E
n
F
己
2
司
自
己
巾

E
g
w
吋
・
〉
口
出
-
L出
-Fω
・
3
)
は
「
私
人
の
意
思
を
す
べ
て
排
除
す
る
法

規
が
あ
る
。
こ
の
法
規
は
、
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
当
事
者
が
そ
の
法
規
を
適
用
さ
せ
な
い
旨
の
意
思
表
示
を
し
て
も
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
が

強
行
法
で
あ
る
。
強
行
法
で
な
い
法
規
は
、
権
利
関
係
が
私
人
の
意
思
に
よ
っ
て
そ
の
法
規
の
定
め
る
と
こ
ろ
と
は
異
な
っ
て
秩
序
づ
げ
ら
れ
る

こ
と
を
認
め
、
私
人
の
意
思
に
よ
る
権
利
関
係
の
秩
序
づ
け
が
存
在
し
な
い
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
」
と
述
べ
る
。
こ
の
文
章
に
付
さ
れ
て
い

る
注
で
は
、
「
史
料
は
強
行
法
を

E
印匂ロ

Z
-
n
C
E
-
-
5
2
5
5ロ
5
・

2
江
田
向
。
コ
H
M

何
回
あ
る
い
は
単
に
吉
凶
と
呼
ぶ
L

と
述
べ
ら
れ
、
典
拠
と
し
て

ロ
-
N
・
Z-ω
∞
(
司
目
立
ロ
山
田
口

5)
と
ロ
・
ロ
・
叶
-
N
0
・H
肖
・
(
己
目
立
国
ロ

g)が
掲
げ
ら
れ
る
。

強
行
法
論
(
私
人
が
形
成
す
る
権
利
関
係
と
法
律
の
関
係
)
と
エ

l
ル
リ
ッ
ヒ
の
法
源
論
(
と
り
わ
け

2
2
5
の
問
題
)
の
学
説
史
的
関
連

は
重
要
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
詳
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
機
会
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

(m)
エ
1
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
強
行
法
を
意
味
し
な
い
吉
凶
℃
ロ
豆
一

2
5
は
り
・
呂
戸
∞

(
d
f
sロロ印
)
W
0
・
民
-
N
・
申
(
司
回
日
比
三
白
ロ

5)噌
ロ
・
見
-

H

・

ω
C
(
~
門】巾
B
Y
ロ
-
N
吋-H
・
s
-
H
(
句
白
巳
ロ
印
)WH)
・ω
印
-H
・コ・

ω
(
司担問)宮山由ロロ印
)
L
)・
8
・ω
-
E
(
宮
司

nUHE印)入
U
-
E
・
E
-
M
に
み
ら
れ
る

(
ω
-
E
H
)
。

(
加
)
前
掲
(
前
節
)
り
・
呂
・
叶
印
・
斗

(
d
f
uロロ印)・
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(
捌
)
前
掲
(
前
節
)
ロ
・
ミ
・
∞
・
「
由

(
d
S
E
2
5
)
・

(
悶
)
前
掲
(
前
節
)
ロ
・

ω
∞-
H

・
お
(
司
喜
一
三
白
ロ
ロ
凹
)
・

(剖

)ω
・

5
H

(
加
)
同
じ
用
語
法
が
み
ら
れ
る
法
文
と
し
て
エ

l
ル
リ
ツ
ヒ
が
引
用
す
る

U
-
N
E・吋
-
E
(
C
S
Eロ
5
)
・0・

Nω

品
・
印
・
買
・
(
句
gzm)w
口
出

N

5
・
H(司
同
七
吉
岡
田
口
己
印
)
・
ロ
-
s
-
H・
H・
5
(
C
S
Eロロ叩)ゆ】
)
-
A
F

吋

NNhH(の
白
三
回
)
・
0
日
0

・∞

-N・∞

(cfsロ
ロ
凹
)
・
ロ
・
印
。
・
ロ
-
M
吋
(
旬
。
自
℃
O
Eロ印
)w

n・M
・
E
-
N・少
Z
0
4巾

-ENN・
お
も
参
照
。

(m)ω
・

5
t・

一五

吉
ω
℃ロ豆一

2
5唱
Eω

℃ユ〈
ω
E
B
と

Eω
巳
irM

法曹法の歴史的基礎づけ(2・完)

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
史
料
に
お
い
て
は
宮
山
℃
c
z
-
n
z
E
と
吉
∞
丘
三
ぽ
を
対
置
す
る
用
語
法
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
と
並

ん
で

E
回目)己豆一

2
5
と

-5
胃
芝
山
E
B
の
対
置
も
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

吉
田
沼
口
σロ
の
ロ
ヨ
や
吉
田
丘
三
}
ぬ
が
何

か
と
対
置
さ
れ
る
こ
と
な
く
し
ば
し
ば
単
独
で
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、

吉
印
匂
立
〈
ω苫
ヨ
は
単
独
で
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
ず
、
必
ず

と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
吉
田
℃
ロ
HU--nzE
が
そ
の
対
立
物
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ェ

l
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
そ

れ
は
、

E
∞
官
ぞ

ω
E
E
が
吉
田
宮
号

Z
2
5
や
吉
田
丘
三
-o
よ
り
も
は
る
か
に
人
為
的
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
百
聞
℃
己
)
ロ

2
5
か
ら
論
理

(
剛
山
)

的
に
反
対
概
念
を
導
き
出
す
必
要
性
に
よ
っ
て
の
み
生
じ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は

E
印
有
-
g
E
B
と
は
何
か
。
右
に
述
べ
た
事
情
か
ら
宮
印
胃
-
g
E
B
の
具
体
的
な
内
容
を
示
す
史
料
は
き
わ
め
て
乏
し
い

が
、
円
E
W
E
-
)ユ
〈
丘
町
凶
が
宮
印
円
)
ユ
g
E
S
に
含
ま
れ
る
こ
と
、
所
有
権
と
役
権
が
吉
田
耳
芝
山
門
Z
B
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
が
す
で
に
わ
か

北法41(4・49)1509



説

(
川
}

っ
て
い
る
。

吉ム
悶冊

ロロ巾円

0・
回

E
E印
出
品
一
彼
は
古
田
宮
g
F
2
5
も

[一口印]

官一〈白

E
5
2
n一
三
宮
も
知
ら
な
か
っ
た
。

北法41(4・50)1510 

他
方
、
次
の
史
料
が
示
す
よ
う
に

E
m
胃

-
S
E
E
と
古
∞
巳
三
ぽ
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
。

-
C
印匂司同〈釦門戸』口
J

戸

と
吉
田
巳
三
ぽ
の
関
係
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
次
の
点
が
考
量
さ
れ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
周
知
の
よ
う
に
ロ

l
マ
の
法
学
者
は

E
ユ
∞
丘
三
宏
匂
耳
目

E
∞
と
呼
ば
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
が
、
史
料
に
は
こ
れ
と

並
ん
で
、

吉
ユ
印
匂
ロ
Z-n-o仲
間
)
ユ
〈
釦
江
宮
司
山
吉
田

(
u
q
R
U∞
-55)
と
い
う
表
現
が
し
ば
し
ば
、

が
と
き
お
り
み
ら
れ
討
の
に
対
し
て
、

E
ユ
印
℃
吋
芝
山
片
山
宮
ユ

g
m
と
い
う
表
現
が
一
度
も
出
て
こ
な
い
、
E
ユ
印
吉
宮
笠
宮
ュ

zmと
い
う
表
現

と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
宮
門
町
回

目
】
『
守
主
一
円
】
ぬ
『
宮
』
∞
の
代
わ
り
に
宮
司
目
的
。
守
山
}
一
回
目
】
均
一
言
∞
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

E
1的
U
Z
E
E
U
0
1
E∞
と

E
ユ
∞
丘
三
巴
印
刷
)
ぬ
ユ
宮
山
は
異
な
る
職
業
で
あ
り
、
前
者
は
吉
田
吉
宮
一

2
5
に
、
後
者
は

E
m
胃

-
S
E
E
に
、
{
ロ
ユ
回
目
)ZE目。
-
2
耳
目
〈
巳
一

{

山

地

)

胃
『
山
門
戸
窃
は
両
方
に
た
ず
さ
わ
る
者
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、

一
口
伝
巳
ロ
ヨ
三
〈
巳
ロ
E
と
吉
田
丘
三
-o
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
み
た
よ
う
同
、
古
加
の
ま
一
ゆ
が

E
-
n
E
E

円)江〈釦

E
B
で
適
用
さ
れ
る
法
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

キ
ケ
ロ
は
訴
訟
を

g
g
ω
匂
与
ロ

g
と

g
z
g
もュ

g
g
に
分
類
し
て
お

り
、
こ
れ
に
従
っ
て
事
件
は

E
色。

E
E
℃
z
z
-
2
B
と
古
門
出
。

E
g
耳目

g
E
B
で
裁
判
さ
れ
た
が
、
こ
の
場
合
吉
田
丘
三
]
ゆ
が

g
z
g

(
加
)

胃
芝
山

E
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

第
三
に
、
不
動
産
法
に
お
け
る

E
∞
官
守

ω
E
B
と
吉
田
丘
三
ぽ
の
関
係
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
ロ

I
マ
で
は
、
自
由
な
所
有
権
が
及
ん

で
い
る
土
地
は
お
耳
目
肖
芝
山
吉
田
あ
る
い
は
お

-q-耳
目
的
胃
ぞ
己
目
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
す
で
に
キ
ケ
ロ
が
こ
の
土
地
に
対
す
る
権
利
を

(

刑

)

(

叩

)

宮
田
巳
〈
宏
一
と
呼
ん
で
い
る
。
一
度
だ
け
で
は
あ
る
が
、
後
期
の
勅
法
に
も
同
じ
用
語
法
が
み
ら
れ
る
。

さ
て
、
以
上
に
示
さ
れ
た
よ
う
な

E
∞
胃
ぞ
巳
ロ
B
と

E
m
丘
三
宮
の
密
接
な
関
係
を
ふ
ま
え
て
、

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
は
再
度
ウ
ル
ピ
ア
ヌ



ス
文
を
検
討
す
る
。

ロ
-
H
・
H

・H
-

N

(

己目立
g
c
m
)
ニ5
胃
吉
田
E
B
に
は
三
つ
の
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
の
、
万
人
の
、
そ
し
て

で
あ
る
。

[
{
ロ
回
]

円山

irw
の
挺
が
そ
れ

ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
に
よ
れ
ば

E
∞
胃
Z
E
C
E
と
は
要
す
る
に

E
印
丘
三
ぽ
で
あ
る
。
最
狭
義
の

(ロ

l
マ
人
に
の
み
適
用
さ
れ
る
法
と
し
て

の
)
E由
巳
三
-o
の
ほ
か
に
吉
田
買
ぞ
旦

z
g
に
属
す
る
の
は

E
印
問
自
己
Z
B
と

E
∞ロ
ω
E
S
F
で
あ
る
が
、
自
明
の
こ
と
な
が
ら
こ
の
両
者

宮
田
丘
三
}
巾
に
取
り
込
ま
れ
て
ロ

l
マ
で
ロ

l
マ
人
に
適
用
さ
れ
う
る
法
と
な
っ
て
い
る
限
り
で

{
瑚
)

降
)
最
狭
義
の
宮
印
巳
i
z
と
区
別
さ
れ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
こ
の
箇
所
で
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
が
考
え
て
い
る
専
門
用

Iま

(
少
な
く
と
も
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
以

語
と
し
て
の
吉
田
丘
三
万
に
は
「
国
家
制
定
法
」
と
い
う
意
味
は
ま
っ
た
く
な
い
。
同
じ
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
宮
田
口
ω
E
E
Z
に
つ
い
て

は
あ
て
は
ま
る
。
し
か
し
ま
た
、
宮
印

m
g己
ロ
ヨ
に
も
寸
国
家
制
定
法
L

と
い
う
意
味
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
古
∞

m
o
E吉
田
と
は
ロ

1
マ

人
の
法
で
も
諸
外
国
の
法
で
も
な
く
、
地
中
海
沿
岸
の
諸
国
民
に
よ
り
共
通
の
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
た
法
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

法曹法の歴史的基礎づけ(2・完)

ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
文
に
お
げ
る
三
つ
の
宮
印
有
ぞ
え
ロ

B
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
非
国
家
制
定
法
L

か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ウ
ル
ピ
ア

ヌ
ス
文
に
お
い
て
宮
∞
宮
E
-
2
5
が
寸
国
家
組
織
法
」
だ
け
で
な
く
「
国
家
制
定
法
L

を
も
含
み
、

E
師
同
)
ユ
〈
州
民
ロ
自
は
寸
法
曹
法
」
だ
げ

E
由円】
Z
E
-
2
5
と

E
∞
胃
芝
山
E
B
の
対
立
は
「
国
家
制
定
法
」
と
「
非
国
家
制
定
法
」
の
対
立
に
解
消
す
る
。

を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、

(加

)ω
・
呂
田
内

(
加
)
前
掲
(
第
一
二
節

)
n
w
q
P
5
心
三
口
E
B
わ
白
m
n
ロ
E
B
ロ
-z・
5
お
よ
び
新
工
事
通
知
に
関
す
る
諸
法
文
を
参
照
。

(
加
)
エ

l
ル
リ
ッ
ヒ
が
引
用
す
る
の
-nR0・
骨

Z
m
-
σ
5
日
∞
も
参
照
。

北法41(4・51)1511 



説

(
却
)
一
ロ
コ
凹
匂

C
E
E
℃
巾
ユ
吉
田
と
い
う
用
語
法
は

C
2
2・∞
E
E印
N雪
-NS-
官
。
切
出

50ω
少

円

2
2∞
-
一
関
口
冨
に
み
ら
れ
る

(ω
・
5
2
)
。

(却

)ω
・
5
R・

(
加
)
本
稿
第
三
節
を
参
照
。

(出

)
ω
-
E叶
・
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
が
引
用
す
る

C
2
5・∞
E
E印
ωHY
舟
℃
白

E
E
C
5
2氏
。
ユ
出

5
0・
骨
。

E
Z吋巾円

NCH
も
参
照
。

(
捌
)
エ

1
ル
リ
ッ
ヒ
が
引
用
す
る

C
2
8咽
骨

-mm巾
白
鳴

-
E
H
Y
七
円

C
E
R
n
c
g
を
参
照
。

(
却
)
エ

l
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
用
語
法
は
わ
・
己
・
呂
・
印
・
買
よ
日
に
み
ら
れ
る

(ω-E∞)。

(
捌
)
本
稿
第
七
節
を
参
照
。

(加

)
ω
-
H
S

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
他
の
史
料
に
も
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
前
掲
(
第
一
三
節

)n-nog-
己
巾
吋
巾
℃

cu--s-ω
に
お

い
て
は
一

5
胃
守
山

E
B
で
は
な
く

5
2
2
が

EZ)Cσ
ロ
2
5
と
対
置
さ
れ
て
い
る
が
、

5
2
2
と
山
口
印
胃
吉
田

E
B
は
同
一
物
で
あ
る
と
推

論
し
う
る
(
∞

-NCC)
。

ωロ
Z
E
E
-
〉
己

m
Z
2
5
5
も
参
照
。

論

一
六

ロ
ー
マ
以
降
の
発
展

前
節
ま
で
の
叙
述
で

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
る
古
代
ロ

l
マ
法
の
分
析
と
そ
の
紹
介
は
終
わ
る
。
本
節
で
は
中
世
以
降
の
概
念
史
が
扱
わ

れ
て
い
る
が
、
筆
者
が
手
に
し
う
る
ー
し
た
が
っ
て
正
確
に
紹
介
で
き
る
|
史
料
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
本
節
の
叙
述
は
そ
の
概
要
を

述
べ
る
に
止
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

北法41(4・52)1512



さ
て
、
中
世
の
法
学
文
献
に
お
い
て
は
、

E
由。一三

-o
の
概
念
規
定
は

g
召
z
m
Eユ
∞
の
法
源
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
、
注
釈
学
派
も
後
期

注
釈
学
派
も
吉
印
丘
三
貯
を
史
料
で
用
い
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
、
す
な
わ
ち
、
一

g
m
o
E
E自
の
対
立
物
、

E
m
F。口。
E円
E
B
の
対

立
物
、
「
法
曹
法
」
と
い
う
意
味
で
用
い
る
が
、
こ
れ
と
並
ん
で

E
m
丘
三
宮
は
い
わ
ば
専
門
用
語
と
し
て
寸
制
定
法
L

(

と
り
わ
け
ロ

l
マ

帝
国
の
法
と
し
て
の

g
弓

5
E江
田
丘
三
宏
の
法
)
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
の

E
∞
丘
三

-o
が
と
く
に
形
成
さ
れ
た
の

は
一

5
丘
三
ぽ
と
並
ん
で
「
教
会
法

L
Q
5
2
D
Oロ円
2
5
)
が
理
論
・
実
務
の
対
象
と
し
て
登
場
し
た
と
き
で
あ
り
、
こ
れ
以
降
は
教
会
法

が
吉
田
丘
三
ぽ
の
自
明
の
対
立
物
と
な
る
。
こ
の
中
世
の
用
語
法
を
純
粋
に
維
持
し
て
い
る
の
が
英
米
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
巳
己
ご
ω
ヨ

ロ
ー
マ
法

(
g
B
E
Eさ
)
、
私
法
(
胃

-
g
z
z
d司
)
、
普
通
法

(8日
目
。
ロ
釘
を
)
と
は
決
し

は
の
。
弓

5
E江
田
丘
三
一
目
的
の
法
を
意
味
し
、

法曹法の歴史的基礎づけ(2・完)

て
混
同
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
吉
田
℃
己
σ
2
2
5
と
山
口
∞
耳
目

g
E
B
の
用
語
法
の
発
展
も
同
様
で
あ
っ
た
。
宮
田
宮
E
-
2
5
の
多
義
性
は
中

世
イ
タ
リ
ア
の
法
学
者
達
に
と
っ
て
少
な
か
ら
ず
厄
介
な
代
物
で
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
、
宮
印
℃
己
E
W
C
E
が
も
っ
多
く
の
意
味
の
う

ち
の
一
つ
が
専
門
用
語
に
な
る
。
そ
れ
は
、
寸
国
家
に
直
接
関
係
す
る
法
命
題
」
(
現
在
な
ら
国
家
組
織
法
お
よ
び
行
政
法
に
数
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
法
命
題
)
と
い
う
意
味
で
あ
刻
。

ド
イ
ツ
の
用
語
法
は
中
世
イ
タ
リ
ア
の
用
語
法
と
直
接
結
び
付
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
初
は

g
召
5

Eユ
印
【
比
三
宏
の
法
は

-omg

や
が
て

Z
m
g
に
含
ま
れ
る
法
が
吉
田
丘
三
ぽ

と

no門
司

5

Eユ
印
の
山
口
。
巳
己
の
法
は

g
D
O
D
2
2
0
2
0
E
-
2
)
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、

と
呼
ば
れ
、
「
世
俗
の
法
」
と
し
て
教
会
法
に
対
立
す
る
よ
う
に
な
刻
。

こ
の
用
語
法
に
最
初
の
変
化
が
起
こ
っ
た
の
は
、
大
学
で
ド
イ
ツ
の
法
発
展
の
授
業
を
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
で
あ
り
、

は
特
別
法
に
対
す
る
寸
普
通
法
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
た
。

他
方
、

日ロ由。一〈口。

北法41(4・53)1513

一
六
世
紀
か
ら
国
家
組
織
法
が

g
G
g
Eユ
∞
丘
三
宏
か
ら
独
立
し
始
め
、
刑
法
、
訴
訟
法
も
独
立
の
開
講
課
目
と
な
り
、

ド
イ
ツ
法
、
行
政
法
、
財
政
法
な
ど
が
開
講
さ
れ
た
。

一
八
世
紀
に
は
自
然
法
、
国
際
法
、

七

。
。
与
口
回
目
ロ
ユ

m
n町
三
]
山
田
の
授
業
は
続
い



説

た
が
、
他
の
課
目
で
扱
わ
れ
る
事
柄
に
つ
い
て
の
授
業
内
容
は
次
第
に
形
式
的
に
な
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
用
語
法
に
も
影
響
を

与
え
、
二
ハ
世
紀
以
来
吉
∞
宮
E
R
Z
B
は
「
国
家
組
織
法
」
を
、

z
m
匂
門
戸

4
3
Z
B
は
「
国
家
組
織
法
以
外
の
す
べ
て
の
法
」
を
、
吉
田

巳

i
z
は
「

g苦
5
E円
広
三
三
宕
の
授
業
で
教
え
ら
れ
る
法
(
国
家
組
織
法
、
刑
法
、
訴
訟
法
は
徐
々
に
外
れ
て
い
き
、

人
法
、
財
産
法
、
家
族
法
が
吉
田
吾
と
ぬ
の
主
な
対
象
で
あ
っ
た
)
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
か
)
。

一
九
世
紀
に
は

北法41(4・54)1514

論

近
世
自
然
法
論
も
用
語
法
に
影
響
を
与
え
た
。
「
国
家
組
織
法
」
と
し
て
の
宮
田
宮

E
2
5と
は
別
に
「
国
家
と
国
家
構
成
員
の
関
係
を

規
律
す
る
法
」
と
し
て
の

と
い
う
概
念
が
近
世
自
然
法
論
に
お
い
て
は
じ
め
て
生
ま
れ
、
こ
の
法
は
や
が
て

「
公
共
の
福
祉
に
か
か
わ
る
法
」
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
の
公
法
に
属
す
る
の
は
刑
法
、
訴
訟
法
、
行
政
法
で
あ
り
、

私
法
に
属
す
る
の
は
そ
れ
以
外
の
法
、
す
な
わ
ち
人
法
、
財
産
法
、
家
族
法
で
あ
る
。
今
や
吉
凶

a
i
z
と
私
法
の
対
象
は
重
な
り
合
う
こ

と
に
な
っ
た
。
一
八
世
紀
末
な
い
し
一
九
世
紀
初
頭
に
は
、
大
学
の
授
業
も
こ
れ
に
合
わ
せ
て
、
公
法
(
国
家
組
織
法
、
刑
法
、
訴
訟
法
、

行
政
法
)
の
授
業
が
宮
由
巳
三
宮
か
ら
分
か
れ
、

E
由。
-i-o
の
授
業
は
私
法
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
主
に
大
学
の
授

業
の
都
合
か
ら
「
私
法
L

(

甲
ぞ
巳

zny昨
)
と
「
民
事
法
」

(
c
i
-
B門戸

σ管
問
。
己
目
。

y
g
同

R
Z
)
の
同
義
性
と
い
う
近
代
の
用
語
法
が

生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

E
m
u
z
z
-
2
E
(「
公
法
L
)

(加
)
ω
-
N
C
C
民・

(叩

)ω
・
呂
品
目

(
加
)
ω
-
N

ミ

(加
)

ω

N

G
∞
片
岡
・

(捌
)
ω
-
N
自
民
・



七

私
法
と
公
法

法
発
展
の
基
礎
と
な
る
も
の
の
大
部
分
は
、
ロ
ー
マ
で
も
他
の
国
で
も
国
家
よ
り
古
く
、
少
な
く
と
も
国
家
の
立
法
よ
り
古
い
。
不
動
産

に
対
す
る
所
有
権
、
家
族
、
自
権
者
の
相
続
権
、
宣
誓
に
よ
る
約
束
、
銅
衡
行
為
、
自
然
的
交
換
、
動
産
に
対
す
る
所
有
権
、
不
法
行
為
の

法
、
法
律
訴
訟
に
よ
る
権
利
保
護
と
い
っ
た
諸
制
度
は
、
国
家
が
成
立
し
国
家
に
よ
る
立
法
が
行
な
わ
れ
る
前
に
、
少
な
く
と
も
そ
の
基
本

的
な
形
が
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
国
家
が
強
固
に
な
っ
て
、
国
家
に
属
す
る
人
間
の
諸
関
係
に
介
入
し
そ
れ
を
規
律
す
る
と

い
う
任
務
を
任
え
る
よ
う
に
な
る
と
、
社
会
由
来
の
法
と
並
ん
で
、
国
家
に
よ
る
意
識
的
な
法
の
創
造
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

国
家
に
お
い
て
・
国
家
に
よ
っ
て
成
立
し
た
法
(
国
家
由
来
の
法
)
と
そ
れ
ま
で
の
国
家
以
前
の
・
国
家
外
の
法
(
社
会
由
来
の
法
)

い
わ
ゆ
る
制
定
法
と
慣
習
法
の
対
立
と
は
一
致
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
今
日
の
用
語
法
に
従
え
ば
、
国
家
由
来
の
法
の
一
部
は

法曹法の歴史的基礎づけ(2・完)

の
対
立
は
、

慣
習
法
(
慣
習
法
的
国
家
組
織
法
)
で
あ
り
、
他
方
、
国
家
外
の
法
は
、
た
と
え
ば
十
二
表
法
の
よ
う
に
、
法
典
化
さ
れ
る
(
法
律
に
な
る
)

こ
と
に
よ
っ
て
は
社
会
由
来
の
法
た
る
性
質
を
失
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

古
代
に
お
い
て
も
現
代
に
お
い
て
も
、
国
家
由
来
の
法
を
も
た
な
い
国
家
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
東
洋
の
大
法
典
は
法
典
化
さ
れ
た
慣
習
法

に
す
ぎ
ず
、
国
家
に
よ
る
現
実
へ
の
介
入
は
個
別
的
な
場
合
に
関
す
る
個
々
の
規
定
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
抽
象
的
な
規
範
を
も
た
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ー
マ
の
よ
う
に
早
く
か
ら
国
家
に
よ
る
立
法
が
行
な
わ
れ
た
国
家
で
は
、
そ
の
範
囲
は
急
激
に
広
大
な
も
の
と
な
る
。

国
家
由
来
の
法
と
同
時
に
、
国
家
外
の
法
も
発
展
す
る
。
そ
の
範
囲
は
狭
い
が
深
い
。
な
ぜ
な
ら
、
法
曹
は
、
現
実
が
日
々
生
み
出
す
新

し
い
問
題
に
つ
い
て
の
解
答
が
伝
来
の
法
に
な
く
て
も
、
沈
黙
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
創
造
的
な
法

学
が
成
立
す
る
。
法
曹
は
、
社
会
に
相
対
し
自
ら
の
法
を
社
会
に
通
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
立
法
者
の
よ
う
に
は
法
を
創
造
し
な
い
が
、
法
を と

北法41(4・55)1515



説

「
発
見
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
和
政
期
の
法
学
者
達
が
築
き
上
げ
た
宮
∞
丘
三
宮
と
い
う
強
固
な
構
築
物
は
、
法
律
の
解
釈
に
す
ぎ

論

ま
た
立
法
の
作
品
で
も
な
い
。

(
開
)

は
ロ

l
マ
人
の
考
え
方
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

キ
ケ
ロ
の
「
不
明
瞭
で
知
ら
れ
ざ
る
法
が
法
廷
で
明
ら
か
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
ば

な
い
も
の
で
は
な
く
、

国
家
由
来
の
法
と
国
家
外
の
法
と
の
対
立
は
、

ロ
ー
マ
に
お
い
て
は
吉
凶
匂
ロ
E
-
n
z
E
と
吉
田
耳
目
〈
巳
ロ
自
の
対
立
と
な
っ
て
現
わ
れ

吉
田
有
吉
川
洋
C
B
と
は

る。

E
m
℃

c
z
-
2
5
と
は
慣
習
法
的
な
国
家
組
織
法
で
あ
る
と
同
時
に
国
家
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
法
で
あ
り
、

国
家
外
的
な
法
曹
法
で
あ
る
。
そ
の
由
来
が
国
家
か
社
会
か
と
い
う
対
立
は
あ
ら
ゆ
る
法
命
題
を
特
徴
づ
け
る
。
決
定
的
に
重
要
な
こ
と
は
、

あ
る
法
命
題
の
内
容
が
何
に
由
来
す
る
か
、
国
家
の
介
入
か
、
自
発
的
な
発
展
の
結
果
か
、
で
あ
る
。
法
律
、
法
務
官
告
示
、
元
老
院
議
決
、

勅
法
に
含
ま
れ
る
法
命
題
の
多
く
は
、
今
日
の
形
式
的
意
味
で
の
「
法
律
L

と
同
様
、
形
式
か
ら
み
る
と

E
∞
吉
宮
山

2
5
で
あ
っ
た
が
、

(
叩
)

内
容
か
ら
み
る
と
社
会
に
由
来
す
る
法
の
変
形
な
い
し
継
続
形
成
に
す
ぎ
な
い
。

も
し
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
発
展
が
ロ

l
マ
の
よ
う
に
外
的
な
遮
断
を
受
け
な
け
れ
ば
、
国
家
由
来
の
法
と
社
会
由
来
の
法
が
対
立
し
て
い

た
で
あ
ろ
う
が

ロ
ー
マ
法
継
受
に
よ
っ
て
こ
の
発
展
は
中
断
し
た
。

ロ
ー
マ
法
継
受
は
、
過
小
評
価
さ
れ
る
よ
り
過
大
評
価
さ
れ
る
ほ
う

が
ず
っ
と
多
か
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
継
受
の
結
果
新
し
い
法
制
度
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
継
受
の
対
象
は
ロ

l
マ
日
イ

タ
リ
ア
の
法
曹
法
だ
げ
で
あ
っ
た
。

ロ
ー
マ
法
継
受
の
意
義
は
、
裁
判
官
が
法
を
適
用
す
る
こ
と
を
学
ん
だ
の
で
、

も
は
や
法
を
発
見
す
る

必
要
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
発
展
途
上
に
あ
っ
た
社
会
由
来
の
法
に
代
わ
っ
て
、
法
学
固
有
の
技
術
で
あ
る
法
学
的
構
成

が
登
場
し
た
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
継
受
さ
れ
た
ロ

l
マ
法
が
国
家
外
の
法
の
位
置
を
占
め
た
の
で
あ
封
。

ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
家
由
来
の
法
の
発
展
は
こ
の
土
台
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
継
受
さ
れ
た
ロ

i
マ
法
に
対
置
さ
れ
た
の
は
、

継
受
に
関
係
が
な
か
っ
た
国
家
組
織
法
、
す
な
わ
ち
刑
法
、
行
政
法
、
訴
訟
法
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
法
領
域
は
、
も
っ
ぱ
ら
国
家
外
の
法
か

ら
成
り
立
つ
宮
田
丘
三
]
ぬ
か
ら
独
立
し
、
寸
公
法
」
と
し
て
、
社
会
の
法
形
成
に
よ
っ
て
成
立
し
た
継
受
法
と
対
置
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

北法41(4・56)1516



法曹法の歴史的基礎づけ(2・完)

歴
史
的
に
み
る
と
、
公
法
と
私
法
と
対
立
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
国
家
由
来
の
法
と
社
会
由
来
の
法
と
の
対
立
に
解
消
す
る
。
国
家
前
・
国

家
外
の
起
源
を
も
っ
ド
イ
ツ
法
上
の
制
度
は
、
た
と
え
立
法
に
よ
っ
て
変
形
さ
れ
て
い
て
も
私
法
で
あ
る
。
継
受
さ
れ
た
ロ

l
マ
の
法
曹
法

も
私
法
で
あ
る
。
国
家
由
来
の
法
、
と
り
わ
け
国
家
組
織
法
、
刑
法
、
行
政
法
は
公
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
公
法
と
私
法
の
こ
の
歴
史
的
な

対
立
は
解
釈
学
上
の
対
立
の
中
で
変
更
さ
れ
る
。
解
釈
学
的
に
は
、
国
家
が
一
定
の
目
的
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
意
識
的
に
立
法
を
用
い

る
場
合
が
公
法
で
あ
る
。
社
会
が
自
分
の
法
を
自
分
で
定
立
し
、
国
家
の
立
法
が
社
会
由
来
の
法
を
確
定
し
明
確
に
す
る
こ
と
の
み
を
目
的

に
す
る
場
合
が
私
法
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
公
法
と
私
法
の
境
界
線
は
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
可
動
的
で
あ
っ
た
。
あ
る
社
会
的
な
制
度
の
法
的
な
規
律
に
利
害
を
有
す
る

と
国
家
が
意
識
す
る
と
直
ち
に
、
国
家
が
行
な
う
立
法
に
よ
る
介
入
は
公
法
的
な
性
格
を
帯
び
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
私
法
が
公
法
と
な
っ

(
叩
)

た
例
と
し
て
、
ロ

l
マ
の
家
長
権
、
と
り
わ
け
後
見
、
近
代
の
家
長
権
、
契
約
法
の
大
部
分
、
と
り
わ
け
労
働
契
約
、
刑
法
が
あ
る
。

国
家
由
来
の
法
と
社
会
由
来
の
法
が
も
っ
と
も
鋭
く
対
立
す
る
の
は
、
不
動
産
所
有
権
法
に
お
い
て
で
あ
る
。
今
日
で
も
法
学
部
の
私
法

の
授
業
で
は
、
寸
物
に
対
す
る
完
全
な
法
的
支
配
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
制
約
か
ら
自
由
な
土
地
(
∞
己
ロ
ヨ
ロ
ωzncS)
が
我
々
の
所
有
権
秩
序
の

本
質
的
構
成
要
素
で
あ
る
か
の
ご
と
く
、
そ
の
他
の
所
有
の
形
態
が
存
在
し
な
い
か
の
ご
と
く
、
土
地
に
対
す
る
所
有
権
と
財
布
に
対
す
る

所
有
権
は
寸
概
念
的
に
は
」
違
い
が
な
い
か
の
ご
と
く
教
え
ら
れ
る
が
、
他
の
学
部
に
行
け
ば
こ
れ
と
は
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
所
有
の
形
態

を
体
験
す
る
。
後
者
が
ま
さ
に
社
会
由
来
の
法
で
あ
り
、
前
者
が
国
家
由
来
の
法
で
あ
話
。

民
事
訴
訟
の
国
家
化
に
は
た
い
へ
ん
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
国
家
の
司
法
の
役
割
に
つ
い
て
観
念
の
変
化
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

訴
訟
を
提
起
し
よ
う
と
す
る
者
は
国
家
の
裁
判
所
に
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
観
念
は
、
太
古
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
お

ら
ず
、
自
ら
の
権
利
は
自
ら
の
力
で
実
現
す
る
(
自
力
救
済
)
と
い
う
国
家
外
の
法
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
国
家
は
次
第
に
司
法
を
自
ら
の

内
に
取
り
込
ん
で
い
っ
た
が
、
国
家
外
の
法
た
る
性
質
は
失
わ
れ
な
か
っ
た
。
ロ
ー
マ
の
法
律
訴
訟
手
続
は
こ
の
国
家
外
の
自
力
救
済
の
継

北法41(4・57)1517 



説

続
発
展
で
あ
り
、
方
式
書
訴
訟
手
続
は
法
律
訴
訟
手
続
を
簡
略
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
性
質
は
弁
論
主
義
と
い
う
形
で
現
代
の
民
事

訴
訟
に
も
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
国
家
由
来
の
法
の
要
素
は
す
で
に
ロ

l
マ
で
特
別
訴
訟
手
続
と
い
う
形
で
入
り
込
ん
で
お
り
、
ド
イ
ツ

で
も
、
民
事
訴
訟
は
公
法
に
属
す
る
と
い
う
観
念
が
一
八
世
紀
以
来
次
第
に
強
く
な
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
民
事
訴
訟
の
改
革
は
訴
訟
の

国
家
化
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
弁
論
主
義
の
廃
止
に
よ
っ
て
、
法
典
化
さ
れ
た
国
家
外
の
法
で
あ
る
民
事
訴
訟
に
代
わ
っ
て

司
法
に
よ
っ
て
国
家
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
民
事
訴
訟
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
国
家
由
来
の
法
と
社
会
由
来
の
法
、
公
法
と
私
法
が
対
立
す
る
。
国
家
の
介
入
、
意
識
的
な
国
家
行
為
、
公
法
の
領

域
は
拡
大
す
る
一
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
プ
フ
タ
が
述
べ
た
よ
う
に
、
私
法
は
寸
自
由
」
で
あ
る
。
こ
の
自
由
は
、
単
に
国
家
が
社
会
の
自

律
的
発
展
に
委
ね
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
国
家
が
社
会
に
委
ね
ざ
る
を
え
な
い
、
そ
し
て
委
ね
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
針
。

呈ム

局間

(国

)ω
・呂田町・

(揃

)ω
・
お
な
・

(叩
)
ω
-
N
ω
∞・

(加
)
ω
-
N
ω
∞同・

(淵

)ω
・自由同・

(別
)
ω
-
N
企・

(
剖

)ω
・立に・

(加

)ω
・
ピ
日
町
内

(
却

)ω
・巴品・

(間

)ω
・
忠
良
円

(
市

)
ω
-
M怠
-
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結
論
!
本
稿
の
成
果
と
今
後
の
課
題
|

以
上
、

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
の
『
法
源
論
』
を
史
料
に
即
し
て
み
て
き
た
。
彼
が
み
た
ロ

l
マ
法
を
筆
者
な
り
に
一
言
で
要
約
す
る
な
ら
ば
、

に
通
暁
し
て
い
る
者
が
法
曹
法

G
E
n
-三
ぽ
)
を
通
し
て
証
書
作
成
、
解
答
活
動
、
訴
訟
行
為
(
方
式
書
作
成
)
と

法
学
(
吉
田
巳
丘
町
)

い
っ
た
現
実
と
の
対
話
の
中
で
形
成
し
て
い
く
創
造
的
な
法
H
法
学

(
E由
巳

i
g
)
で
あ
っ
た
。

筆
者
は
寸
序
論
」
で
従
来
の
エ

l
ル
リ
ツ
ヒ
研
究
に
お
け
る
問
題
点
を
三
点
指
摘
し
た
。

こ
の
う
ち
第
一
点
(
伝
統
的
・
普
遍
的
な
(
実
用
)
法
学
の
再
興
と
い
う
観
点
)
と
第
二
点
(
動
的
・
立
体
的
な
法
学
の
観
点
、
法
源
論

と
自
由
法
論
の
関
係
)
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
よ
っ
て
ほ
ぽ
明
ら
か
に
し
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
現
代
の
法
学
方
法
論
と
し
て
の

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
自
身
が
『
自
由
な
法
発
見
と
自
由
法
学
』
の
序

自
由
法
論
と
そ
の
歴
史
的
基
礎
づ
け
と
し
て
の
法
源
論
の
密
接
な
関
連
は
、

法曹法の歴史的基礎づけ(2・完)

文
で
寸
私
が
こ
の
講
演
の
基
本
に
あ
る
考
え
を
最
初
に
述
べ
た
の
は
:
:
:
「
法
欠
猷
論
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
:
:
:
そ
れ
以
来
私
は
、
法
に

お
け
る
欠
棋
に
か
か
わ
る
方
法
論
上
の
諸
原
則
を
自
分
の
著
作
の
中
で
扱
お
う
と
し
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
『
黙
示
の
意
思
表

示
論
』
お
よ
び
『
強
行
法
論
』
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
私
見
を
ロ

l
マ
法
|
少
な
く
と
も
そ
の
一
部
ー
に
つ
い
て
歴
史
的
に
基
礎
づ
け
よ
う
と

(
瑚
)

し
た
の
が
『
法
源
論
』
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
法
源
論
』
は
自
由
法
論
の
歴
史
的
H
学
問
的

な
基
礎
づ
け
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
三
点
(
事
実
(
寸
生
け
る
法
L
)

の
認
識
の
方
法
守
山
氏
。
の
問
題
)
)

に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
分
析
は
不
十
分
で
あ
る
。

と
解
釈

な
ぜ
な
ら
、
本
稿
第
一
節
(
三
)
に
お
い
て
み
た
よ
う
に
、
キ
ケ
ロ
が
『
案
出
論
』
で
事
件
の
論
点
を
事
実
問
題

(
E
E
Z
S巾
)

問
題
(
山
口
印
日
目
立
。
)
に
分
類
凶
、
前
者
を
事
実
、
名
称
、
性
質
、
訴
権
に
分
類
凶
、
性
質
の
問
題
(
正
・
不
正
の
認
識
)
の
中
で
法
の
問

北法41(4・59)1519



説

題
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
を
エ

l
ル
リ
ッ
ヒ
は
重
視
し
て
お
り
、
こ
れ
が
ま
さ
に
彼
の
法
源
論
の
中
心
的
課
題
あ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
『
法
源
論
』

で
は
性
質
の
問
題
以
外
の
問
題
(
と
り
わ
け
事
実
と
名
称
の
問
題
)
は
扱
わ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
本
稿
で
も
史
料
に
即
し
た
分
折
は

論

行
な
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

『
法
源
論
』
に
お
け
る
キ
ケ
ロ
へ
の
(
共
感
と
い
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
の
)
高
い
評
価
か
ら
み
る
と
、

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
は
二

O
世
紀
の
キ
ケ

ロ
た
ら
ん
と
し
た
学
者
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
も
し
か
す
る
と
、
キ
ケ
ロ
が
法
の
問
題
と
し
な
か
っ
た
事
実
と
名
称
の
問
題
を
(
理
論
)

法
学
の
中
心
的
課
題
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
キ
ケ
ロ
を
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
学
者
で
は
な
い
か
、
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ

を
論
証
す
る
た
め
に
は
、

冒
と
り
わ
け
『
案
出
論
』
『
へ
レ
ン
ニ
ウ
ス
弁
論
書
』
な
ど
の
ロ

1
マ
修
辞
学
文
献
に
お
け
る
事
実
の
認
識
の
方
法
と

『
法
社
会
学
の
基
礎
づ
げ
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
「
法
の
事
実
」
に
関
す
る
エ

l
ル
リ
ツ
ヒ
の
叙
述
と
の
内
的
関
連
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

(
別
)
前
掲
(
注
2
)
拙
訳
一
五
四
頁
以
下
を
参
照
。

(
加
)
前
掲
(
注
幻
)
己
巾
一
口

4
8片山
O

ロ巾
H

H

∞

(
加
)
前
掲
(
注
目
)
己
巾
{
ロ

4
2
z
oロ巾
-
5・

(
加
)
前
掲
(
第
一
節
本
文
、
注
お
)
【
同
士
口
語
口
片
山
内
)
ロ
巾
ご
少
ロ

R
E
W
2・
2
・

(
訓
)
訴
権
の
問
題
(
門

E
E
-即
位
。
)
は
別
の
形
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
第
六
節
を
参
照
。
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Eine historische Begrundung des 、Juristenrechts(2) 
一一一DieRechtsquellenlehre Eugen Ehrlichs一一一

Makoto ISHIKAWA* 

1n diesem Heft solIen noch ubriggebliebene 11 Absatze der romi-

schen RechtsquelIenlehre Eugen Ehrlichs') behandelt werden. 1n diesem 

Teil erortert Ehrlich hauptsachlich den Gegensatz zwischen ius civile und 

ius honorarium， der der von Ehrlich kritisierten Rechtsquel1enlehre Moriz 

Wlassaks2) im Grunde Iiegt， sowie die Frage， was das ius publicum und 

ius privatum im romischen Recht bedeutet 

1m vorangehenden Heft wurde bereits auf die Wichtigkeit seiner 

RechtsquelIenlehre fur die Ehrlich-Forschung und die romische Rechtsge-

schichte hingewiesen. Daraufhin solIen in diesem Heft Ergebnisse und 

Folgerungen meiner Abhandlung dargestelIt werden. 

Man durfte， was Ehrlich im romischen Recht gesehen hat， ganz 

kurz wie folgt zusammenfassen: Das rδmische Recht stelIt ftir ihn eine 

lebende und schopfende Jurisprudenz dar， eine Jurisprudenz， die， von 

denjenigen， die die Rechtswissenschaft beherrschten， durch die Tatigkeit 

des cavere， agere und respondere immer weiter fortgebildet wurde. 

Wahrend Wlassak die schopfende Kraft der Jurisprudenz nicht im ius 

*Dr.iur.， wiss. Assistent an der Juristischen Faku1tat der Hokkaido Universitat. 

1) E.Ehrlich， Beitrage zur Theorie der RechtsquelIen， 1. Teil， das ius 

civile， ius publicum， ius privatum， 1902. 

2) M.Wlassak， Kritische Studien zur Theorie der RechtsquelIen im 

Zeitalter der klassischen Juristen， 1884. 
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civile3l， sondern im ius honorarium gesehen hat， hat Ehrlich dieselbe im 

ius civile叫 selbstgesehen. 1nfolgedessen liegt es sehr nahe， den Zusam. 

menhang seiner Rechtsquellenlehre mit der sogenannten Freirechtslehre5l 

zu erklaren. Namlich， seine Rechtsquellenlehre ist eine wissenschaftliche 

oder historische Begrundung der Freirechtslehre als die moderne 

Methodologie der Jurisprudenz. 

N och Wichtiger ware es aber， daβEhrlich das V orbild der 

klassischen Teminologie in den philosophisch.rhetorischen Schriften 

Ciceros gesehen hat. Es geht Ehrlich vor allem darum， das die 

Rechtsfrage (Rechtsquellenlehre) in der Schrift de inventione nicht in der 

Frage der Gesetzesauslegung (in scripto)， sondern in der Tatfrage (in 

ratione) auftaucht. Namlich， wie fur Cicero， der als orator die Tatfrage 

recht1ich behandelt hat， ist es fur Ehrlich sehr wichtig， die Tatsache 

("lebendes Recht") juristisch zu erkennen. 

Nach dieser Abhandlung sollen folgende Fragen als nachste 

Aufgabe erforscht werden: Was die Struktur der rδmischen Rhetorik， vor 

allem der von Ehrlich als sehr wichtig angesehenen Tatsachenerkenntnis 

(ratio oder argumentatio) ist und in welchem inneren Zusammenhang 

sie mit seiner spateren Rechtssoziologie6l steht 

3) 1m Sinne des Pap. D. 1 . 1 . 7 . 

4) 1m Sinne des Pomp. D. 1 . 2 . 2 . 5 ，12. 

5) E.Ehrlich， Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft， 1903. 

6) E.Ehrlich， Grundlegung der Soziologie des Rechts， 1913. 
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